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平成２４年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２４年１０月３日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１０号 平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第 ９号 平成２３年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開会宣告・開議宣告 

１ 正・副委員長選出 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔平成２４年第３回定例会付託〕 

    議案第１０号 平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

    議案第 ９号 平成２３年度上富良野町企業会計決算認定の件 

  (2) 日程 

    ①書類審査〔第２会議室へ移動し２分科会による分担審査〕 

    ②担当外の書類審査 

    ③全体での書類審査 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       今 村 辰 義 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       一 色 美 秀 君            委 員       岡 本 康 裕 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

  町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 浦 孝 道 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 議選監査委員         中 村 有 秀 君     会 計 管 理 者         中 田 繁 利 君          

 総 務 課 長         田 中 利 幸 君     産業振興課長         前 田  満 君          

 農業委員会事務局長         菊 池 哲 雄 君     保健福祉課長         坂 弥 雅 彦 君          

 健 康 づ く り 担 当 課 長         岡 崎 智 子 君     町民生活課長         北 川 和 宏 君 

 建設水道課長         北 向 一 博 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  松 田 宏 二 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     主 査         佐 藤 雅 喜 君 

 主 事         新 井 沙 季 君          
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（藤田敏明君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ち、議長と町長からごあい

さつをいただきます。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） 大変皆さん御苦労さまでご

ざいます。 

 決算特別委員会ということで、きょうから３日間

それぞれ議員の皆さん方、あるいは理事者の皆さん

方に御足労をいただくところでありますけれども、

例年皆さん御存じのとおり、数字は十分監査の方々

に確認をしていただいておりますので、それに基づ

いて行われた事業がどういう成果を上げたかという

ことが一番の問題でありますので、それが、また次

の年の事業に継続してつながっていくということで

ございますので、そういう視点から、ひとつ見てい

ただければありがたいかなと思います。 

 あわせまして、来年の予算にも、またつながって

いくものでありますので、その視点も、またひとつ

頭の片隅に置いて、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

 非常に細やかな部分もいろいろと成果報告書の中

にもきちっと出ておりますので、そういうものとに

らみ合わせながら実りのある質問等をしていただけ

れば幸いかと思います。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

○事務局長（藤田敏明君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきます。 

○町長（向山富夫君） 皆さんおはようございま

す。 

 大変皆さん方には、お忙しい中、本日から３日間

の予定で決算特別委員会を開催していただくことと

なったところでございます。ただいま議長のほうか

らごあいさついただきましたように、平成２３年度

の事業の取り組みについて御審査をいただくわけで

ございます。私ども町民の皆さん方から付託を受け

まして、限られた資産を最大限に町政のために反映

させるというようなことで取り組みをしてまいった

ところでございます。 

 さらに、この決算特別委員会を通じまして、皆様

方から御指導、あるいは御助言等を賜りながら、さ

らにその成果を次年度に生かしていくべく心がけて

まいりたいというふうに思います。そういう意味に

おきまして、皆様方から御審査を賜りながら御意見

を賜りたいというふうに考えておりますので、何と

ぞよろしくどうぞお願い申し上げます。 

○事務局長（藤田敏明君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、平成２４年第３回定例会で議長及び議

会選出の監査委員を除く１２名をもって決算特別委

員会を構成しておりますので、正副委員長の選出に

ついては、議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りをいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に今村辰義君と決しました。 

○事務局長（藤田敏明君） 長谷川委員長は委員長

席へ移動願います。 

（長谷川委員長、席へ移動） 

○事務局長（藤田敏明君） それでは、長谷川委員

長からごあいさつをいただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆さんおはようござい

ます。第３回の定例会において上程されました２３

年度の各会計決算及び企業決算の認定が、まだ十分

な審査が必要ということで決算特別委員会が設置さ

れまして、先例によりまして委員長に就任いたしま

した。よろしくお願いします。 

 御案内のとおり、この委員会は、私たち議会が２

３年度予算を議決した内容がどのように執行された

か、また、町民の福祉にどのように寄与されたか、

そして町民のＱＯＬ向上にどのように寄与されたか

を十分審査していただく貴重な委員会だと思います

ので、皆様方の御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 そして委員各位におかれましては、二元代表制で

選ばれた一人として、住民の期待と責任を負って忌

憚のない質疑をしていただきたいと思います。 

 また、理事者、答弁者におかれましては、委員の

質疑に対しまして本意を十分酌んでいただきまし

て、明快な答弁をお願いしたいと思います。 

 ３日間にわたる委員会でございますが、円滑な運

営を進めてまいりますので、委員各位並びに理事者

の皆様方の特段の御協力をお願い申し上げまして、

委員長就任のあいさつにかえさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会を開会

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程について事務局長から説明さ

せます。 

 事務局長。 
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○事務局長（藤田敏明君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２４年第３回定例会にお

いて付託されました議案第１０号平成２３年度上富

良野町各会計歳入歳出決算認定の件、議案第９号平

成２３年度上富良野町企業会計決算認定の件の２件

であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日より

１０月５日までの３日間とし、本日は、これより会

場を第２会議室に移し、議席番号順に２分科会を構

成し、各分科会において分科長を選出し、担当会計

の書類審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外の

書類審査を午後３時までとし、その後、全体審査を

午後５時１５分まで行います。 

 ２日目の４日は、議事堂において、一般会計の質

疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。 

 ３日目の５日は、議事堂において特別会計及び企

業会計決算の質疑を決算書により行います。その

後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で審議

をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出し、

理事者の所信表明、討論、表決という順序で進めま

す。 

 なお、分科会の構成は、１３番長谷川委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から６番までの６名

の委員、第２分科会は議会選出の７番中村監査委員

を除く議席番号８番から１２番までの５名の委員と

なります。 

 本委員会の説明員は、町長を初め議案審議に関係

する課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第１０

号平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

の件及び議案第９号平成２３年度上富良野町企業会

計決算認定の件を議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査とします。 

 なお、事前の資料要求がありましたので、協議の

上、本日配付をしたところでありますので、審査の

参考に願います。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があると思いますが、これについては、外

部に漏らすことのないように十分御注意願います。 

 また、審査に当たって所定の書類以外に必要な資

料等がございましたら各分科会で協議し、決算特別

委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、委員

長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査までとし、あ

す以降の質疑応答中は要求できません。御了承願い

ます。 

 これより、会場を第２会議室に移しますので、そ

の間、暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時１２分 休憩 

午前 ９時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに分科長の選出をお願いいたします。 

（各分科会で分科長の選出協議） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長選出の報告を

求めます。第１分科会。 

（第１分科会から村上和子君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 第２分科会。 

（第２分科会から岩崎治男君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長につきまして

は、ただいま報告のとおりであります。 

 それでは、１２時まで担当の書類審査を始めてく

ださい。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１０時４５分です。 

─────────────── 
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午前１０時２９分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 担当の書類審査を終了し、午後１時まで昼食休憩

といたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続き

委員会を再開し、分科会の書類審査を続けます。 

 これより、午後３時まで担当外の書類審査及び全

体書類審査を行います。 

 資料の要求については本日限りですので、分科長

に申し出てください。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１５時です。 

─────────────── 

午後 ３時００分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 以上で、全体での書類審査を終了いたします。 

 本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 明日は本委員会の２日

目で、開会は午前９時でございます。定刻までに御

参集くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、御出席の際には、各会計歳入歳出決算書及

び各資料等を御持参願います。 

 以上です。 

午後 ４時００分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２４年１０月３日 

 

 

   決算特別委員長    長 谷 川 徳 行 
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平成２４年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２４年１０月４日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１０号 平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第 ９号 平成２３年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第１０号 平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の質疑 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     １款（町税）～２１款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費） 

     ⑤６款（農林業費）～７款（商工費） 

     ⑥８款（土木費） 

     ⑦９款（教育費） 

     ⑧１０款（公債費）～１３款（災害復旧費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       今 村 辰 義 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       一 色 美 秀 君            委 員       岡 本 康 裕 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

  町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 浦 孝 道 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 議選監査委員         中 村 有 秀 君     会 計 管 理 者         中 田 繁 利 君          

総 務 課 長         田 中 利 幸 君     産業振興課長         前 田   満 君 

 農業委員会事務局長         菊 池 哲 雄 君     保健福祉課長         坂 弥 雅 彦 君          

 健 康 づ く り 担 当 課 長         岡 崎 智 子 君     町民生活課長         北 川 和 宏 君 

 建設水道課長         北 向 一 博 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  松 田 宏 二 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 
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○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君    主 査         佐 藤 雅 喜 君 

主 事         新 井 沙 季 君          
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより、決算特別委員会２日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、さきにお配りいたし

ました日程で進めていただくようお願い申し上げま

す。 

 なお、携帯の電源を切るか、マナーモードにして

おいてください。 

 これより、平成２３年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料とあわせて質疑を行います。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されるようお願いいたします。 

 なお、質疑の方法は、一問一答で１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願いま

す。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから２１款

町債の５７ページまで、一括して質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １款の町税のところです。

１項の、ここをことしは昨年と比べて、約１０％減

少になったのですけれども、その町税を納めた人

は、課税の実績を見ますと、２２年と２３年と比べ

ますと給与者の方が１８２名、農業者の方が５９

名、営業者の方が１２名、その他の方が２３名。そ

ういったことで一番、しかも所得割から均等割のほ

うに大分ふえていっていると。こういう状態があり

まして、この一番落ち込んでいるのが農業者なので

すね。これにつきまして、どのように考えておられ

るのか、基幹産業である農業者の方がかなり落ち込

んでおりますけれども、第一次基幹産業が落ち込ん

でくると、全体に波及する影響って大きいですの

で、これは長雨による作物の収穫の影響なのでしょ

うか、そこら辺の落ち込みのところをちょっと、ど

のようにとらえていらっしゃるのか、お尋ねしたい

と思います。 

 それから、未収入のところの額がふえているので

すけれども、そこのところは、徴収に当たってはど

のように対処されたのか、この２点お尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、一問一答で

すから、もしあれでしたら別々に聞いたほうが有利

だと思いますので。 

○３番（村上和子君） わかりました。では落ち込

みのところ。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の町

民税にかかわります農業者の納税義務者の減につい

ての御質問にお答えしたいと思います。 

 平成２１年、２２年におきましては、先ほど原因

が長雨ではないかということなのですが、２３年度

の長雨につきましては、今年度の部分について影響

するということで、昨年は畑の部分については、長

雨の影響はかなり出たところなのですが、米のほう

が作がよかったということで、今年度はそれほどの

落ち込みはないのですが、昨年の落ち込みにつきま

しては、やはり出来秋の状況に応じて農業のほうの

乱高下というのは、毎年多くありまして、冷害であ

るとか、水害であるとか、価格であるとかという影

響によりまして、毎年度変動いたしますので、営業

についても景気低迷の影響も受けるところですが、

特に農業者に対しては、自然を相手にするものです

から、その天候の不順により毎年度増減するところ

です。 

 また、繰り返しになりますけれども、当然米以外

のものにつきましては、作だけではなくて、価格と

いうものの影響もあると思いますので、今どのこと

が原因だったかということは、はっきりちょっと今

頭には入ってないのですけれども、そのような影響

で昨年度の、要するに２２年度の作の所得の状況が

２３年度の課税に影響があったということで考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 未収金のほうは。 

○町民生活課長（北川和宏君） 引き続き、３番村

上委員の収納の関係についての御質問にお答えした

いと思います。 

 町税の収納につきましては、前年度より少し落ち

込みがあったということでの御指摘でございますけ

れども、前年度と比較いたしまして、滞納総額につ

きましては、２２年から２３年度にかけましては、

５４０万円ほど減額となっておりますので。 

 大変失礼いたしました。 
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 町税のほうの滞納額がふえたということでありま

すが、逆に２２年度から２３年度にかけての未収額

について、１５９万３,０００円ほど減額となって

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） 済みません、ちょっと細か

いことなのですけれども、附属調書の目次のところ

で、７番商工費、８番土木費と来て、いきなり１０

番になっているのですけれども、教育費になってい

るのですけれども、これは何か意味があるのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番徳武委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 編集作業の段階で、大変申しわけございません

が、間違っております。以下、このようなことのな

いようにさせていただきたいと思いますが、申しわ

けございませんが、口頭でこれら順次９番以降直し

ていただければと思います。失礼いたしました。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 平成２３年度各会計主

要施策の成果報告書の目次の欄の２ページ目になり

ますが、１０番教育費を９に、１１番災害復旧費を

１０というふうに御訂正をお願いしたいと思いま

す。申しわけございません。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町税のところでお伺いいた

します。２２ページ、町民税等のいわゆる差し押さ

え等が２１２件だったと思うのですが、実施されて

おります。差し押さえ等においては、当然手順を踏

んだ中で、督促状等を出しながら実施されているか

というふうに思います。そういう中で、上富良野町

においては、税の制限条例というのがありまして、

過去に見ましたら、これが実施されているというと

ころはなかったのかなというふうに思いますが、若

干その点でお伺いしたいのは、ぎりぎりのところま

で行きかねないというような、滞納しているからそ

ういう状況にあると思うのですが、私これ実施すべ

きではないと思っているわけなのですが、いわゆる

生活を守る上でサービスを制限する。幾ら滞納が

あったとしても、悪質な方についてもきちっと滞

納、督促をしてやるべきだというふうに思います

が、そういう中で、サービスの制限に行き着く段階

というのは、どういう人が対象になるのか、その

点、多少滞納額に相応しない支払いが、例えば２０

万円あったとして、月５,０００円ぐらいで、当然

１年で払えるような状態ではありませんが、こうい

う人もその対象に入ってくるのかどうなのか、そこ

ら辺ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の

サービス制限に関する御質問にお答えしたいと思い

ます。 

 ただいま委員から質問のありました事例的なパ

ターンでありますけれども、まずサービス制限条例

につきましては、行政サービスを当然のことながら

皆様の税金で、そのサービスを享受するということ

から、税金を納めてない場合につきましては、その

サービスを制限するという内容のものでございます

が、今おっしゃいましたように、当然滞納があっ

て、全く履行されないとか、履行していても現年課

税に満たない、逆に滞納額がふえるような状態につ

きましては、当然のことながらサービスの制限をさ

せていただくという内容でございますが、これまで

そのような事例は発生していないことも、委員御承

知のとおりと思います。 

 ただ、滞納があったとしても、現在分納中で、そ

れが１年以内に完納することが明らかだとか、たま

たま期日がおくれていて、何日まで入るという、そ

ういう履行確認ができた場合におきましては、その

サービス制限は、一時的に停止する場合もあります

けれども、全く制限するものではないということ

で、当然窓口相談もいたしますし、期限をもってい

つまで納めるという約束が履行されるということも

確認しておりますし、それをもって行ってますの

で、今のところその発生がないということで御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この意見書等を見ました

ら、住居不明等も含めて生活困窮者、無財産という

形の中で、不納決損がされているという形の報告が

あります。そこで、またお伺いしたいのは、例えば

よく、これが事実かどうか、間接的にちょっと聞く

話で、ちょっと本人等も聞いたというような話もあ

りますが、実際今いわゆる滞納額に等しい、お金が

なかなか払えないという形の中で、もっと払えるの

ではないかだとか、聞くのは当然なのかもしれませ

んけれども、当然そういう場合は、当然資産等、い

わゆるその状況も踏まえて、この人はそれにふさわ

しい分を払っているのかどうなのかという形の中で

支払いを求めると思うのですが、仮にその２０万円

ぐらいあって、毎月５,０００円まで満たないと、

滞納額には当然及ばないという形になった場合、こ

ういった人のケースの場合は、実際また新たにもっ
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と払いなさいということの要求とか、そういうこと

が実施されるのかどうなのか、ここの点についてお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 今言ったように、例で挙げますと、２０万円あっ

て、月５,０００円であれば、３年たってもまだな

かなか解消にはならないと。また、さらに現年度課

税も当然あるかと思います。当然納税相談に当たっ

ては、収入状況も、本当にその月が、今相談してい

る時期が５,０００円しか払えないということであ

れば、その部分での制約も交わしますけれども、た

だ職についたとか、収入がふえたときには、必ず増

額するようにということでお話しもしております

し、その部分については、たまたま途絶えることも

ありますので、また電話催告なり文書催告して、ど

うなったのだということでお伺いすることもござい

ます。それに応じて、いや、実は就職したとか、ま

だ就職が見つからないとかということでの期間の延

長とかということありますけれども、原則１年以内

に、まず完納することを求めております。なおか

つ、現年度分については、納期内納税をお願いして

おります。ただ、それが収入に見合わないような金

額を求めるのではなくて、まず最大限努力するのが

どれだけなのかということを十分に相談させていた

だいております。 

 ただ、なかなか履行、それを連絡もなしに放置さ

れた場合につきましては、財産調査等をしまして、

財産がある場合は滞納処分とかという、移行すると

いう形で進めております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう場合は、きちっと

本人の意向も踏まえて、当然収入の状況によってふ

えたり、納めるのが減ったりだとかということは当

然かというふうに思います。そういう意味では、き

ちっとそういったルールに基づいてやって実施され

ているということであります。 

 次にお伺いしたいのは、例えば生活保護世帯にな

りましたと。例えば、いろいろ滞納があって、なか

なか払えなくて、２カ月前ぐらいから生活保護世帯

に入りました。滞納金額が残ってます。国保、一般

の町民税含めてですが、そういった場合は、こうい

う生活保護世帯に対しても支払いを求めるという形

になるのでしょうか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 生活保護世帯にかかわって、滞納があって生活保

護になったという場合は、当然生活困窮ということ

で、地方税法第１５条の７だったかと思いますが、

その規定によりまして執行停止で３カ年間、その状

況を見て判断することになると思います。３カ年間

ずっと生活保護世帯であれば、執行停止した部分に

ついては、不納欠損になっていくという税法上あり

ます。ただ、窓口に来て、私の部分については、１

年たったらこれまでの分は納められるので、生保を

受けても２,０００円ずつなら払えるから、１年以

内に終わるので払いますという場合には、それはこ

ちらは拒む理由がありませんので、その部分につい

ては、執行停止はしないで、納入を続けていただく

と。ただ、もう資力がなく、もうその滞納税も全然

払えないと、生活するのがいっぱいいっぱいという

ことであれば、今言ったように、制度に基づきまし

て執行停止処分、なおかつそれに伴って、３年経過

したときには欠損処分というような措置になるかと

思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あくまでも、その本人がそ

ういう生活保護世帯であったとしても、納めますと

いうことになった場合、納める形になるのですが、

逆にこういう制度がありますということで、いわゆ

る執行停止になりますということも同時に添えて、

そういったものに対して判断を仰ぐというのも一つ

の方法だというふうに思いますが、こういったとこ

ろも厳正に、通達なんか見ましたら、ある程度そう

いったところもきちっと公にしながら納入を促すだ

とか、そういう人に対しては、どちらを選択します

かだとかという、そういった選択肢もあるのだとい

うことを、他の自治体では実際やっているところも

ありますので、そういったところも今後、この重要

な問題なのかなというふうに今回の決算を含めて

ちょっとお伺いしたのですが、その点はどうでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 今言われたことについては、選択肢ということで

はなくて、あくまでも納税相談の中で状況判断をさ

せていただくということで、今後とも進めてまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ２２ページ、入湯税の件
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で二つほど。二つ目は、去年の答弁の実行状況を確

認することなのですけれども、まず最初に、非常に

近年厳しくて、だんだん毎年入湯税は減ってきてい

るのですけれども、２２年度から７０万円ほど減ら

した当初予算を見積もって、若干ふえてますよね。

非常にこれは成果があったと思うのですよね。この

何をしたから、こういう具体的な成果が出たのか、

ここをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

入湯税に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 ２２年から２３年にかけての入湯税の収入につき

ましては、前年比４.２％の減ということで、逆に

歳入は減っているところでございまして、また、今

年度も、途中経過なのですが、７月末現在の数値で

昨年より４.２％逆にふえている状況であります。

今おっしゃったふえているということで、どのよう

な措置をしたかということにつきましては、昨年も

お答えしたと思いますが、私どものほうではないの

ですけれども、各温泉の旅館組合さんが冬期間の無

料期間を設けて誘客のイベントを講じたり、町はそ

れに呼応しまして、バス代の無料対応とかというこ

とで対応して、１人でも多く集客できる努力をして

いたことだとは思うのですけれども、結果として

は、入湯税が先ほど申し上げましたとおり、前年比

４.２％減であるという現実となったところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私の言ったのは、当初見

積もりは７０万円ほど減らしていますよね。この厳

しい昨今の状況をとらえて、その当初予算よりもふ

えているわけですよね。当初の見積もりよりもふえ

ているから、その成果はどうだったという話を聞い

たわけです。 

 ２２年度と比較したら減ってますよ。２２年度の

結果をとらえて、そして厳しい、もう余り来ないだ

ろうということをとらえて減らした見積もりを立て

たと思うのですよ。しかし、それよりもふえた入湯

税が減ってきたわけです。その成果は、どこにあっ

たのかという話なのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村議員の

再質問にお答えしたいと思います。 

 今申し上げたとおり、これまでの入湯税の経過と

して、毎年度４％から５％ずつ減額しているという

ことで、当初予算見積もりでは、６％減で見積もっ

ていたところでございますが、結果として４.２％

の減でとどまったということで、１.８％の見込み

の差があったということで、逆に当初予算よりはふ

えていると。 

 どのようなことで努力したのかということは、税

サイドのほうでは、去年も申し上げたとおり、これ

を講じた、あれを講じたということはございません

が、先ほども申し上げたとおり、構成する旅館組合

さんの冬期間等における無料とかそういうイベン

ト、それから町もそれに呼応してバス代を無料化す

るなどの対応をして、１人でも多く集客する努力と

いうものがあったのではないかと推察していところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。先ほども

言っていただいて、勘違いしているところだけ言っ

ていただければよかったのかなというふうに思って

います。 

 私、去年も、その前も言っているのですけれど

も、マナーの問題ですよね。マナーの問題で、なか

なかお客さん同士で注意し合えないよと。スローガ

ンでも何でも掲げてくださいと。行政もやっぱりそ

こら辺は、少しはタッチしたほうがいいのではない

かというお話を申し上げました。それの答弁で、副

町長の答弁なのですけれども、例えばたばこだと

か、今の、私がそのとき言った入浴の問題だとか、

いろいろあると思うと。ある意味では、公衆の場で

ございます。そういう意味で、非常に嫌な思いをす

ることがあると、そう言ったことがあると。 

 同業者で組織している団体であるということで、

このように申されてますね。そういう団体を通じま

して、そういう標語を掲示すればいいのかどうか、

実効が上がる方法がないのか、そういうことを十分

意見交換をしながら今後、今申し上げられるような

全体が風評で魅力が下がっていくような、来客者が

少なくなるようなことがないように、十分意見とし

て参考にさせていただくということを申されており

ます。 

 聞きたいのは、これは要するに１年前の話ですよ

ね。具体的に私に、その答弁をいただいて、これを

どのように、いつ、どこで、だれが、何を、いか

に、どのように調整したかと、実行されたかという

話なのですけれども、その実行内容等についてお聞

きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、税収のこと

で、それによって税収どのようになったかというの

はわかりますけれども、もしあれでしたら、今答弁

させますけれども、商工観光のところで言っていた

だいたほうが、まだよかったと思うのですけれど

も、一応答弁お願いします。 
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 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 当然今村委員御指摘の入浴マナーですとかさまざ

まな部分、それから当然利用者の方々への環境の整

備ですとか、２３年度においてもさまざまな工夫を

させていただいております。特に入浴マナー等々に

つきましては、観光協会の附属団体であります旅館

組合等々とも協議をさせていただきながら、現実に

その入浴マナー等々についても話し合いをさせてい

ただきました。ただ、私どもが関与しております吹

上保養センター等々においても、あるいは他の浴場

においても、他のお客様から、そういう苦情も含め

て統計的なものもちょっととらせていただいた中で

は、苦情等々については出てきてないというのも

伺っております。 

 そうした中で、より快適に過ごせるようにという

ことでの努力は、お互いに切磋琢磨しながら進めて

いくということで共通理解を持っているところであ

ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私は、去年の決算での答

弁に対する確認をしたわけですよ。だから去年そう

申されているから、具体的にいつ、どこで、どのよ

うなことをやられたのか。私はいつも言っているよ

うに、マナーを改善すれば、飛躍的に入浴者がふえ

て、入湯税がふえるというのが私の持論なのです

よ。であるから、私は聞いているわけです。 

 いつ具体的にそういったことをやられて、どうい

う掲示物をそれぞれ張るようになったのか、そこを

お聞きしたと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） 今ちょっとそうい

う、それぞれちょっと時期的な、いつというものに

ついては、明確なものを持ってございませんので、

ちょっと御返答できないのですけれども、ただ当然

定期的に旅館組合等との会議がございます。その折

に、それぞれ観光協会を通じながらそれぞれ御協力

をお願いしている形はとらさせていただいておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２２ページの固定資産税に

かかわるところでちょっとお聞きしたいのですが、

昨今のいろいろなリフォームであったりですとか、

それから経済状況もありまして、さまざまなお店で

あるとか、そういった施設が用途返還をされたりと

か、また、あるいは逆に増改築を含めていきながら

売り場を伸ばしたりとかされている現状があるので

すが、それらの悉皆するような調査とかは、今され

てらっしゃるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策班主幹（眞鍋一洋君） ５番金子委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 固定資産税の把握につきましては、毎年建築確認

等、または町内の現地調査等を行いまして、増改築

等を把握いたしまして家屋評価をしておりまして、

当然店舗等につきましても、町の行政のいろいろな

許認可だとか、そういうところを確認して適正に把

握して課税に結びつけております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 当然確認申請が上がったと

ころというのは、行政の把握も非常に楽だと思うの

ですけれども、反対のケースで縮小していったりと

か、面積が大きく変わっていくようなことで、目的

が変わってしまうようなところの、そういった調査

もされているということでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策班主幹（眞鍋一洋君） ５番金子委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 取り壊しですとか、そういった場合も、こちら側

のほうで、先ほども言いましたように、町内の現地

調査または通常取り壊しということであれば、確認

申請も付随した中で調査するのと同時に、各町内会

にそういう建物の取り壊し等の調査依頼等を行いま

して把握しております。 

 また、用途変更等におきまして課税額が変わると

いうことは基本的にありませんので、例えば建物か

ら店舗に変わったということで、それに伴う課税の

評価額の変更ということは基本的にありませんの

で、税額も同一ということで対応しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません、目的変わった

ら変わりますよね。ただ、そのときの確認申請があ

るときは、そちらで把握できるのですけれども、な

くて変えるということは、基本的にないということ

でいいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策班主幹（眞鍋一洋君） 広報等で用途変

更とかあれば出していただいたときに、届け出をい

ただいたときに、当然改装とかであれば、また評価
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の見直しもいたしまして、当然税にもその反映され

るという状況です。先ほどはどうも済みませんでし

た。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２７ページ、地方交付税の

ところですね。ここ二、三年地方交付税が地域主権

ということでふえている中にあって、我が町は、昨

日も資料をいただきましたけれども、自主財源が２

５.９％、こういうような状況にありまして、依存

財源に頼るところがかなり大きいのですけれども、

それで２２年度の国勢調査人口の減少によって、算

定の基礎になる部分が普通交付税が約４％減少した

のだと。この４％といいましても１億円ぐらいにな

りますので、かなりこれ大きいなと思うのですけれ

ども、人口をふやす対策というのをもっと力を入れ

るべきでなかったかと思いますけれども、その点ど

のようにお考えになりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の交付税

にかかわります御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、普通交付税、地方交付税につきましては、

委員御発言のとおり、地域経済活性あるいは雇用対

策にかかわって、この２１年、２２年、２３年と地

財計画の出口ベースでは、国の予算ベースではプラ

ス要素になっていた経過にあります。 

 我が町におきましても、２１年、２２年度につい

ては、増額となったケースであります。ただ、この

２３年につきましては、委員御発言のとおり、平成

２２年の国調によります、８００人ほど減少になっ

ている影響がかなり大きいかなというふうに分析を

してございます。 

 一方、２３年度の９,６００万円程度減額になっ

ている要素の分析をしてございましたが、人口減に

加えまして、いわゆる自動車産業を中心として非常

に国内経済が低迷している現状にありまして、不交

付団体を調べていきますと、いわゆる不交付団体が

減ったと。例で言いますと、２１年度では１５２市

町村が不交付団体だったのが、２３年度には５９市

町村に減っている。したがって、出口ベースでは大

きくはなっているのだけれども、いわゆる交付税の

対象市町村がふえているという現状がある。そのよ

うなことで、上富良野町においては、２３年度減少

になった傾向が強いのではないかというふうに分析

をしています。 

 委員おっしゃるように、人口を爆発的にふやすこ

とで地方交付税は一定程度ふえていきますが、なか

なかこれらの人口が大きくふえていくような要素

は、上富良野町、ほかの市町村も含めて、なかなか

難しい現状にあります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 人口の減少に伴ってという

ところで、大変残念でして、これについては、もう

私ども同僚議員も何回も定住策、何とか人口をふや

すようにということを提言申し上げていますしね、

それでやっぱり何というのでしょうか、これを踏ま

えて４９％、約５割近く地方交付税に頼っているも

のがあるわけですので、やっぱりもっともっとこの

人口をふやすという、町長は私の一般質問でも、一

本釣りはしないと。他市町村と比べて見劣りがする

と申し上げたのですけれども、そんな住んでくれれ

ば幾ら上げるとか、そういうことはしないというよ

うなことをおっしゃるわけですけれども、これを踏

まえて、やっぱりここに頼っている依存財源ですか

ら、これがやっぱり１億円減ってくるとなると、

ちょっと私は、今回の決算もかなりこれ落ち込みが

ひどいなと思って、先ほどの税収もそうですけれど

も、そういったことで、もうちょっと人口対策とい

うことをしっかり考えていただきたいと思いますけ

れども、その点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 資料で提出をしてございますが、上富良野町にお

いては、自主財源はほぼ２５％前後、これにつきま

しては、過去においても同じような現状が続いてい

るという状況を、まず御理解いただきたいと思いま

す。 

 この自主財源につきましては、税収も含めて自主

財源になりますので、これら産業の振興ですとか、

人口だけではなくて、これら上富良野町全体の魅力

アップを進めていかなければならないというふうに

考えています。人口だけに特化したものではなく

て、そのようなことを考えてございます。 

 そういう観点で言いますと、オール上富良野町と

して、これらの産業や、あるいは雇用、あるいはま

ちづくり全体を押し上げていく、そういう魅力づく

りをしているところであります。 

 委員から、上富良野町においては、努力が足りな

いのではないかというふうな御指摘もありますが、

これにつきましては、上富良野町が全国１,７００

市町村の中でおくれているというふうな認識は、私

ども持っていないことも、ぜひ御理解もいただきた

いというふうに思ってございます。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４２ページの商工費の委託

金という形で、道から入っている公園の管理費につ

いてお伺いいたしますが、千望峠については、ほぼ

同額支出しているのかなというふうに思います。 

 また、十勝岳駐車施設の維持管理については、３

４万７,０００円が入っておりまして、支出が１２

２万円になっているかというふうに思います。 

 道道美沢線については、同額という形になってい

るかというふうに思いますが、この十勝岳駐車場に

ついては、ちょっとこれ持ち出しもかなりあるのか

なというふうに思うのですが、こういった施設の維

持管理に当たって、面積要件だとかいろいろ積算さ

れて委託金という形で歳入になっているかというふ

うに思うのですが、この違い等については、ちょっ

とお伺いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 十勝岳駐車場の施設の維持管理ということであり

ますけれども、特に維持管理の中の大半を占めてお

りますのは、委員も御存じのように、あそこのトイ

レの維持管理が、費用がほとんどでございます。 

 そうした中で、基本的には町の持ち出しは、この

中ですべて終わらせている形になります。ただ、毎

年変化する要因としましては、それぞれ雪の融雪時

期ですとか、もちろん降雪時期も含めて、時期が変

わります。そういう日換算等々をした中で委託料

が、計算が変わってくるというふうに御理解をいた

だきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、当然実費負

担に見合った積算という形で、その年によって変わ

るという形なのでしょうか。余りにもこういう単年

度ごとに、町が負担している分が多過ぎるというふ

うに見受けられるので、この点、一定増額できるも

のであれば、増額要素として道に対しても、雪はね

も、その時期によって違いますから、そういった部

分も含めて、通常維持管理できるような予算を求め

る必要があるのではないかなというふうに感じたの

で、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきますが、先ほども申し

上げましたように、基本的にはそれぞれの、ただ１

日幾らとか、そういう単価ではございません。当然

水の使用量ですとか、これも水についても、民間の

水から取っている水をいただいた中で使用料を払っ

ております。そういう使用料等々の実績等を踏まえ

ながら計算をして、それぞれ積算しながら北海道と

協議を進めながら、この利用料については、委託料

については積算をさせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 同じ４２ページになりますけ

れども、委託金の関係、総務費の委託関係でちょっ

とお聞きしたいのですけれども、権限移譲を受けて

ますよね。これ何点受けて、どういう内容なのか、

その点確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ８番谷委員の権限移譲

にかかわります御質問にお答えを申し上げます。 

 ２３年度につきましては、大きくは１２項目、２

３事業につきまして、権限移譲を受けたものについ

て交付金が交付されているという内容であります。

例を挙げますと、パスポートの権限移譲を受けたも

のを中心に、浄化槽ですとか、母子保健あるいは商

工会関係、農地法の関係、これらざっくりの話にな

りますが、これらを含めた１２項目でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 過年度に受けている部分につ

いても、毎年交付金来る、そういう中身、これ２３

年度だけではないということですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ８番谷委員の御質問で

すが、委員おっしゃるように、以前から移譲を受け

たものについて、例えばパスポートですが、これら

については２２年度から受けていますけれども、件

数に応じて、これら１件幾らというような積算内容

になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） ２２ページのコンビニ収納

システムということで、これ年々成果上げているの

わかるのですけれども、過去３年間の全体に対する

コンビニ収入のパーセンテージ、わかったら教えて

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（眞鍋一洋君） ６番徳武委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 過去３年間のコンビニ収納の数値は、ただいま持



― 16 ―

ち合わせていないのですけれども、２３年度で言い

ますと、国保税も含めました件数で８,６８９件、

収納金額１億３,７９９万４,８０３円ということ

で、２２年度からの前年比で、件数で８％、収納金

額で１３％増となっております。 

 また、コンビニ収納につきましては、納付書払

い、いわゆる直接本人が金融機関ですとか、支払い

に行く割合で言いますと、全体の３割が納付書払い

ということで、そのうちの約１５％がコンビニ、残

りの１４％、これが金融機関ということで、そのよ

うな数字となっております。 

 平成２１年度と２２年度の数字、コンビニ収納件

数も御報告させていただきます。 

 平成２１年度が７,５８９件、１億１,７４１万

９,８０４円。平成２２年度が８,０３９件、１億

２,２６５万３,７６２円の収納金額となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 先ほどの米沢委員の質

問、４２ページの千望峠の委託金の件でございます

けれども、教えてほしいのですけれども、展望台あ

りますよね。あそこは、そのものは道の管理だと思

うのですけれども、展望台の修理等は、先ほどの委

託金には含まれてない。ほとんどはトイレだという

話ですよね。展望台の例えば修理とかするときは、

どのような流れになるのですか、お願いするのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 この千望峠地区につきましては、北海道の施設で

あります千望峠駐車公園と、町の設置してます花と

憩いの広場、二つの施設があるのを御存じかと思い

ますけれども、駐車公園側につきましては、北海道

のほうから維持管理、主にトイレの維持管理と周辺

の草刈り、それから清掃という、本当の施設の維持

上のものだけです。修繕が必要な部分、もしくは修

繕を超えた改築のようなものにつきましては、直接

北海道が行うことになっておりまして、その必要に

なった時点で、北海道に業務内容の報告の一環とし

て定時的に報告することになっています。 

 例えば、トイレが故障したというような場合は、

その故障の修繕につきましては北海道が行います。 

 先ほど出ました看板を例にとりますと、看板の更

新・修繕は北海道が行うということになってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 千望峠の展望台を例に挙

げたのですけれども、もちろんあそこ、今立入禁止

になっいるの御存じだと思うのですよね。当然２３

年度の決算締め切った時点で、悪いから今立入禁止

になっているわけで、例えば道がやるようになって

いるのであれば、町から情報提供しなければいけな

いですよね。そういったことがなされていて、なさ

れた結果、いつごろやろうとしているのか、そう

いったことがわかれば教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 千望峠のずっと上です

ね。 

○１１番（今村辰義君） わかります。ナシを植え

ている横です。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 一番上にある骨組みのやぐら状のところのことを

おっしゃっているのですね。実はあれかなり老朽化

しておりまして、北海道のほうに改善が必要だとい

うことで報告はしてございます。ただ、その返事が

ちょっと来てございませんので、当分の間というこ

とで、こちらでは判断してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） あそこに観光客よく来て

おられますのでなるべく、せっかく行ってロープ

張って登れないようになってますので、なるべく早

く道をつついて直してほしいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２９ページの保健福祉総合

センターの使用料のところですが、ここが２７万

８,８１５円ぐらい昨年と比べましてふえてはいる

のですけれども、この成果表をいただいたので見さ

せていただきますと、デイサービスセンターの使用

料が、もう突出しているのですね。４８２万４,０

００円ということで、健康遊浴の使用料のほうが

ちょっと落ちてきている状況にあります。それと訪

問看護とかヘルパーステーションとか、そういった

ところは、使用料は何十万というような状態でござ

います。これ当初つくった目的というのは、健康増

進のためということではなかったかなと思うのです

けれども、この健康遊浴のところ、２２年度、これ
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は決算ですから２２年度になるのでしょうか、

ちょっと落ちてきている状況。こういうデイサービ

スセンターの使用料が半分以上占めているという状

況、これをどのように考えられるのか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 デイかみんですとかというのは、建物を占有いた

だいて利用していただいているというようなこと

で、当初建物の占用料というようなことで、あと光

熱水費ですとか、そういったものの負担をいただく

と。建物の償却だとか、そういった部分を見まして

御負担いただいて、光熱水費が上がれば、同じよう

な使用の割合に応じて御負担いただいているという

ようなことで御理解を賜りたいというふうに思って

ございます。 

 また、健康づくりの一環として、健康遊浴という

ことで御利用をいただいているところです。さまざ

まなメニューを提供する中で、それぞれ健康づくり

ということで町民の皆さんの御利用を賜っていると

ころでございますが、やはり同じメニューですと、

なかなか利用される方のすそ野が広がらないといっ

たこともございます。そういった部分で、いろいろ

メニューを変えながら展開をしているところでござ

います。 

 利用の少ないようなメニューについては、ちょっ

とやり方ですとか、メニューを少し変えるだとか、

そういったことでの努力はしてまいっております

が、たまたまそういったことでの利用客の増減とい

うのは、やむを得ないのかなというふうに考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） デイサービスセンターの使

用料は、建物の占有料もあるよということでわかっ

たのですけれども、ここはふえる状況にありまし

て、ことしも月曜日から金曜日だったのが、今度土

曜日もふやされました。土曜日、三十何名ぐらいふ

えております。 

 今後を見通しますと、ここはどんどんふえていく

要素を持ってますので、そういったところを、健康

遊浴のほうも私結構利用されているかと思ったので

すが、２３年度はちょっと落ちている感じがありま

して、この状況がちょっと変わって、こちらのほう

に、デイサービスのほうにかなりとられているなと

いうような感じがしておりまして、今後の見通しと

して、これはふえると、もうことし既にふえており

ますからね、ふえる状況にありますので、そうする

と、あそこのスペースもどうなってくるのかなとい

うことも考えられますし、そういったことをちょっ

と、見通しとしてはどのようにお考えなのかお尋ね

したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ３番村上委員の御

質問でございますが、デイかみんの関係につきまし

ては、平成２４年度に生きがいデイサービスという

ことで取り組みをいただきまして、土曜日御利用を

いただいているというような状況にございます。 

 スペース的なものですとか、そういったことがご

ざいますので、現状の施設を活用した中では、なか

なかこれから増築をするだとかということも、場合

によっては考えることがあるのかもしれないのです

が、財政的なものだとか考えますと、なかなかそう

いうようなことは難しい状況もありますので、そこ

ら辺は、今後の介護保険ですとか、そういった部分

の動きだとかも見た中で対応を考えていかなければ

ならないなというふうに思っております。 

 また、健康遊浴の部分につきましても、ちょっと

目先を変えたりだとか、そういったようなことで、

できるだけ多くの町民の方に御利用いただけるよう

な工夫を今後講じてまいりたいなとというふうに考

えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで歳入

の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、歳出の質疑を行

います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の５８ページから２款総務費

の９５ページまで、一括して質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ７０ページという形で、富

良野広域連合推進費という形の中で予算が計上、組

まれております。そこでお伺いしたいのは、何回も

オウム返しになりますが、この広域連合の経費とい

う点で、従来の一部組合等々が行っていたときと、

その経費の負担割合というのは目で見て、実際担当

課長だれでもいいのですが、軽減されている部分が

あるのかどうなのか、その点まずお伺いしておきた

いと思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の富良野

広域連合にかかわります御質問にお答えを申し上げ

ます。 

 まず、広域連合から、設立から４年目を迎えると

ころでありますが、まずスタート時点の負担割合に

つきましては、当時一部事務組合で負担している負

担額を基本として、なるべく大きな増減がないよう

な形で合意をし、５市町村の広域連合がスタートし

たという経過からいたしますと、大きくそれらの経

費について、少なくなったというような実態は、実

はございません。ただし、これら５市町村の連合を

組んだ中には、例えば消防は広域連合で運営をして

いますが、何か災害等があった場合の出動態勢、こ

れら大きくその成果は出ているものだというふうに

考えていますし、細かなことを言えばいろいろあり

ますが、少なくとも連合を設立した当初の思いは、

確実に一歩一歩進んでいるものだというふうに理解

をしています。 

 今後、目に見えた経費の部分として、この効果が

あらわれるのは、もうしばらくかかるのではないか

というふうに思ってございますが、いわゆるその５

市町村の連携をもとに、確実にいわゆる連合の目指

す姿になりつつあるのではないかというふうに理解

をしてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 当初から見て変わらないと

いうことでありますが、もう一つ恐らく変わらない

のは、やはり消防等に至っては、当然お互いが支援

するという形で、これは上富良野と中富良野、南部

一部事務組合で総合支援という形で実施されており

ましたので、そういった意味でも、さほど変わらな

いのかなと。ただ、広域全体で見れば、お互いが非

常時の場合は支援し合うという形でありますが、し

かし一方で自賄いという形の中で、やっぱりここが

最大の問題になっているのかなというふうに思うの

ですが、この点についてはどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

ですが、まず自賄い方式というのは、３年前、設立

段階においては、さまざまなそれぞれ歴史を有して

いますことから、設立する方法として、これは間違

いではなかったというふうに理解をしています。 

 ただ、以前からも議場でいろいろこういうお話を

されて議論がされていますが、将来を目指した姿を

どうすべきかというのは当然ありますが、自賄い方

式で、お互いの出る条件でスタートを切ったという

部分については、自賄い方式というのは非常に有効

であったというふうに理解をしています。 

 例えば給食センターの自賄い方式がいいのかどう

なのかというのは、賛否両論あるものだというふう

に思いますし、集中してセンター化をするというの

は、一方では費用面での効果は絶大である一方で、

それぞれの地域の食材を生かした独自の献立ができ

るのかというと、そうではないと。これについて

は、いろいろ賛否もあるところでありますし、しっ

かり今後その連合のあり方、あるいは自賄い方式の

方法等も含めて、この５市町村の構成でしっかり理

解をし合い、また、連携をし合い、これらを乗り越

えていくようなことが重要だというふうに考えてい

ますので、いずれにしろ今の段階では、過渡期にあ

るというふうな御理解をいただきたいというふうに

考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） なかなかその学校給食セン

ターについては論議できないわけなのですが、いわ

ゆる今修繕等やられております。将来的な、現場を

見ましても相当古くて、自動車も、給食配送車も古

くなったりだとか、衛生管理上からもいろいろな指

導もされているということで聞いております。やは

り将来、先が見えないということであれば、あの施

設をいつまでもたせて現状維持しようとしているの

か、これは修繕かけてかけて、将来的にも先が見え

ないということであれば、いっそのこと建てかえも

視野に入れてやる必要があるのではないかというふ

うに思うものですから、この点、私この決算等を見

まして、予算等なんか見まして、やはり直接広域の

議員でありませんけれども、なかなか話を聞いてま

したら、いろいろと自治体の思惑があって進まない

というような話も聞こえてきます。思い切ってやっ

ぱり方針転換も必要ではないかと思いますが、単純

な質問をさせていただきますが、この点については

どうでしょうか。学校給食。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えしますが、給食センターに特化した形で答

弁をさせていただきますと、給食センターについて

は、新しく施設をやりかえるについては、約４億円

以上の費用がかかるというふうに試算をされていま

すが、少なくとも今委員も御発言にありましたよう

に、必要な修繕あるいは設備の更新、さらには衛生

上の対策も含めて、ここ数年しっかり修繕、補修を

して、いわゆる長寿命化対策をしっかりしていくと

いう体制になっています。 

 したがいまして、これが少なくとも１０年以上も

つものだというふうに理解をしていますが、少なく
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ともしっかりそれらの修繕、あるいは機器の整備を

しつつ、その間しっかり支えていく必要があるとい

うふうに思っていますし、また、今後その少子化が

どのような、この５市町村で現状になっていくの

か、さらにその施設を更新する時期、これらもしっ

かり見きわめながら、先ほど言いましたように、５

市町村のそれぞれのしっかりした議論をもとに、ど

うセンター化していくのか、あるいはサブセンター

として維持をしていくのかは、しっかりその時点で

の判断をしてまいりたいというふうに考えていま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ７２ページ、７３ページに

かかわるところの定住・移住促進費についてちょっ

とお伺いいたします。 

 成果表を見ましたら、緊急雇用の関係でモニター

ツアーを行ったりとか、また、ホームページをリ

ニューアルしたりとかいうことで、若干アクセスも

ふえていたり、実績といたしましても、１４戸２２

名がこちらに移住をしてきていただいているという

ことでございますが、町長日ごろから、移住もさる

ことながら、定住を促進したいのだと。今いる上富

良野町の町民の方が、この町から去らないことに力

を入れていきたいということを常々おっしゃってい

ただいておりますが、その関係からいきますと、こ

の定住・移住の促進費の割合の中で、移住準備住宅

の屋根塗装のところが、ほとんどこの決算でなって

おりますが、本来であれば、例えば自衛隊の退官さ

れた方が、この町に住み続けるような政策をとった

りとか、それからこのような北海道の涼しい場所

で、夏の間数カ月間こちらに本州の方が来て仕事が

できるような、そういったインフラの整備をすると

かということが最も大事なことかと思うのですが、

今現に住まわれている人に調査をいたしましても、

データ通信の高速通信網の整備がこの町だけないで

すとか、そういったことを町内の人にも、非常にデ

ジタルデバイドを起こさせておりますし、また、移

住もしくは短期間でこちらで夏期の間だけ、暑い夏

の間だけこちらで仕事をするというときにも、そう

いったものを強くＰＲする要素というものが、ここ

全くないのですが、その点についていかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 金子委員の定住・移住

にかかわります御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 委員御発言にありましたような、我が町において

は、移住者もその季節限定ではなくて、遠くから移

住されてきた人が、そのまま定住をしてもらうとい

うことも含めて、定住というものを重視をしている

という点で、まず１点御理解をいただいておきたい

というふうに思ってございますが、ただそう言いつ

つも、外部から来ていただく、いわゆるインフラ整

備も含めて、しっかり整えていかなければならない

ということもありましたので、平成２３年度に定

住・移住促進計画を７カ年の計画、平成３０年まで

７カ年の計画として年次計画を持ったところであり

ます。それに基づきまして、２３年の一部からス

タートしましたが、今年度２４年度についても、さ

まざまな取り組みをさせていただいている点であり

ます。 

 ただ、自衛隊退官者の雇用の確保についても、別

の資料になりますが、それらしっかり退官者の方の

雇用対策もしっかり進めているところであります。 

 何点か御質問いただきましたが、データ通信網の

関係につきましては、以前も議会で質問等もいただ

いておりますが、上富良野町だけおくれているとい

う御指摘も理解してございますが、何分私どもが考

えている、いわゆる公共アプリをどのように組み立

てていくかという部分を今模索中でありますので、

いわゆる防災無線にかわるデータ通信をしっかり画

像情報で全世帯に送るような仕組みができないかと

いうようなことも含めて、今検討しているところで

あります。 

 あと、夏期限定の移住者のインフラ整備も御指摘

いただきましたが、この２４年度においてお試し暮

らし住宅等の整備も図らせていただきましたので、

少なくともその計画に基づいて徐々に体制を整備し

ている点、御理解いただきたいと考えております。 

 済みません、以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 非常に課長の御丁寧な答

弁、感謝いたします。 

 町長にお伺いしたいのですが、今課長が非常に苦

しく御答弁されていたように、やはりおくれている

のですよね。そして常々町長がおっしゃっているの

は、この町から離れないでいてほしいという思い

が、自衛隊の退職者ばかりではないのです。その退

官された方に関しては、商工会等を通じて、ＪＡさ

んを通じたりですとか、そういった雇用協がありま

すから、この上川管内の中においても、旭川地方圏

域では非常に就職率が高いという事実もございま

す。これは非常にそういったすばらしいことなので

すけれども、私が言うのはそういうことではなく

て、もう現にここの町を離れて、近隣の旭川に近い
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町ですとか、もしくはもうちょっと離れた道内の場

所に、ついのすみかを建てられる人が非常に現在ふ

えてきているのですよ。それらの一つの要因にも、

今先ほど私が質問したようなこともありますし、町

の魅力というものをもっと外に出さないと、今先ほ

ど歳入のところでも同僚委員質問しましたけれど

も、定住・移住に関しては、もう千数百の市町村が

もう用意ドンで我が町に来てくださいという、非常

にＰＲを強く訴えているのですよね。ですから、一

過性のものにしないで、こちらも緊急雇用２３年度

使って、ＪＴＢさんを通じてモニターツアーなども

やっておりますが、こういうものをやっぱりもっと

大事にしていきながら、少し上富良野町すばらしい

環境であったりですとか、それから自然環境もそう

ですし、移住環境も整えられる、そういった宝庫に

なっておりますので、もう少しその辺を自然と、そ

れから何といっても定住してもらう方、移住してこ

られる方に関しては、老後の本当にゆっくり過ごし

たいという方もさることながら、ここでやはり何か

仕事も含めてやっていける環境をつくらないと、我

が町に呼ぶことはなかなか難しいと思いますので、

町長が定住者をふやすという強い意志があるのでし

たら、それらを少し形にできるような、こういった

効果を出すようなことってできないのか、再度質問

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 定住・移住、先ほどの交付税の話でもないですけ

れども、非常に人口減がいろいろな場面に都合の悪

い結果を得るような状況にあるのは、我々もしっか

り押さえているところであります。 

 ただ、よそがやっているように、私どもの町も定

住・移住をしっかり実績を残すのには、非常に相当

の条件を整えないと、なかなか結果につながらない

なというふうにも分析をしているところでありま

す。 

 一番大事なのは、いろいろな多様な方のニーズが

ありますが、いずれにしても仮に年齢の若い方であ

れば、ここに大変すばらしい景色だけでは生活がで

きませんので、生活を支える収入をどういうふうに

求めるかという、そういう条件も整わないと、なか

なかそれがかなわないなと。 

 もう一方、高齢の方であれば、私財を持って来ら

れれば、ここで、環境のいいところでじっくり時間

をかけながら生涯を送りたいという方もいるでしょ

うし、多様なニーズがあるのは、お互い御承知のと

おりかと思います。 

 町長は絶えず、この町長に就任当時から、地場の

産業の基盤をしっかり構築したいということでござ

いますし、先般もそういう発言もありましたが、そ

れがこの地域の経済の基盤につながると。農業から

商業へ、それがまた観光へ、もしくは観光が農業を

取り込む、そういう連携の中でしっかり地域の経済

基盤ができますので、そういうものと並行して収入

を得る道ができるというふうに思いますので、一時

的に我々が行政のいろいろな活動の中に、そういう

雇用の方を取り込むのは、即効性はありますが、安

定的に将来に向けて定着するとなれば、やはり今申

し上げましたように、地域の経済の循環が少ししっ

かりして、経済のパイが大きくなって、そこに雇用

が生まれることが、多分将来につながることになる

のだろうというふうに我々は認識しているところで

ありますし、両手を使って即効性のあるものはどの

程度やればいいのか、それから少し時間かかります

けれども、しっかりその基盤つくって地域の経済の

再生をするという両面をしっかりやっていくこと

が、多分町長に課せられた、もしくは町長が将来に

向けてそういうものをつくりたいという発言かとい

うふうに我々は理解しているところであります。 

 非常に抽象的な言い方でありますけれども、よそ

の裏の裏の事情、実態がどうなのかについては、私

どもも把握できない点もありますが、いずれにして

も見た目で少し人を呼べることについては、これは

一定程度の努力をしなければなりませんけれども、

やはり今前段で申し上げたように、つながるような

仕組みがないとなかなか定着しないということもあ

りますので、これはこれから議員の皆さんとも意見

を交換しながら、しっかり実のある、実につながる

対策を町長が判断できるような、そういう我々もこ

ういう立場で、そういう判断材料をしっかり皆さん

のお知恵もおかりしながらつくり上げていきたいと

いうふうに思います。 

 先ほどの高速通信やなんかについても、これは

我々も、委員の発言にもありましたように、我々も

道内的に見ても、非常にこの地域は少しポケットに

なっているということも認識してございますので、

商業ベースで事業者の方がやっていただけるような

そういう、何かそういうものを引き寄せるようなそ

ういうものを、必要であれば我々も何かそういう行

動を地域の皆さんとともにとらなければならないと

思いますし、今他の自治体では、地域のニーズを

しっかり把握して、そういう展開をどういうふうに

戦術的に展開したらいいかということも細かく調査

しているところもあるでしょうし、私どもは一部、

以前は若い商工会の皆様方が有志になって、そうい

う動きもありましたが、結果として実現に至ってな

い経過もありますので、そういうものを少し反省し
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ながら、事業者も慈善事業でやるわけでございませ

んので、商業ベースでしっかり採算が合うと、それ

にはどういう条件があるのかということもお互い承

知しながら、そういう条件を整えることが、また、

定住や移住につながるということであれば、これは

もう、そうでなくてもインフラの基盤として、ある

べきことだというふうには認識しているところでご

ざいますので、その方法はともかく、実現に向けて

我々も努力してまいりたいというふうに思いますの

で、またさらに御意見を聞かせていただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ８３ページの防災対策で

ございますけれども、ことしの２３年度、十勝岳総

合防災訓練を実施されました。それの成果のお話で

ございますけれども、非常に膨大になりますので、

その中の机上訓練を初めてやられましたよね。私も

見ていて、もう何人もの課長が非常にいい状況判断

になったと。急に状況を振られて判断して、こうい

うことをやるということは非常によくなった。非常

にすばらしい訓練であるというようなことを申され

ておりました。その２３年度の町としてどのような

成果を出したのか、概要でいいと思います。それら

を生かして、今後どのように飛躍していくのかいか

ないのか、そういったところをわかればお聞きした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 今村委員の防災訓練等

にかかわります御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 ことし２月の防災訓練におきましては、初めてシ

ナリオのない机上訓練、図上訓練といいますか、初

めて私も経験をさせていただきました。まさに有事

のときにはシナリオのない形で瞬時に判断をしなが

ら動くものでありますので、また、さまざまな機関

が、１２団体行政機関が集合してございますので、

このことし経験をいたしました図上訓練をしっか

り、さらにレベルを上げて、１２機関がしっかり、

同じ統制のもとでしっかり行動ができるというよう

な訓練をしっかり積み上げていきたいというふうに

考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） そうですよね。やり方と

か、何というのですかね、示された部長が、私は今

後このような行動をとるというようなことを申され

ておりました。それの実行が、可能なのかどうかを

検証しなければいけないと思います。実際に部下に

指示を与えて、その部下がそろって動けるのかどう

か、部下はもうほかの仕事をやっているかもしれな

い。そういったことを検証しないと、例えば本当に

実効の可能性を検証できないと思うのです。ぜひそ

こら辺も取り入れてほしいなと。 

 全員立ってやっておりましたけれども、座ったま

までもいいのかなと、いろいろなことがあると思い

ます。ぜひレベルアップして、これは非常にいい訓

練だろうというふうに思いますので、やっていただ

きたいと思います。 

 ただ、いろいろな組織が対策本部長のところにぶ

ら下がっておりますけれども、実際に命令指示を出

されるのは、自分の職員である部長たちになろうか

なというような感じしますね。だから横の連携も非

常に大事だろうというふうに思います。ひとつ大変

だろうと思いますけれども、そこら辺をしっかり考

えてやっていただきたいのですが、よろしいです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 今村委員の御質問です

が、委員今おっしゃられたとおり、十分私どもも

しっかりレベルアップを図ってまいりたいというふ

ふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 総務課に、防災アドバイ

ザーの方が２３年度から入っておられます。この防

災アドバイザーは、１年たってどのような成果が

あったのか、今後やっぱりこのような地位、役割を

付与していかなければいけないとか、時間的なもの

とか、その地位、役割とかいろいろとあると思うの

ですよね。そういったものをどのように分析されて

いるのか、現状のままでいいのか、どう思っておら

れるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の御質

問にお答えをいたします。 

 防災アドバイザーにつきましては、今地域の自主

防災組織を育成するために、今特化して地域の防災

に関する啓蒙普及を含めて、自主防のいわゆる活動

の活性化について、今担っていただいています。し

たがいまして、今後もぜひそのような役割を担って

いただく防災の専門家が必要だというふうに今所管

では考えています。 

 人柄もあって、多くの自主防におきましては、呼

んでいただいてしっかり防災の啓蒙、普及をした中

で、さらには防災マップをつくりたいというような

ところまで持っていっていただいています。したが

いまして、繰り返しになりますが、今後もこのよう

な有資格者の方を配置をしていきたいというふうに
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考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ６９ページの車両管理費の

ところです。ことしの２３年度の決算額が１,６５

８万９,５０４円と、ここのところが昨年に比べま

して４４４万３,４１４円ふえているのですけれど

も、私いつもここ疑問に感じるのですね。ここは減

る要素の部分でなかったかなと。効率化計画をつ

くって、効率化を図っていくということで、車は小

型化にし、それから集中管理をして適切な運用管理

をすると。こういうことであれば、ここは減ってい

く要素の部分でないのかなと思うのですが、かなり

ふえているのですよね。それで、ずっと見ますと車

両税なんかはちょっとふえてますけれども、重量税

ですか、賠償金なんかも、また逆に減っております

しね、この公用車の運転業務員、ここのところは何

人ぐらい当たっておられる、この２１７万９,７８

２円なのでしょうか。ちょっとここがふえていくと

いうのが、私どうもこれ減ってしかるべき、効率を

図るのでないのかなと思っているのですけれども、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） ３番村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 車両管理費の経費の増につきましては、基本的に

は公用車運転業務員１名の嘱託職員を昨年度から採

用しておりますので、その分の増が大きな要因とい

うふうに理解しています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 職員の方が運転しなくなっ

て、その分職員の方が業務に精通する時間がたくさ

んあるということで、職員の方が運転しない分、効

率化を図るためにも、そういった形をとって効率化

を図っていこうではないかというふうにしたのです

が、職員の方が運転されない分、やっぱりそこのと

ころはちょっと距離ができてしまって、またそうい

う嘱託の方を雇ったりとかということになってます

し、もう少しここのところを効率化を考えていくべ

きでないかと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 公用車の運転業務員

につきましては、平成２２年度まではプロパーの職

員が担っておりましたので、当然職員給与費がその

分が減になっておりまして、２３年度以降そういう

ものをアウトソーシングの形態を活用して、嘱託職

員化したということで御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ８１ページのバスの運行費

の点についてお伺いいたします。 

 近年アウトソーシングという形で、いろいろな施

設も含めてバスの運行等が委託、あるいは施設を譲

渡するという形になっております。そこで起きてい

るのは、働いている方に適正な賃金が払われている

かどうかというところが問題になってきているのか

なというふうに思いますが、この点、スクールバス

運行、十勝岳バス運行等で委託料という形になって

おりますが、大体これ１人当たりの賃金というので

すか、どういう積算になっているのか、また、その

支払われている実態等というのは、調べられておる

のかどうなのか、この点をお伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 バスの運行費、委託費につきましては、その多く

は人件費が占めることであります。この運転業務の

業務員の人件費の積算につきましては、上富良野町

が決めております、それぞれの人件費の人件費単価

をもとに積算をしております。それをもとに競争入

札をした結果、その委託業者が決定をするという現

実になっています。 

 また、業務の内容で８時間を超える時間外が必要

な場合についても、しっかりそれらを積算をしてい

るという現状であります。 

 ただ、委員の御発言にありますように、ある業者

さんが、その運転手さんにどれだけのお金、賃金を

払っているのかまでチェックをしていない状況であ

ります。 

 ただ、町といたしましてはしっかり、その委託費

の基準額をしっかり賃金の単価を確保すること、そ

れとその入札時に大きく低入札をしないようなルー

ルを設けてございますのでこれら、あと委託業者さ

んがしっかりその雇用を守るという観点で、しっか

りされているものというふうに理解をしています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後、そういった聞き取り

等も含めて、雇用契約時において、すべてそこで契

約されるわけですけれども、一定程度やっぱり行政

としても、実態はどうなのかということで知る必要

がある部分かなというふうに思いますので、この点

実態調査等、聞き取り調査等をされるようにお願い

したいと思いますが、この点お伺いいたします。 
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○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えをしますが、まず町の考えといたしまして

は、最低賃金がしっかり法的に確保されていますの

で、少なくともこれら事業者については、そこを

守っていただけるということで理解をしています。 

 ただ、町の積算どおりに委託業者さんに人件費を

払いなさいというような権限は、町にはございませ

んので、しっかりそれらの、建設業であれば、建設

業法に基づいてしっかりルールがありますが、これ

らのバスのケースで言いますと、最低賃金を守りな

さいという指導が限界かなというふうに思っていま

すが、ただ任意に聞き取り、あるいは指導等はして

いけるかなというふうに思っていますので、今米沢

委員の御指摘にありますような観点で委託業者さん

には、指導という形ではなくて、留意点として伝え

ていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 最低基準は、恐らく支払わ

れているのかなというふうに思いますが、町の基準

としては、大体その１時間あるいは何ぼという単価

で積算されているかというふうに思いますが、その

点はどうなのですか。実態として、そしてやはり少

なくとも状況を知るということは大切なことで、確

かに契約上、それを履行するかどうかというのは、

相手次第だということではありますが、少なくとも

やっぱり行政が委託しているわけですから、やっぱ

りそういう最後まで責任をきちっと見届けるという

のも行政の役割だというふうに思いますが、この点

も含めて、もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

でありますが、町の積算につきましては、先ほど言

いましたような単価をもとに積算をしますが、さら

には先ほど言いました時間外、さらにはその法定の

休み、その方が当然労働基準法に基づいて１年間の

中で休むことがありますから、それらの代替の人件

費も含めて積算をしている状況であります。 

 そのほかに法定の負担すべきさまざまな経費、こ

れらを積算した上で入札基準額を定めているという

点は、ぜひ御理解をいただきたいというふうに考え

ています。 

 ただ、繰り返しになりますが、町で事業者として

営業経費、あるいは会社を維持するための必要な諸

経費、それも含めて、どの程度その人件費に充てる

のかいう部分については、町がこうしなさいという

レベルではありませんので、繰り返しになります

が、そこを指導という形ではなくて、留意点として

委託業者さんにしっかり、そういう雇用を守る観点

でお願いしますというようなことは可能かなという

ふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８１ページ、予約型乗合タ

クシーの運行のところですけれども、利用のタク

シーの試行運転の利用実績表をいただきました。そ

れでことし、２３年度は富原、島津、東中、ここの

ところを拡大したのですけれども、登録された方が

４７５名で、稼働率が、２社ありますけれども、大

体５０超えているところですね。５７.６ぐらいに

なるのでしょうか。これはちょっと微妙な数字が出

ているのですけれども、これは成果あると考えられ

るかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の乗合タ

クシーに関しまして、お答えをさせていただきま

す。 

 まず、稼働率の考え方ですが、平日毎日自宅発が

４便と目的発が４便、計８便を運行する可能性があ

ります。ただ、予約のない便については、運行をし

ませんので、最大１日８便の中で５７.６％が稼働

をしましたという稼働率になっています。これのと

らえ方は、さまざまの考えがあると思いますが、運

行した１年目の稼働率としては、十分稼働されてい

るというふうに考えています。 

 この２４年度では、７５％程度の稼働率になって

いますので、少しずつ町民の方に定着をしつつある

のだなというふうに理解をしています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今回の決算額を見て、今拡

大したところですけれども、本施行に移せるかどう

かのお考えとしてはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

ですが、２３年、２４年度は地区を拡大して試行事

業を行っているところであります。したがいまし

て、２５年度には本施行を目指して、今さまざまな

観点から検証を行っております。 

 ２５年度本施行につなげるよう、十分努力をして

まいりたいというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ７７ページの自治活動推

進費の件ですけれども、これで草刈機等買えるとい
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うのは、昨年返答がございました。それで私その

入っているガソリンというか、混合油の保管につい

てお伺いしたわけです。少量危険物貯蔵法的なもの

をつくらなければいけないのか、そこに確保しなけ

ればいけないのか。 

 答弁として、住民会と横の連携をとりながら、あ

るいは制度的なものをよく検討しながら安全確保に

努めてまいるよう指導したいということでございま

した。その結果について、消防に確認すればすぐわ

かったと思うのですけれども、教えていただたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 昨年も御質問にあったところなのですが、私ども

のほうにつきまして補助金、購入費の補助というこ

とで実施しているところでありまして、ガソリン、

混合油につきましては、消防法で指定された容器で

なければ保管ができないということになっておりま

して、また、販売するスタンドにおきましても、そ

の容器でないと販売してくれませんので、当然のこ

とながら各住民会等においては、その容器において

保管されているものと認識しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 一つ、認識しているの

と、実際に確認するのと全然違うと思うのですよ

ね。認識しているから安全だということで放置する

わけにはいかんと思います。実際にやっぱり確認し

て、そういう危険なものだという消防法で決まって

いれば、しっかり指導しなければいかんのでないで

すか、ここはどうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

御質問にお答えします。 

 先ほども申し上げましたとおり、各種住民会の例

えば公園管理業務であるとか、独居老人の住宅周辺

の草刈り業務を住民会で実施したいということで刈

り払い機等の購入事業等も行われているところでご

ざいますけれども、その中で当然保管するところが

ないということで、物置等の購入も実施しておりま

して、その中に保管しておりまして、当然施錠管理

も各住民会においてしていると。 

 指導ということでございますが、私どものほうに

おきましては、事業に対して、これだけの事業をす

るので補助をいただきたいということで、交付決定

をして補助金の交付をしているところでありまし

て、事業実施自体は各事業実施主体が責任を持って

管理するということになりますので、立場的に私ど

もが、それが適正に管理しているかどうかをすべて

管理するというのはなかなか難しい問題があるのか

なと。その部分につきましては、当然専門的なとこ

ろで、やっぱり適正管理がされているかどうかの指

導があるということになるのかなと思います。 

 ただ、通常の家庭で、そのような容器において保

管しているものが、すべてそうやって指導に、専門

機関というか、消防機関だと思うのですけれども、

来るかというと、そこはもう個人の責任において管

理するということになっていると思いますので、あ

る程度の数量以上になれば、法定の点検等がありま

すけれども、容器等の保管につきましては、自己管

理で適正にしていただくということが適正な判断な

のかなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 町民生活課長のほうでは

ないと思うのですね。去年の答弁では、公園の管理

だから建設水道課だという話。きょう見たらいない

から、課長のほうが苦しい答弁をされたと思うので

すけれども、ぜひこれは、こちらサイドで答弁して

ほしいと思う。要は、公園管理で、何か物置的なも

のに入っていたら危ないと思うのですよね。危ない

可能性がある。たばこなどその近くで吸われて、引

火したら大変なことになりますよね。だから実際に

どのように管理しているのか、あるいは消防に聞い

て、それぐらいはいいのだよと言われたから大丈夫

ですよ、そういう返答を私は待っていた。だからそ

ういうのを調べなければいけないですよ。１年前に

やると言っているのだから、さっきの質問と同じで

すよ。やると言って、うどん屋のかまと違うのだか

ら、いいですか、やると言ったら、やった結果を私

に言ってもらわなければいけないです。何もないか

らこうやって１年後に質問しているのだから、どう

なのですか、そこは。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １１番今村委員の御質問

にお答えさせていただきたいと思いますけれども、

職務権限があるかないかはともかく、この公の場

で、そういう心配の意見交換をさせていただいてい

ますので、昨年にそういう発言をして、十分それに

ふさわしいような言動がとれてないことについて

は、おわびを申し上げないといけないと思います

が、私も繰り返しのやりとりを聞いていると、やは

り十分、職務権限があるかないかは別として、しっ

かり注意喚起をさせるように取り組んでまいりたい

と考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ９５ページの富良野圏域５

市町村の法律相談業務の負担金ですけれども、４２

万円払っているのですけれども、これは何人ぐらい

相談が寄せられているものか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 下のほう３款になって

ます。 

○３番（村上和子君） よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １２番岡本ですが、暫時

休憩の前に１問質問したいと思います。 

 数字にはなかなか出づらい内容なのですけれど

も、附属調書、１８ページの職員提案制度について

５件とありますが、まずこの件数については、多い

のか少ないのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） お答えいたします。 

 職員提案の件数が多いのか少ないのかと言われた

ときに、多いですとか少ないですとかという客観的

な判断、私がするわけにはいきませんけれども、職

員提案の制度ができて以降、当初一定程度の職員提

案をいただきましたが、その後ゼロ件という年度が

しばらく続いたということで、職員提案を少し活発

化しようということで、一昨年度ルールを一定程度

見直しをさせていただいて、昨年５件あったという

ことで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 提案は５件であるが、こ

のうち採用は何件だったのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） ５件の提案がござい

まして、４件を採用、１件を非採用と昨年度させて

いただきました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） その採用の可否について

は、どういった方がどういった基準で判断されるの

かを伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 済みません、先ほど

私４件採用、１件不採用と言いましたが、答弁間

違っておりました。３件採用で２件不採用でありま

す。 

 たまたま昨年度の提案のあった５件につきまして

は、簡易な提案でありましたことから、審査会を開

かないで、総務課長の簡易処理ができるようにルー

ルがなっておりますので、５件につきましては、す

べて総務課長の簡易処理を行って、このような処理

をしましたよと、こういうような対応を図りました

よということで、直近の課長会議のほうに報告をさ

せていただいているということであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 その職員の提案制度の可否で採用、不採用になっ

ていたところの内容は、情報の共有という部分から

すればできる、するものなのかどうなのか。我々が

知り得る何か方策はあるのかどうかということを、

ちょっと蛇足ですが、お聞きいたしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 職員の提案状況につ

いての情報の公開につきましては、行っておりませ

ん。ただ、ルール上、広く町民に公開をするという

ことではなくて、職員間でこういう提案があった

り、こういうような提案について、こういう処理を

したということを職員同士が共有できるように、私

たちのパソコンのグループウエアを通じて、職員間

では、いついつこういう提案があって、こういう処

理をしたということについては、内部の公開はして

おりますけれども、今現在、町民の方々に向けての

公開はしていない取り扱いをしているところであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 先ほど総務課長が軽微な

ものは判断すると申しましたが、その審査会の構成

メンバーを最後に教えていただけますでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 審査会のメンバー

は、町長、副町長、教育長、総務課長、それから提

案に関係する関係課長が審査会の委員になることに

なっています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これで１款の議会費及

び２款の総務費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代いたします。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。

１１時２０分に再開いたします。 

─────────────── 

午前１１時０２分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

─────────────── 
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○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き委員

会を再開し、質疑を続けます。 

 次に、３款民生費の９４ページから１１９ページ

までの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ９５ページ、３款です。富

良野圏域５市町村の法律相談業務の負担金４２万円

ですけれども、何人ぐらいの方が相談を寄せている

のかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２３年度の実績でございますけれども、１市

３町１村の５市町村が加盟をし、共同で相談業務を

行っております。 

 上富良野町の実績ですけれども、日常住民相談と

いたしまして１９件、あと無料法律相談といたしま

して１３件、合計３２件上富良野町から相談に行っ

ているというような実態にございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０１ページの寝たきりお

むつ等の購入助成という形で、この点については、

成果報告書にも実数が載っておりますが、これすべ

ての人がどういう状態のときに受けられるのか、所

得制限だとか、そういうのがあるのかどうなのか

ちょっと確認しておきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 寝たきり老人等おむつ購入助成費の対象要件の御

質問だと思いますが、対象要件につきましては、小

学生就学以上の寝たきり状態にある者、あと課税要

件といたしまして、町民税非課税世帯を対象として

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後こういう世帯に対する

制度の見直しというのも、前回はすべての人が対象

ということもあったのだろうと思いますが、行政改

革という状況の中で、こういった介護負担分につい

ても所得制限が設けられたりだとか、一定そういう

状況になった部分があるかというふうに思います

が、これから高齢化が進む中で、こういった要件と

して必要になる人が、またふえつつあるのかなとい

うふうに思いますが、こういった部分について、

もっと厚くする必要もあるのではないかというふう

に思いますが、その点についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 確かに高齢化が進みまして、そういうような状況

を迎える方だとかということを考慮した中で、どう

いう状況にあるかといった推移を見計らった上で、

見直す時期が来れば、そのような時期に見直すこと

を検討するようなことで考えてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ９７ページから８、９にか

かわるところでございますが、単位老人クラブ運営

交付金というものがあるのですけれども、今２５住

民会がある中で、１５だったかな、単位老人クラブ

があるのですが、非常に活動内容が最近、近年幅広

くなってきておりまして、特に社会福祉協議会から

推奨されておりますふれあいサロン事業を含めて、

その単位老人クラブでの活動が活発になってきてい

る状況でございます。 

 この間、非常に住民会として、大きな住民会はあ

る程度住民会からの補助も出しながら単位老人クラ

ブの運営を円滑に行っているところをよくお聞きし

ておりますが、どうしても戸数の少ない住民会、ま

た、そういうところに限って非常に低所得者層で

あったりとか、高齢化率が非常に高いという現状に

なっている中で、なかなか単位老人クラブが独立で

運営が難しいということを聞いておりますが、この

今の基準の中の運営補助、交付金が効果があらわれ

る額の補助になっているかお伺いをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 今老人クラブ、連合会ですとか、そういったとこ

ろを中心に単位老人会クラブの活性化ですとか、地

域の住民会活動と連動した中で、老人クラブの再結

成だとか、そういった動きをいただいているところ

でございます。 

 また、小さな住民会での老人クラブの結成の難し

さといったことも耳にしているところでございま

す。 

 私どもも連合会だとか、単位老人クラブ等のそう

いった情報交換だとか交えた中で、どういった形が

現状の体制がいいのかどうなのかといったことも含
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めて、今後検討、議論をしてまいりたいというふう

に思います。 

 現状におきましては、難しい部分の話は伺ってい

るというようなところにとどまっているところでご

ざいますので、そういった点につきましても、今後

目を向けてまいりたいなというふうに思ってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 例えば、それぞれの単位老

人クラブが老連に加入をして、趣味の活動をされる

というところに関しては、おおむね自主財源の中、

また、会費の中で楽しく生きがいを見つけながら

やっていただくことについては、個人負担というと

ころで大いに結構だと思うのですが、一方で、課長

よく御存じだと思うのですけれども、ふれあいサロ

ン事業を行うに当たっては、年３回以上活動を申請

することによって、社会福祉協議会から１人当たり

１５０円の補助というふうにしかなってないのです

よ。３回以上ですから、最低３回やったとしても、

１人５０円の経費しかないわけですよね。その中で

老人クラブの活動の一環として行っている事業を活

性化させていくには、やはりある程度の孤立をしな

い、また、閉じこもりにならない、社会から隔離さ

れないといった、孤独老人をつくっていかないため

にも、その部分はやはりもう少し行政として手厚く

見るべきだと思います。これは介護予防にも非常に

つながるところになると考えますので、その点はい

かがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃられるように、高齢者の閉じこもり

ですとか、そういったことの予防、または介護予防

だとか、生きがいづくりといった部分では、高齢者

がどういうようなことで生きがいを感じて、また、

人とのつながりですとか、軽スポーツですとか、そ

ういったことやなんかを通じて健康に暮らすといっ

たことは、大切なことだというふうに考えてござい

ます。 

 そういった中で、ふれあいサロンのその回数です

とか、そういった部分につきましては、社会福祉協

議会との協議だとか、そういったことやなんかもご

ざいますし、社会福祉協議会として実施している部

分もございますので、そこら辺は調整が必要なのか

なというふうに思いますし、また、方法として、そ

れだけによることがいいのかといったことやなんか

もありますでしょうから、そういったことも含め

て、活性化できるような活動、また、議論というも

のを今後社会福祉協議会、また、このふれあいサロ

ンだけにとどまらず、介護予防だとか、そういった

側面からも、お年寄りが家庭に閉じこもって外に出

ないということではなくて、そこから社会のほうに

出てくるような仕掛けづくりですとか、そういった

ことについては、今後ともどういった方法がいいの

か、私どもとしてもいろいろな方策を考えてまいり

たいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） この閉じこもりの予防事

業、介護予防に関する事業等々、町も取り組みをい

ろいろされております。その中で、再三私もこの件

に関して御質問させていただいてもらっております

が、やはり町の保健福祉行政と、その並行位置にあ

ります社会福祉協議会とは、もう少し連絡を密にし

て、私は現場にもう少し出ていってくださいという

ことを再三提案をさせてもらっているのですが、一

向にそういったものが進んでいないのですね。それ

ぞれの住民会、また、老人会などで参加されて開催

されている、そういった社会からのその老人の閉じ

こもり防止事業、ふれあいサロンなどというのは非

常に地域で行う最たるものでありますし、近隣の住

民同士が協力し合ってやっている事業に関して、社

会福祉協議会の職員も、それから保健福祉の職員

も、そういった現場に一人も今まで来たことがない

のですね。私は、そのこと自体が問題だと思います

ので、社会福祉協議会と連携を深めて、さまざまな

方策をとるという前に、まず一度職員の皆様が現場

を見る必要があるというふうに考えますがいかがで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 やはり職員が現場に足を運ぶといったことは、大

切だというふうに考えてございます。委員言われて

いるような部分につきましては、私どもも真摯に受

けとめて対応すべきかなというふうに思ってござい

ますが、ただ高齢者がふえる、また、子育て、ま

た、障がい者といった部分で、私どもが担う任務と

いうのが年々きつくなってございます。そういった

中で、いろいろな相談事、また、困り事といった対

応もございます。そういった中で、できるだけそう

いうふうにしてまいりたいなとは思うのですが、土

日、祝日、夜間ですとか、そういったことで緊急に

出なければならないといった事案やなんかも、ここ

数年ふえてまいってございます。できるだけそうい

うふうにはしたい状況もあるのですが、そういった

背景もあるということも御理解いただきたいなとい
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うふうに思いますことと、社会福祉協議会との連携

といった部分につきましては、私どもも担当官です

とか、そういったことやなんかでの意見交換、ま

た、今後どういうふうにうちの町の福祉を進めてい

くかといったことでは、意見交換を今後頻繁にやっ

ていかなければならないなというふうに考えてござ

いますので、そういった部分は、できることから進

めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １１５ページ、保健福祉課

の子育て支援班の子どもセンターの施設管理費です

けれども、平成２２年度決算を見ますと約３８７万

４,０００円ほどでしたけれども、今年度の決算で

は、７７９万何がしということになっておりますけ

れども、これらの要因について、まずお答えをいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ９番岩崎委員

の質問にお答えします。 

 ２３年度に子どもセンターの施設改修工事をして

おります。その関係で金額がふえています。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 外壁とか玄関を改築され

て、多額のお金がかかったのでないかなと理解しま

すけれども、この建物は毎年予算をとって直してい

るような状況で、古い建物であるなというふうに思

います。それでもって、今回この整備をしたら何年

かこれでもつのか、そのあたりを聞きたいなという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年も委員の方からも御意見をちょうだいしてい

るところでございます。平成２４年度におきまして

も、改修をさせていただいたということで、外観、

駆体部分の関係につきましては、大体平成２４年度

で大きな改修だとかは終了かなというふうに考えて

ございます。 

 昨年もお答えさせていただきましたが、できれば

１０年間ぐらいは何とかもたせたいなというふうに

考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 改修によって、１０年ぐら

いは大丈夫だろうというお話ですので、安心してお

りますけれども、中の間取りの使い道なのですけれ

ども、これ以前は社会福祉協議会が大方建物を使っ

ていて、その後子育て支援センターだとか、高齢者

事業団などの事務所としても利用されているわけで

すけれども、この高齢者事業団は、上富良野のいろ

いろな分野で人員を派遣して活躍している大きな団

体でございます。そういった中にありまして、事務

所は、子どもセンターの関係もありますけれども、

一番西側の奥で、ちょっと行ってもわからないと。

何かちょっとした廊下というか、トンネルをくぐっ

ていかなかったら事務所に入れないという不都合

で、農家の方も大変多くの方が利用していると。朝

早くとか、夜遅くに利用しているわけでございま

す。あのあたりの入り口の改修も、外は改修できた

けれども、中身は何も便利になってないというよう

な部分がありますので、これあたりも検討する余地

があるのでないかと思いますけれどもいかがでしょ

う。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員から今御指摘ありましたように、高齢者事業

団西側といいますか、北側の端で、子どもセンター

の入り口へ入ってからは入り組んだ道を歩かないと

たどり着けないというような状況にもございます。 

 子どもセンターにつきましては、以前に国の交付

金を受けまして改修をしたわけなのですが、今後に

つきましては、平成２６年度に保育所の民営化に伴

いまして民営化、それから子育て、養育支援という

ようなことで、そういった対策のために保育士をそ

ういった分野のほうに配置するような計画を持って

ございます。そういった中で、配置がえというふう

になった場合には、多くの保育士がそちらのほうに

移るようなことになってまいりますので、高齢者事

業団の事務所があそこでいいのかどうなのか、ま

た、今社会福祉協議会の使った跡につきましては、

つばさ会のほうでいろいろな授産の作業だとかもし

てございます。そういった兼ね合いですとか、あと

会議室の絡みですとか、そういったことがございま

すので、今後高齢者事業団としては、場所的には事

業団の会員の方も集まりやすく、駐車場についても

勝手がいいというようなことやなんかも伺ってござ

いますので、今後そういったことやなんかも含めた

中で、事務所のあり方ですとか配置、場合によりま

しては、平成２５年度予算だとか、そういった中で

ちょっと中の部分を改修するだとかという要素はあ

るのかなというふうに考えてございます。そういっ

たことやなんかも含めた中で、今後検討してまいり

たいなというふうに考えてございます。 
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 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １０３ページの地域支え合

い体制づくり事業ですけれども、その中で２３年度

は高齢者の徘徊捜索ネットワークを構築されたとい

うこと。ここは大変評価のするところでございます

けれども、この今登録は３１名あるのだということ

で、捜索がなかったということは幸いであったなと

思っているところですけれども、これは今後この備

品そろえましたので、人数がふえていっても、この

備品は使えるものなのか、一応これ３１人分なの

か、ちょっとそこら辺お尋ねしたいのですけれど

も、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えします。 

 高齢者が徘徊だとかあった場合のネットワークを

立ち上げたところでございます。経過につきまして

は、附属資料のほうで御報告させていただいており

ますが、現在登録が平成２３年度末で３１名という

ような状況となっております。 

 本年度につきましても、２名の方が転出やら施設

入所ということで、新たに２名の方がふえたりだと

かということで、現状も３１名でございます。 

 これらの捜索するに当たりましては、職員だとか

が捜索態勢を組んで、懐中電灯ですとか、また、寒

いときにはカッパですとか、雨だとか雪だとかとい

うふうになった場合には、そういったことやなんか

も含めて備品を取りそろえてございます。 

 ３１名に対してということではなくて、捜索でき

る体制の備品を整備させてもらったということで、

前に捜索したときも、保健福祉課の関係で言えば、

五、六班に分かれて公用車で捜索したというような

経過やなんかもございますので、捜索する場合につ

きましては、夜間ですとかそういったことやなんか

もありますので、そういったものを整備させていた

だいておりますので、決してこの人数に対してとい

うのではなくて、捜索の態勢の備品をそろえさせて

いただいたということで御理解を賜りたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） いろいろと対応されている

ということで、よくわかりましたけれども、今民生

委員さんが大変苦労されておりまして、ひとり暮ら

しの高齢者、ちょっとどうも様子がおかしいという

ことであれしましても、何か訪問を望まないという

ことで拒否されるというところが大変あるというこ

とで、今、徘徊高齢者の捜索の対策はとったのです

けれども、またそれでは徘徊前のちょっと心配なこ

とができているなと、このようにとらえているので

すけれども、その点どうでしょうか、課長はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） 村上委員の御質問

にお答えいたします。 

 やはりいろいろな高齢者の方おられます。人との

コミュニケーション、接触を拒まれる方、そういう

方もございます。そういった中で、３４名の民生委

員の方々については、大変御苦労をいただいており

ますが、皆さん積極的にそういったことの活動をい

ただいているというようなことで、大変感謝をして

いるところでございます。 

 先日も高齢者、ひとり暮らしの方なのですが、そ

ういった方の見守りだとかということで、ある地区

の高齢者が、二、三日飲まず食わずで一人であれし

てたのですけれども、声をかけても小さな声はする

のだけれども、ドアをあけてもらえないというよう

な事案がございまして、ちょうど暑い時期でありま

したので、民生委員さんからの連絡、その方を気に

しながら見守りをいただいていたところです。そう

いったことで連絡ありまして、家主さんのほうにも

連絡いたしまして、うちの職員も出向きまして、九

死に一生をというような事態もございました。 

 なかなかそういったことで、民生委員さんもそう

ですし、我々職員に対しても、なかなか自分を出し

ていただけないといいますか、なかなか困っている

ので、我々としてもいろいろな支援ですとか、サー

ビスだとかありますよといった中でも、いや、自分

は自分で何とかするのでというように言われる高齢

者の方もおられます。 

 また、親族はいても、もうほとんど疎遠でといっ

たことやなんかございます。我々としましても地域

包括も含めて、いろいろうちの各担当の職員、それ

からそういったことの連携だとか、また、各居宅支

援事業所、そういったヘルパーさんですとか、そう

いった方々とも連携しながら対応はするようにして

ございますが、なかなか難しい時代を迎えたのかな

というふうに思っております。 

 そういった中で、やはり私どもにも限界ございま

すし、民生委員さんにも限界がございます。そう

いった中では、今度地域の皆さん方との連携だと

か、そういった部分では、住民会、町内会の方々と

も御協力いただきながら、そういったところをなく

していくような活動、特に当面住民会ですとか、そ

ういったところについては見守り隊ですとか、高齢

者の行事を頻繁にする中で、元気だったかいだと
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か、そういうような確認だとかもされています。そ

ういったことやなんかの必要性ということも、地域

の皆さん方とともに、そういう活動が広まっていく

ようなことを今後私どもも考えていかなければなら

ないなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 職員の方も本当に大変だと

思います。民生委員の方も、本当に御苦労をされて

いるということを今課長のお話で限界あります。 

 それで、先ほど同僚議員も言っておりましたけれ

ども、今老人クラブ活動の中にも友愛活動というこ

とで、それで地域を見守っていこう、ひとり暮らし

の老人を、それから声かけをしようということで活

動しているのですが、ここは大変難しくて、今なか

なか大変になっていく、大変苦労していますので、

民生委員から、今度は住民会の老人クラブのほうに

友愛活動ということで声かけ、見守り、これらの活

動が展開されているところですけれども、ここのと

ころ大変難しくて、みんな苦労していますのでね、

これはもうみんなで地域挙げて取り組んでいこうと

いう、こういうような指導強化を、ひとつぜひお願

いしたいと思いますけれども、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） 村上委員の御質問

にお答えします。 

 私どもも、今、委員おっしゃられたようなことが

大切だなというふうに思っていますし、やっぱり行

政でやるといっても、なかなか難しい部分もござい

ますので、そういった方々を支えるためには、やは

り地域の皆さん方の御協力なくして、そういったこ

とを一人でも救わなければならないなというふうに

考えてございますので、そういったようなことで御

理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １１１ページのＡＥＤの

借り上げということで、中央保育所の話ですけれど

も、ＡＥＤの話でございます。 

 先般、日本の中でＡＥＤがあるにもかかわらず、

使用されなくて幼い子が亡くなられたという事案が

ございました。そこで、ＡＥＤというのはどういう

人が使えるのか、あるいは、こういうＡＥＤがある

場所を皆さん、町民の方が知っておられるのか、ど

ういったことを措置したのかということをお聞きし

ているのですけれども、まず、ＡＥＤというのは、

どういう方が使われるのですか。別に町のほうで全

般として答えてもらってもいいし、保健福祉課のほ

うでもいいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 ＡＥＤにつきましては、どなたでも使えるように

音声ガイダンスという機能がついていまして、その

機能に従って、意識がなくて呼吸の状況とか、心臓

の停止の状況とかを見て使用できるというふうな形

になっていますので、どなたでも御使用ができると

いう状況になってます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） このとおり講習受けて資

格書みたいなのを付与されますけれども、その人だ

けが使えるわけではない、だれでも使えるわけです

ね。そして、健常者であれば、それ以上進まないよ

うに、使える人とか判断してくれますよね、ちゃん

と。こういったことをやっぱり町民の人に周知徹底

する必要があると思います。多分知らなかった人も

いると思うのですよね。だれでも使えるのだよと。 

 あと、場所なのですよね。こういったところにあ

るよと、中央保育所にも借り上げてある、あとどこ

にある。 

 それと、その場所に行っても、常時取り出せて、

四六時中取り出せて持ってこれるようになっている

のかどうか、ここら辺が大事だと思うのです。 

 これはやっぱり人の集まるようなところに、町の

中にはこういったところにあるよと。本当は細部の

経路も必要なのですけれども、大事だと思っている

のです。 

 例えば、倒れている人を発見した人は、次に通り

かかった人に、ちょっとそこの人、ＡＥＤを探して

持ってきてください。そして帰ってきてくださいと

言うわけですよ。ここに帰ってきてくださいと言わ

ないと帰ってこないらしい。帰ってきてくださいと

言うことによって、責任感を醸成させることができ

て帰ってくるそうです。ただしＡＥＤを取ってきて

くださいと言われた方が、どこにあるかわからな

かったら困るわけですよね。だからそういったもの

を町民の方々に、絶えず目につくようなところに置

いて、そのうち覚えていただくということが非常に

大事になってくると思うのですけれども、こういう

ことに対してどう考えておられるのか、お聞きした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村
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委員の御質問にお答えいたします。 

 ＡＥＤの設置箇所につきましては、毎年設置箇所

もふえてきていますし、民間におかれましても、

年々整備が進んでいる状況にあります。 

 その場所の掲示につきましても、町ではここがＡ

ＥＤの設置箇所であるということをわかるものを作

成しまして、それぞれ公的な機関におきましては、

その設置箇所の場所に、設置をしている場所である

ということがどこから見ても、玄関から見てもわか

るようにということで、張るようにということで配

付をしている状況にあります。 

 そして、設置場所につきましても、その設置場所

がわからなくて救命ができないということのないよ

うに設置場所の表示、見える場所に置くということ

を周知しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。 

 あと、例えば公共機関が日曜祭日というのです

か、そういったところで、もしかぎとかがかかって

いて中に入れない場合でも、ＡＥＤとか取り出せる

よにうなっているのかどうか、四六時中そこに行っ

たら取り出せるのか、使ってないときは取り出せな

いのか、せっかく行ってもなかったら、これは急を

要する話なのですね。何分間の話ですから。そこを

ちょっと確認したいのですけれども、どうなのです

かね。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 設置場所につきましては、毎年調査しているので

すけれども、やはりその建物があいているという設

定の中で、そこの建物に人がいるという状況の中で

使用できるような形になっております。ですので、

閉館しているときに、ほかの場所から来てＡＥＤを

取り出すというのは、現実的ではないかと思います

ので、その場合には、やはり直ちに救急のほうに連

絡をいただいて、そちらのほうの適切な処置をされ

たほうが、救命効果は高いかなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 言われることはわかるの

ですけれども、例えばこの中央保育所、近くに野球

場もございますし、公園もあるではないですか。そ

の施設の中だけで使うわけではないと思うのです。

だから、それはほかのところも言えると思うのです

よね。だからやはり公共の場所にいる人だけが使う

ために置いてあるわけではなくて、なかったら、そ

こに行って使うということはあると思うのです。路

上で倒れる人も多いと思うのです。そういった人の

ために、近くに行ってＡＥＤを取ってきて、それを

当てて助けるわけですから、だからそういったこと

を考えると、やはり四六時中取り出せるような措置

をしておく必要があると思うのですけれども、どう

ですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １１番今村委員の御質問

に、私のほうからもお答えさせていただきたいと思

います。 

 委員からも以前からいろいろ御意見いただきまし

て、今担当課長のほうから申し上げましたように、

設置しているけれども、使うときに起動しない、そ

んなことあっても困るので、組織的にはいろいろ申

し上げましたように、日々起動ができるように管理

をしているところであります。ただ、今言われるよ

うないろいろな場面を想定しまして、いろいろな場

面に即応できるような実態にはなってございませ

ん。理想かと思いますけれども、我々としては、公

共施設に設置して、公共施設の中、もしくは公共施

設の周辺で何か事態に異常があった場合には、それ

に対応できるようなことは想定しますが、四六時中

いつも対応できるということにはなってございませ

ん。この辺は、運がいいか悪いかという言い方も大

変失礼かと思いますが、閉館のときにもしそういう

場面が出たときには、対応できないというのが実態

でございますので、この辺はこれからそういうこと

にどういう対応がいいのかについては、少し思いを

はせなければならない要素でありますが、担当課長

から申し上げましたように、いろいろ施設を利用し

ている方については、ここにはあるということを表

示したり、いろいろな周知をする方法はできます

が、それ以外については、やはり何か有事のときに

は、そういう対応もするけれども、一方はやっぱり

救急車をいち早く呼ぶという、そういう行動習慣も

つけることは極めて重要だと思いますので、施設で

の対応は無理かと思いますが、そういうことが地域

に教宣できるようなことも含めて、工夫の余地があ

るのであれば、我々は検討しますが、実態はそうい

うことだということは、委員も御承知のとおりでご

ざいますので、まだまだ将来の理想にはなってない

ということを、ひとつ御承知おきいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか、今村

さん。 

 昼食休憩にいたしたいと思います。再開時間を午

後１時といたします。 
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─────────────── 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続き

委員会を再開し、３款民生費の９４ページから１１

９ページまでの質疑を続けます。 

 ございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０５ページの負担金補助

金及び交付金という形で、いろいろな身障者の補助

制度が載っております。ここでお伺いしたいのは、

精神、ちょっと勉強不足なので、精神障がい者等と

いうのは、この中に入っているのでしょうか。通院

だとか、そういった場合の補助等は該当になるのか

どうなのか、お伺いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ４番米沢委員か

らの御質問にお答えいたします。 

 各障がい者にかかわります負担金及び交付金の助

成額等につきましては、各身体、精神、知的も含め

て、すべて対応させていただいている項目になって

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 精神障がい者等について

も、該当になるということでよろしいですか。わか

りました。 

 次にお伺いしたいのは、子育ての発達支援セン

ターの事業費で、療育指導員という形で配置されて

おります。近年は、指導内容も相当やっぱり深く

なって、充実もされてきております。地域支援事業

という形の中では、各保育所や幼稚園、放課後クラ

ブ等も含めた中で、実際に行って現場でいろいろな

子供たちの状況を見て、それをつなげて一人一人に

対応するというようなところまで行っているかとい

うふうに思いますが、この地域支援事業等の効果と

いうか、目に見えるものではありませんけれども、

どういったものを主眼、目的として実施されている

のか、この点お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 地域支援事業につきましては、各施設を訪問し

て、そこで直接子供に対して指導するということで

はなくて、そこで働いている職員の方たちから相談

を受けたりとか、助言をしたりとかという事業に

なっています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、当然小学

校、中学校等にも当然つなげていけるようないわゆ

る相談内容になっているかというふうに思います

が、今現状では、その連携というのはどういうふう

になっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 現実には、今のところ幼稚園、保育所がほとんど

で、放課後クラブにも入ってはいるのですけれど

も、なかなか学校との連携というのが密にできてい

る状態ではありません。ただ、今回児童福祉法の改

正によりまして、相談支援事業という新しい事業が

できまして、その辺は学校ですとか、さまざまな機

関との連携をしていかなければならないような事業

になっていますので、これから体制整備していきた

いというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 非常に重要な役割を担って

おります。毎回言うのですが、こういった非常勤の

いわゆる嘱託職員というのですか、そういう形で配

置されております。私は保育所の異動以前に、こう

いったところの職員をやっぱりきちっと正職員で採

用するだとか、やっぱりそういう体制をとって、厚

みのある指導体制をきっちりとやる必要があるのだ

というふうに思っているところですが、この点につ

いて、町長はどのようにお考えなのかお伺いをして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 この質問については、今までも何回となく意見交

換をさせていただいているところでございますけれ

ども、押しなべて行政の守備範囲を正職員ですべて

担うということについてはいろいろな面で、まず不

可能だなというふうに思うところであります。 

 そのようなことから、免許職員を中心に、そうい

う資格を持っている方々の経験を十分この行政活動

の場で発揮していただいているのが実態でございま

して、今言われるこの部署につきましても、こうい

う実態にあります。 

 職員と職員でない方々の対応については、責任を

フラットにするわけにはいきませんが、いろいろと

果たさなければならない機能については、十分果た
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していただいているものというふうに認識してござ

いますし、そういう担う実態にふさわしい、沿った

賃金体系に改善の余地があるのであれば、一定程度

改善をするということは、一つの課題にもなるかと

思いますが、いずれにしましても現状はそういうこ

とで、私どもとしましても、行政としての果たす役

割は、十分果たせているものというふうに認識して

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 非常に現場見ていまして

も、当然それぞれの受けとめ方というのは違います

けれども、やはり正職員で働きたければ、そういう

形で職を望む方もおられます。やはり副町長おっ

しゃるように、確かに現状では回っています、確か

に。それは、やはり仕事にきちっと実を入れて、子

供たちだとか、これにかかわる人たちの親子との接

し方だとか含めて、やっぱり充実させたいという、

その一念でそれが今動いているという状況になって

います。 

 この間、行政改革という形の中で、いろいろ人員

削減だとかもやりまして、民間へ譲渡するだとかも

やられてきているところです。しかし、やはりこう

いった部分については、きっちりと必要最小限の人

員というのは、やっぱり正職員としても配置すべき

だし、僕自身はやはり増員して、全部ではないかも

しれませんが、一定部分増員して、やはりきっちり

指導できるような体制づくりをやれる環境をつくる

ということが、今行政に求められている本当に課題

だなというふうに感じておりますが、この点もう一

度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 再度お答え申し上げたい

と思います。 

 繰り返しになるところもあるかと思いますけれど

も、私どもは限られた財源の中で、最大限使命を果

たさなければならないという、そういう中でいろい

ろ選択をしながら対応しているところでございます

ので、今申し上げられた部署に特化した議論になる

と大変窮屈な議論になりますけれども、全体を見渡

して、どこを優先すべきか、どこが職員以外で担う

ことで行政水準を下げないでできるのか、これは町

長が全体を見ながら十分判断をしなければならない

と思いますし、一番大事なのは、今の状態を将来に

向けて長く継続するということは極めて重要でござ

いますので、そういうことにふさわしい人材を職員

で求めるのか、職員以外の立場で担うことで可能な

のか、これは慎重に判断しながら対応してまいりた

いというふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 同じ、関連に近い質問に

なるかとは思いますが、１０５ページ、発達支援セ

ンター事業で、療育指導員の数を教えていただきた

いのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １２番岡本委

員の御質問にお答えします。 

 発達支援センターの職員は、現在正職員が３名、

非常勤の嘱託職員が４名、臨時職員が１名です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 調書の２９ページに行きたいのですけれども、こ

こに総事業費の下、内訳がありまして、職員給与費

とありますが、これはこれで、また別の費用という

見方でよろしいかどうかお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １２番岡本委

員の御質問にお答えします。 

 子育て支援センターのほうの事業につきまして

は、発達支援センターとは全く別の人件費になりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １３１ページの中央墓地の

区画整理で、移転補償という形で８８万円になって

いるかというふうに思います。 

 済みません、間違えました。申しわけありませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 岡本委員はよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 先ほどとの関連なのです

けれども、２８ページの発達支援センターの内訳の

ところの職員給与という、２８ページ、運営費。調

書、２８ページ。 

○委員長（長谷川徳行君） 質問はいいのですか。

今の質問でいいんですか。 

○１２番（岡本康裕君） 事業費の給与の部分をお

聞きしたかったのですが。いいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １２番岡本委

員の御質問にお答えします。 
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 ２９ページではなくて、２８ページの発達支援セ

ンターの給与費が、その正職員３人分というものに

なります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで３款

民生費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

１８ページから１３５ページまでの質疑を行いま

す。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２３ページ、健康推進班

の健康増進費のところですが、ここは昨年と比べて

１０５万円、ことしの決算額３０８万４,０４０円

になっております。それで健康診断、若年層から高

齢者まで、大体２,６００人ぐらい健康診断を受け

ているのですが、それでその中でやっぱりその結果

に応じては、健診の結果によっては、町民の方に来

ていただいて、呼び出しをして、そしてそこで相談

をしているかと思うのですけれども、それらがどの

ように２３年度は改善されているのか、また、その

寄せられているその出病前といいますか、生活習慣

病が多いのかなとは思うのですけれども、どういっ

た項目が多いのでしょうか、その改善されている内

容につきまして、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） ３番の村

上委員の御質問にお答えします。 

 特定保健指導につきましては、特定健診からのメ

タボリックシンドロームの診断基準から、積極的に

かかわることで生活習慣改善で発症予防ができるタ

イプと、それに準ずる動機づけ支援という形の保健

指導の特定保健指導２者に対して行っております。 

 評価につきましては、６カ月後の評価基準で血

圧、体重、それから喫煙状況、その他生活習慣の中

での食生活の改善、運動習慣などについての項目で

評価して報告させていただいています。 

 その結果につきましては、２３年度の特定保健指

導動機づけ積極的支援の数が、２２年の数よりも半

減しているという現状があって評価をさせていただ

いています。その半数に減っている、対象数がとい

うことです。そのほかにも喫煙率の低下、運動習慣

の増加などの数字も確実に効果はあらわしておりま

す。 

 特に、重度の高血圧者が６人前年おりましたとこ

ろ、２３年度は２人に減っているなど、発症、重症

化予防にも努めているころだというふうに判断して

ますし、治療につながっている方もふえている状況

であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 高血圧のところ、よくわか

りましたけれども、２人、４人は改善されたという

ことでございますけれども、高血圧症になるとお薬

を投与して、ずっと継続して飲んでいるとかという

状態になっているのでないでしょうかね。それは改

善されたというふうになるのでしょうか。 

 それと、ちょっと相談したいから来てくださいと

いって呼び出ししましても、都合悪いといった人に

ついては、訪問されているのかどうか、ちょっとそ

このところお尋ねしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） ３番の村

上委員の御質問にお答えします。 

 高血圧は健診の時点での重症の判断基準になって

おりますので、健診の場面での一時期な血圧という

ことになりますと、すぐ治療につなぐかどうかとい

う判断ができかねますので、２週間後もしくは１カ

月間、その方の基準に沿って家庭血圧を測定させて

いただいて、その結果に沿って生活改善、例えば肥

満だったり、塩分だったり、運動習慣だったり、そ

のことの生活習慣を改善することで、どういうふう

に変化したかという結果で見ていっています。 

 それと、特定保健指導だけではなく、上富良野町

の保健指導対象者は、それ以外の方にも幅広く保健

指導対象とし呼び出しさせていただいて、７割から

８割の方が、かみんのほうに足を運んできてくださ

います。当然御都合が悪くて来られない方には、全

員何らかの手段、訪問、電話、それから後日、日に

ちを改めて来ていただくなどの方法で確実にお会い

するというふうにしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） １３１ページのクリーンセ

ンター管理費負担金補助、一般廃棄物処理施設設置

地区連絡協議会に１００万円とありますけれども、

これはいつまで払うのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） 一般廃棄物処理施

設設置地区連絡協議会の負担金につきましては、以

前地区との協議、協定もありまして、この協議会に
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つきましては、地域において処理施設が安全に稼働

できるよう、町等に意見を具申する協議会として成

り立っておりますが、その中で稼働している間は、

引き続き負担をするということのお話になっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） そうしたらずっとごみ処理

場がある限り、払い続けるということですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ６番徳武委員の再

質問にお答えします。 

 おっしゃるとおり、稼働している間は、当面の間

支出するという予定になっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） 金額ずっと一緒ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ６番徳武委員の御

質問にお答えいたします。 

 今のところ、変更の予定は考えていないところで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） １００万円の積算根拠は何

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ６番徳武委員の御

質問にお答えします。 

 金額につきましては、設置当初からいろいろな話

し合いの経過がございまして、最終的な話し合いの

中で、現在の金額に定まったものと承知していると

ころでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） これ減らすとか見直しとか

は、全然今のところ考えてない。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ６番徳武委員の御

質問にお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、当面の間、この

部分は継続するという考え方で、変更等につきまし

ては、情勢が変わればまたいろいろとあるとは思い

ますけれども、現段階においては継続ということで

考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １１９ページの負担金補助

金及び交付金というところの欄でございますけれど

も、昨年度は北海道保健センターの連絡協議会の負

担金というのが項目として載っていたし、金額も明

示されておりますけれども、ことしについてはこの

部分が消えているのですけれども、どういった理由

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ９番岩崎委

員の御質問にお答えいたします。 

 保健センターの連絡協議会の負担金につきまして

は、国の事業仕分けの中で、保健センターの全国組

織自体がなくなりましたことから、町におきまして

も、その支出がなくなったという状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） この昨年の４万３,６００

円というこの負担金が、これ重ねなくても、ことし

と去年の一般管理費が随分金額が異なっているとい

うことで、前回、２２年度は１,２４４万円だった

のが、今年度は８７９万円ということで、３００万

円から４００万円ぐらい違うのですけれども、この

点についてお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 保健衛生の

総務費の一般管理費につきましては、負担金等補助

金交付金がそのままなのですけれども、大きな要因

としましては、地域センター病院の産婦人科医師の

確保のほうが、常勤医が２名になりましたことか

ら、町の負担を予定していました、１名の間は負担

をするというお約束の部分が、協会病院での常勤医

が２名になりましたことから、１０月以降負担をし

なくてよくなったということが一番大きな減額に

なった理由になっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 今、交付金の欄の一番下の

地域センター病院の婦人科の医師の確保対策事業負

担というのが、大きく金額が異なっている感じなの

ですけれども、このあたりについてはどうお考えで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

もう一度お願いします。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 先ほど御説

明させていただきましたけれども、産婦人科の医師

が２名になりましたことから、当初１名の間は沿線

市町村５市町村で負担すると言っていた部分が、３

９４万円ほど減額になったことが一番大きな要因と

なっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 
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 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 若干ダブるかと思うのです

が、健康上かみふらの２１推進費という形で、糖尿

病の削減に向けて推進したということで書かれてお

りますが、具体的には保健指導の充実だとかという

形になっているのかなと思いますが、ここを２５％

削減目標という形で、単純に数字で物事を判断する

わけでありませんが、現状等について若干お伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 健康かみふ

らの２１計画につきましては、２３年度におきまし

ては、１期計画の今年が２１計画の最終年となって

おりまして、今２次計画に向けて計画を立てている

状況にあります。その中で見えてきた点としまして

は、町の糖尿病の状況につきましては、非常に全国

や全道に比べて、非常に検査結果としては発症の割

合が低い状況になっております。 

 高血圧に関しましても、先ほどお話しさせていた

だきましたけれども、正常高値といいまして、正常

の中でも若干高い数字の方と、それから明らかにも

う高血圧域に入った方というふうに分けて評価をし

ておりますけれども、高血圧領域に入った方という

のは、年々減少傾向にあるという状況にあります。 

 あと、国がＬＤＬコレステロールにつきまして

は、かなりの方が治療の、ＬＤＬコレステロールは

服薬によって非常に値が下がっていきますので、治

療のほうに国保の加入者の方で、新規に治療に移ら

れた方というのが、やはり２００名ほどふえている

ということで数字が、それでも食べる量がふえたり

ということで、一気に数字が改善したとは言い切れ

ていませんけれども、現状を低下の方向に向かって

いるというような状況にあります。 

 それで、町で今一番健診結果で残っている部分は

善玉コレステロール、ＨＤＬコレステロールという

善玉コレステロールの値の部分が、まだやはり全道

の平均値より高い状況にあります。ここに関して

は、もう少し改善に向けた努力が要るかなと思って

います。 

 あと、たばこに関しましては、一番健診で吸って

いた、具体的な数字忘れたのですけれども、販売本

数に関しましては、一番町じゅうで売っていたとき

のちょうど５０％台ですので、半分ぐらいにたばこ

の販売本数は減っていまして、男性も女性も１９年

の年に比べて、健診を受けている方の吸っている割

合は、おおむね半減をしているというようなデータ

になっています。 

 というように、その結果としまして、６５歳から

７４歳の国保の方の医療費自体が、費用額が非常に

低下してきている、そして後期高齢者の医療費も低

下してきているという状況まで来ているというふう

に考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 専門的なところもありまし

て、非常にいろいろな角度からも勉強されて、受診

率向上のために頑張っておられるということで、最

後にお聞きしたいのは、後期高齢者の受診率という

形で、上富良野は２０１０年度では３１％という形

になって、他の町村から見ても比較的高いのかなと

いうふうに思いますが、今後こういう後期高齢者の

受診率を単純に高めるというわけにはいかない部分

もあると思うのですが、非常に健康管理という点で

は大切な部分であると思いますので、この点、今後

の方向性というか、高める場合、どういったところ

を注意しなければならないのかとか、そこら辺わか

れば、高めるために、わかればお伺いして、わから

なければよろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ４番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 後期高齢者の受診率につきましては、やはりほか

の町よりも年々高くなってきている状況にありま

す。 

 町におきましては、町の特定健診の受診を進めて

きたのが、やはり６５歳以上から７４歳の方たちの

受診率というのは非常に、年代によっては９０％近

い受診率の年代層もありますので、その層の方たち

が非常に町の健診を支え、そして保健所もしっかり

受けて、データを改善してきているという一番大き

な層になっています。 

 その方たちが今、毎年後期高齢のほうに移られて

いるということで、後期高齢の健診、医療を受けな

がらも健診を受ける。さらに、医療を受けていない

方については、健診を受けるということで習慣づい

ているという状況にあります。 

 ただ、ずっと北海道の後期高齢者の広域連合のほ

うが、その施策のほうをどういうふうに維持してい

くのかというのは、ちょっと今の段階で、私の段階

では、お答えできる状況ではありませんけれども、

町におきましては、必要な方には必要な健診をする

というところは、今進めている状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 先ほどちょっとお聞きしま
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したが、墓地の利用状況と今後のあり方という形で

お伺いしたいのですが、今区画整理等が既に終わっ

ていまして、この利用状況等が実際どういうふうに

なっているのかということで、一部成果表にも書か

れている部分はありますが、今後こういった部分で

の整備は必要になってくるのかどうなのか、この点

お伺いをしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 現在の区画の販売している場所につきましては、

平成１０年に造成した区画でございまして、今残り

１５画程度が残っているところでございます。 

 今現在二つ、三つ、年間四つという、年度によっ

て若干違いますけれども、平均３から５ぐらいの間

で推移しているのかなと。そうすると、１５区画で

すと、あと３年ないし４年ぐらいあるのかなと。 

 春の実施計画の中においては、当然もう計上させ

ていただいておりますが、平成２５年に実施設計、

２６年に造成ということも計画はしておりますけれ

ども、今のような状況ですと、若干延びても大丈夫

なのかなということも考えておりますので、その実

態をつかみながら、適正な時期にまた造成できるよ

うに計画をしてまいりたいと考えておりますので、

御理解賜りたいと存じます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３３ページの環境対策促

進事業にかかわるところで、昨日非常に丁寧な資料

をいただきましてありがとうございます。 

 この資料からも読み取れますように、実際に住宅

リフォームの施工を、工事された総額の中から、対

象経費と補助金額というものを比較したときに、総

額が１割には満たっていないということになってお

りますし、当然上限が設定されてますから、それは

当然のことではありますけれども、やはり効果から

考えると、こちらのもう少し補助率の割合をふやし

たほうが、よりこういった環境対策の事業というも

のが進むというふうに考えますが、この辺はいかが

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 今おっしゃられたとおり、リフォーム事業の補助

につきましては、上限額を定めております。これは

例えば、先ほどおっしゃられた資料の中に書かれて

いるとおり、大改修を想定した制度ではございませ

ん。それで、おおむね２００万円前後の小改修を対

象としておりまして、１割相当ということで２０万

円を上限としてございます。今のところ、この金額

が適正だなという判断をしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それは言ったとおりなので

すから、上限が決まっているのはいいのですけれど

も、私が聞いているのは、補助率が適正ですかと聞

いているのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 再度の金子委員の

質問にお答えいたします。 

 この率につきましては、さまざまな市町村の実施

状況を勘案させていただいております。制度の運用

方法によっては、もっと高い率を使っているところ

もございますけれども、おおむね世の流れとして、

８％から高いところで１５％ぐらい、上富良野町で

はこの中間値の一番多いところの数字を使わせてい

ただいております。 

 あとは、このリフォームの制度自体が、これを幅

広く住民に促進するという意味合いでできるだけ、

厚く狭くという方法か、薄く広くという方法か、い

ずれかの判断をしなければなりませんけれども、上

富良野町としては、この中間値で、できるだけ多く

の方に、なおかつ通常の１割補助というものを基本

として考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 課長のお考えはわかりまし

た。 

 町長サイド、理事者のほうにお聞きいたしますけ

れども、全道的なものを私もちょっと一般質問のと

きもありまして調べた経過がありまして、例えば地

区の地域材を使うと、もう少し補助率が上がると

か、金額の上限が上がるとかというのは、この道内

において非常に多いケースもありますし、このかい

わいで言いますと、近隣のお隣の自治体においた上

限と、それから補助率も、うちの我が町に比べたら

大きく上がっている状況にあります。それは自治体

間の考え方の差でしょうからいいのですが、今課長

のほうで答弁された、より多くの方に厚く狭くより

は、薄く広くという考えで、当初この補助を設置さ

れたように思われますが、ふたをあけてみると非常

にレギュレーションがきつく、余りより多くの方に

は実施されていない。 

 また、補助率についても、１割程度のものであれ

ば、わざわざ使う必要もないから、またちょっと見

送りましょうといったような声が住民の方から多く

私も拝聴しておりますので、もう少し使いやすいよ

うな、また、もちろん根底には我が町、前に副町長



― 38 ―

も答えられたと思うのですけれども、環境に対する

補助ということで、もともとこの補助金を設置した

ということは、私もそこは一定の理解は示しますけ

れども、もう少し柔軟で幅の広い使いやすいものに

すれば、さらに経済も促進されますし、環境対策に

もプラスになると考えますが、この点いかがでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番金子委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 今、委員のほうからも発言ありましたように、

我々も制度設計の過程では、あらゆる角度から検討

してきたつもりであります。他の事例も発言ありま

したように、仮に私どもの地域で、地場で製品化さ

れているものがあれば、それらを積極的に用いると

いうのも一つ、経済対策の面で、一つの制度設計の

ポイントになるなと思いつつも、実態はなかなかそ

うではないと。 

 それから、他で用いられている、その地元での製

材を使った場合にどうだとか、いろいろな仕組みは

我々も承知しているつもりでありますが、いかんせ

ん２２年度末にできました省エネ関係のプランを、

さらに効果を上げるということを主眼に置きまし

た。 

 地元への経済の貢献ということについては、事業

者のあり方について、一定程度色をつけたというよ

うな工夫を凝らしてきた経緯もあります。 

 ただ、おっしゃられるように、事業費総体を見ま

しても、その程度のものではあると。これは、これ

からまた複数年見ながら、しっかり総括をしなけれ

ばならないと思いますが、今のこの現制度について

は、以前も申し上げましたように、一応３年間の事

業にしてございますので、その期間を経過してしっ

かり議論をしたいと。世の中も変わっているでしょ

うから、経済対策にもう少しシフトしたらいいのか

どうかについては、これは今後の課題だというふう

に認識してございます。 

 そういう意味で、担当課長からも申し上げたよう

に、ほかの制度と比較すると、おおむね妥当だなと

いう認識でいることも、我々の認識としては正直な

ところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今の点についてお伺いした

いのですが、副町長に。もう既に、私以上に他の市

町村の事例も知っておられて、簡易な、軽易なもの

についても補助対象になっているということで、中

富なんか最たるもので、すごく利用されています。

それから見れば、上富良野はいろいろとその利用し

やすさという点では、かなり違うのかなというふう

に考えて、当初の目的は、それなりの達成している

部分もあると思いますので、そういうものも含めて

全体で、今後３年経過する段階において、改めてそ

ういったものも検討するという形の表現されたのか

なというふうに思いますが、その点確認しておきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

お答えしますが、繰り返しになるところもあると思

いますけれども、我々としては、今のこの制度につ

いては３年間、今のところ、この今既存制度の一部

手直しをするというようなことの要素はないものと

思ってございますが、先のことはわかりませんの

で、３年やってみて、こういう事業の成果をしっか

りとらえて、他の自治体の制度、今中富の披瀝もあ

りましたけれども、そういうことが地域全体で必要

なのかどうなのか、これは私の、特に地場のこうい

う関係の業者というか、業界の方としっかり地域実

態を共有することで、知恵を出し合うということも

大事でございますので、そういう場面を今までも念

頭に置きましたけれども、なかなかそれぞれの立場

があって難しい面もあるように感じてございます。

と言いながら、町長も再三申し上げているように、

この地域の活性化をすることは至上命題でございま

すので、全体を見渡してどういう状況にあるのか、

そういう中で、こういう事業に特化したもので、も

う少し力を込めなければならないかどうかについて

は、今後しっかりそういうことも思いをはせなが

ら、総括の中で実態をとらえていきたいというふう

に考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １３１ページから１３２

ページにわたりまして、ごみの減量化、これ前年度

と比べて１００万円ぐらい決算額が減ってはおりま

すけれども、１１種類の１７分別やっているのです

けれども、これはこのまま当面この分別でいいのか

どうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それで、高齢者等の分別に対する苦情なんかはな

いのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の御

質問にお答えします。 

 まず、ごみの分別の種類についてですが、今言い

ました１１分類の部分については、そのまま継続し
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ていくということでございますが、今現在モニター

を使って紙類のやつも今、今回試行的に調査をして

いるところなのですが、もう少ししましたら結果も

まとまるところですが、なかなかそこまでの分別と

なると、かなり難しいというのも、今途中では考え

ているところでございます。 

 また、高齢者の方にかかわる苦情等という部分に

ついては、問い合わせ等については、これがどうな

のかということはかなりありますが、たまたまごみ

がステーションに残されて、何でだめなのだという

ことでの問い合わせはあります。苦情というか、問

い合わせというか、要するにプラであればストロー

が混じっていたとか、要するに入ってはならないも

のが入っているということで、必ず赤のシールを

張って表示はしているのですが、なかなかそのこと

が理解されない方もいらっしゃることは事実であり

ますが、そのことについては十分説明をして、見る

のも大変、何だか収集の手引きというのもあります

ので、何とかそれを参考にして、分別に協力してい

ただけるようにお願いをしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで４款

の衛生費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、５款労働費の１

３４ページから１３７ページまでの質疑を行いま

す。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで５款

労働費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、６款農林業費の１

３６ページから７款商工費の１６３ページまでの質

疑を行います。ございませんか。ございませんね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで６款

農林業費、７款商工費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の１

６２ページから１８３ページまでの質疑を行いま

す。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １６５ページの町道の維持

費等についてお伺いいたします。 

 町においては、いろいろ財源も駆使しながら町道

の維持に努めてはおりますが、しかし側溝の整備

等々、結構やはりゆがんでいるだとかというのが見

受けられます。確かに財源的には大変な状況もある

のかもしれませんが、一定部分町道に関して言え

ば、身近なやはり施設等については、一定財源をき

ちっと担保した中で維持管理を努めるということは

大切ではないかなというふうに思いますが、こう

いった点について、まだ十分とは言えない状況があ

るかというふうに思いますので、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の町

道の維持管理に関します御質問にお答えいたしま

す。 

 町道の施設と申しましても、１６５ページにござ

いますとおり、さまざまな施設がございます。今例

として側溝の部分を挙げられておられましたけれど

も、側溝に限らず、歩道の状況、それから町道にい

ろいろな区画線、ラインなんかを引いております。

そのほかに、舗装面がひび割れしているとかという

ことで、さまざまな町道の維持部分に非常に継続的

に費用を必要としているのが現状でございます。こ

のため、年次計画を一応定めておりまして、さらに

その年次計画、町のほうでつくったものに、住民会

とか町内会からいろいろな状況の改善を求める要望

などが寄せられております。これらに合わせて、そ

の緊急度を上げる、それからその必要度を勘案する

というようなことで、年次計画を常に見直してござ

います。随時パトロールなども含めて、緊急性をま

ず優先するという形で実施しておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういうものも含めて、い

わゆる歩道なんていうのもユニバーサルデザインと

いう形で、これからかなりやっぱり修復しなければ

ならないところが出てきております。一番感じるの

は、やはり歩きにくさ、づらさというのがもう多く

の方から聞かれております。確かに、歩道の幅が狭

いということもありまして、またはマンホールの設

置との関係で、高くせざるを得ないというような状

況等もありまして、なかなかそういったものも含め

て、すぐ当面まだ使えるようであれば、それを使用

しなければならないということもあって、なかなか



― 40 ―

住民が求めるものからすれば、かなり遠いような歩

道の起伏、でこぼこがあったりだとかというところ

になっているというのが現状だと思いますが、こう

いったものに対するやはり計画的な対応の仕方、補

修だとか改善だとかというのが必要なもう時期に来

ているのだろうというふうに思いますが、この点に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の歩

道に関する御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃられるとおり、整備してから長らく

年月をたって、それから除雪機械が大型化している

関係で、歩道を結構傷つけてしまっている部分がご

ざいます。これらにつきましても、年次計画の中で

ひどい状況のものから改善してございます。 

 あわせて、バリアフリーの要素を勘案しまして、

縁石の低下といいますか、下げるとか、あと道路の

車の出入り口につきましては、縁石の切り下げなど

も随時見直しをしてございます。 

 あと歩道と車道の間の宿命としまして、車が歩行

者に害を与えないように、一定のレベルの高さを

持った縁石を設置しなければならないという宿命が

ございまして、なかなか完全に平らなバリアフリー

化というのは難しい面がございますけれども、改修

に当たりましては、できるだけそのあたりの考慮を

しながら、また、住宅の出入り口との段差が、片方

下げれば、既存の住宅との入り口の段差がふえると

いうような逆の現象も発生いたしますので、折り合

いのつくところで整備をしてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その点、ぜひ実施していた

だければというふうに思います。 

 次に、１８０ページの町営住宅の管理という形の

ところでお伺いいたします。 

 町営住宅は、近年老朽化がして、それに向けた住

生活基本計画の策定という形に今進めております。

建てかえも、随時年ごとに行われております。 

 そこで、いわゆる扇町だとか西町における団地の

水洗化の問題です。このままで行けば、まだ２０

年、３０年先になるというような状況があります。 

 本来、住宅基本法の中には、やっぱり快適な環境

を行政が提供するということがうたわれておりま

す。そういった意味では、将来直すから、もう水洗

化はしませんよというのは、余りにも酷な話だとい

うふうに思いますが、私は少なくとも、やはりこう

いう問題に対しては、きっちりとした住環境整備の

管理ということも含めて、水洗化に向けたやはり計

画をきっちりと基本計画も立てながら、その目標に

向かった計画をきっちり設定すべきだというふうに

思いますが、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の公

営住宅の水洗化にかかわる御質問にお答えしたいと

思います。 

 今、委員御発言のとおり、当面建てかえ計画があ

るということで、水洗化の事業を今現在のところ実

施していないというところでございます。 

 また、おっしゃるとおり、今後の建てかえ計画に

おきましても、５年、６年で建つのでなく、１０

年、２０年かかるというのも想定しているところで

すが、現時点におきましては、まだその水洗化につ

いての計画等も持ち合わせておりませんし、今後の

建てかえ計画の中で、どのような位置づけをするか

ということも検討していかなければならないのかな

ということで承知しているところでありまして、た

だやはり水洗化することによって、二重投資にもな

るということも、当然考えなければならないことで

もありますので、そのことを考慮しながら、また、

建てかえ計画のほうの計画とあわせて検討すること

で進めたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そのことになりますと、も

うずっとやらないということに等しい答弁だと思う

のですよ。 

 町長は、よく公営住宅なんかもいろいろ回られて

状況を知っているのだと思います。今若い人にして

も、お年寄りにしても、下からハエが出てきてです

よ、そういった本当に環境の悪いところに住んでト

イレをしなければならないというのは、この時代に

しては、本当にどうなのかなというふうに思いま

す。やはりきっちりと当面の対策として、二重投資

になるということ以前に、どういう住まいの環境を

提供するのかという、ここにきっちりと足を置い

て、やはりそういった住環境整備をやるということ

が必要だと思いますが、二重投資にするというので

はなくて、環境をよくするのだというところで、き

ちっと対策をとる必要があると思いますが、この点

明確にしていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の御質問に、私

のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 町営住宅の改築問題については、ストック戸数を

どの程度にするかについても、町としての持ち合わ

せているものはあるわけでありますが、ただ今議論

にありましたように、すべてを新築にしてしまうと
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いうことは、古さ加減、それから将来のことを考え

ると、住宅としてはそういう時期かと思いますが、

今の入居実態等承知している限りでは、新築するこ

とによって、その住まいにいろいろな事情から戻れ

ない方もいらっしゃるやに聞いてますので、そうい

う意味では、新築一つですべての課題を解決するこ

とについては、非常に実態にそぐわない点もあるな

ということであります。 

 したがいまして、今の一定程度の期間、改善をし

て使い続けるということも選択肢に持たないといけ

ないのかどうかについては、仮にそうだとすれば、

当然それに合わせて、今言いましたような水回りも

今の時代に合うように改善するということになると

思いますが、そういうことを、どういう方法が一番

いいのかについては、できるだけ早い時期に決断し

ないとすべてが動きませんので、そういうことを内

部で十分ひざ詰めして、一定程度の考え方を持ち合

わせて、議員の皆さんにもいろいろと御相談しなけ

ればならないというふうに考えているところであり

ます。 

 いずれにしましても、この地域を見ると非常に民

間の賃貸住宅等についても空き家が多い。そういう

ことで、公営の住宅を一定程度ストックすること

が、地域にどういうような影響を及ぼすのか、それ

らも含めて一定程度、より具体的な案をできるだけ

早い時期に議員の皆様にも御呈示をして、議論をさ

せていただきたいというふうに思っています。 

 ここで具体的な方針が、今のところ持ち合わせて

いないことを、ひとつ御承知おきいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確認しておきますが、そう

いう環境の中で暮らすということが、どんなにか

やっぱりひどいのかということなのですよ。やはり

お年寄りの方も、声聞きますけれども、何でここだ

け取り残されているのだという話ですよ。そういう

ことを考えたときに、本当にそこに暮らしている人

たちの思いを、ぜひ感じ取っていただきたいという

ふうに私自身思っています。そのためのこういった

住環境整備計画だとか、公営住宅の改善計画だとか

ということが立てられて実施されてきているわけで

すから、今になってそういうふうな答弁というの

は、どうなのかなというふうに思うのですけれど

も、きっちりとしたやっぱり目標設定という形で実

施すべきだというふうに思いますので、この点確認

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 建てかえ計画について

は、具体的な案については、今のところ成案には

なってございません。ただ、しかし以前から申し上

げていると思いますけれども、町営住宅のストック

計画で、どの程度の戸数を将来ともストックしなけ

ればならないという計画の中に、団地ごとにどうい

う時期にどういうふうにしなければならないという

一つの構想は持っていますが、それが実現に向け

て、やはり検証しなければなりませんので、今申し

上げられるように、西側地区の団地に向けて、相当

の戸数ありますが、どういう対応がいいのかについ

て熟慮中でございますので、その辺ひとつ御理解い

ただきたいと思います。 

 今申し上げるように、こういうことを繰り返しな

がら何年もたっていると、何年もこれからたつとい

うことについては、避けなければならないという認

識を持っていますので、その点も含めて御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 次に、５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 先ほどの同僚委員の質問と

ちょっと関連になるのですけれども、１６５ページ

にかかわります町道維持にかかわることでちょっと

お聞きいたしますが、春先の凍上等によってでこぼ

こができたりするところで、すぐ土のうなど緊急的

に対策をして、ある程度でこぼこが下がったとき

に、すぐ応急的にその部分を張りかえたりとかされ

ていることに関しましては、非常に一定の評価をさ

せていただくところでありますが、一方で路線の真

ん中ぐらいまでで終わっている工事のところが最近

見受けられるのですが、それは一遍にやってしまっ

たほうが、長期的に見たときには経費が安いのでは

ないかなと思うのと、半分だけが極端に傷んでい

て、残りの同一路線の３分の１、もしくは半分のと

ころが余り傷みがないというのが認められるところ

でしたらば、ある程度納得はできるのですけれど

も、現状を見たところ、やはりやってしまうときに

は、一気に簡易舗装のものなのか、上のアスファル

ト部分と基礎の部分に関して、ある程度やってし

まったほうが効果が出るのではないかなと思う路線

が幾つか見受けられるのですけれども、この点はい

かがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 道路の舗装面の傷み方によって、路線として交差

点から交差点の間一挙にやるものと、その一挙にや

る部分については、水道施設も一緒に埋設がえ、布

設がえをやるということが大原則で進めておりま

す。ただ、その路線の中で、水道がまだ使えるとい
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うような条件、それから部分的に補修で当面様子を

見るという位置づけの部分もございます。路線とし

て対応する部分、それから部分的な補修する部分と

結構使い分けをしてございます。 

 委員ごらんになっている部分については部分補修

で、当面路線としてはちょっと様子を見ようという

部分かなと思っております。路線として行う場合、

先ほど申しましたとおり、水道も今一緒にできる部

分を優先して選択しているということで対応してご

ざいますので、その点御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 完全にもう幅員を広げて、

基礎というか、根っこから水道をやっているところ

は存じ上げておりますが、そうでなくて簡易的なも

のででも、結構下までめくって砂利を入れて途中で

やめている路線というのは、近年何カ所かよく中心

部で見受けられるのですけれども、それもやっぱり

部分補修という取り扱いということなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 金子委員の御質問

にお答えいたします。 

 具体的に路線をちょっと聞けばわかるかなと思い

ますけれども、年次計画で路線を２分割している部

分もございます。もしその部分でしたら、継続して

実施することになってございます。 

 路盤までやっている状況のものについては継続路

線、年次計画による継続路線となってございますの

で、どの路線のことをおっしゃっているのか、

ちょっと状況によっては、そういう計画になってい

るということで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、道道ありますよね。道道の質問は、

ここでよろしいのですかね。例えば１６５ページに

北海道道路整備促進協議会負担とありますから、こ

こら辺でしか道道の質問はできないのかなと思うの

ですけれども、道道に対する質問してよろしいです

かね。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、いいです。答え

られる部分は答えます。 

○１１番（今村辰義君） 景観に通じる話だと思う

のですけれども、草分防災センターがありますよ

ね。それから深山峠の間の旭川に向かっていった最

後の平地の部分、中央分離帯がありますよね。御存

じですかね。何年か前に、あそこ中央分離帯の整備

したのですよね。それまでは、あそこは追い越しが

自由にできたのですよ。今も追い越しできるように

なっているのですよ。中央分離帯ができて追い越し

できないのに。そこを直してもらわないと、あそこ

上富のエリアだから、何か上富はこんなもの放置し

ているのかということになってしまうと思うのです

けれども、道かどこかに意見具申とか情報提供し

て、あそこ追い越ししていいよと言っているのに、

ばかにしているのではないかとなるのですよ。追い

越しできないではないですか、中央分離帯あって、

そのままになっているのですよ。 

 言っていることわかります。だから、ああいうも

のは、標識を直してもらわないといけないと思うの

ですね。昔の中央分離帯が。 

○委員長（長谷川徳行君） 標識がなっているとい

うことですか。 

○１１番（今村辰義君） 追い越し禁止ではなく

て、追い越しが、要するに解除されているわけです

よ。追い越ししてもいいよとなっている。それなの

に、中央分離帯があるわけですよ。だから追い越し

できないのですよ。わかります、言っていること

は。だからあれは、あの標識は全く無意味なんです

よ。ドライバーさんに追い越しやってもいいよと

言っておきながら、中央分離帯があるから追い越し

できないのですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

交通安全標識にかかわる御質問かと思いますが、国

道の部分の下ってきたところ、深山峠の下ってきた

ところだと思いますが、通常、当然向こうは追い越

し禁止マークがついておりますが、あそこの時点

で、当然もう黄色い線、追い越し禁止マークのほか

に、色でも黄色い線は追い越し禁止というルールに

なっていると思いますけれども、あそこから中央分

離帯があることで、もう追い越しができませんの

で、解除ですけれども、追い越していいという標識

ではないので、そういう設置の方法になっていると

思いますけれども、公安委員会のほうにも、富良野

警察署を通じて、その部分についての見解というも

のも確認しておきたいと思いますので、御理解賜り

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 道道でなくて国道だった

のですけれども、同じところがもう一つあるのです

けれども、帯広のほうに行くところの、要するに昔

追い越しできたのに、中央分離帯ができたにもかか

わらず、そのままになっているのですよ。要する

に、追い越し禁止を解除するのは、これ丸で斜めに

青い線が入っているやつありますよね。それがつい

ているわけですよ。ここから追い越ししてもいいよ
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となっているの。しかし、中央分離帯があるから追

い越しできない。ドライバーにしたら、追い越しし

てもいいよとなっているのに、ばかにしているよう

なものですよ、あれ。だから、ああいうものは、あ

の丸をずっと追い越し禁止にしておけばいいのです

よ。中央分離帯のあるところだけ追い越ししてもい

いよというふうになっているわけですよ。そんなば

かな話はないでしょう。だから直したらいいという

話をしているのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

御質問でございますが、今おっしゃるとおり、あそ

こで解除マークがあるとするならば、たしか僕も見

ておりますが、解除マークついていると思います。

ただ解除して、その後追い越ししていいというわけ

ではなくて、もう追い越しできないところはしては

ならないということの交通規範もあると思います。

先ほども申し上げたとおり、その部分については、

富良野警察署を通じて公安のほうの見解等も賜って

まいりたいと思いますので、再度確認したいと思い

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 後ほど確認してあれし

てください。（発言する者あり） 

 今の案件ですか。ちょっと待ってください。本当

に、ちょっと今確認して、後からお知らせ、公安

と、町ではどうにもならないことだと思います。言

うしかないと思います。（発言する者あり） 

 みんなわかっていると思いますよ、それは、多分

ここにいる人はみんな。（発言する者あり） 

 だから今公安委員会と警察等にあれして聞くと

言っておりますので、それで納得してください。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 今度道道なのですけれど

も、標識がもう１年以上、横断歩道の標識が折れた

ままになっているところありますよね。その横断歩

道の標識は、必要だからあると思うのですよね。そ

れが折れたままずっと放置されているわけですよ。

ああいったものも、やっぱり道道だから道の管轄な

のですけれども、やはり情報提供しなければいけな

いと思うのですよね。去年から折れていて、一冬雪

に埋もれていて、春になって解けてもまだ折れてい

る。横に置いてあるのですよ。それで、９月になっ

てもまだそのまま。ああいったものは、町はどう思

うのですかね。どういった措置をしているのか、こ

ういったものは情報提供を受けた時点で、すぐ速や

かに直さなければいけないのでないですか。横断歩

道は、そのためにあるのです。必要だからあるので

しょう。横断歩道の標識というのは、これどう思い

ますかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

横断歩道に関する質問でございますが、標識等の折

れ曲がってわからないというような部分について

は、情報がこちらのほうに入ってくれば、当然これ

のほうは富良野警察署のほうにこちらのほうでも連

絡しておりますし、止まれの標識等も車がぶつかっ

て曲がったとか、除雪で曲がった場合についても、

こちらのほうから富良野警察、道路管理者というよ

りも、交通安全標識につきましては、公安の管理と

なりますので、そちらのほうで直していただくよう

に連絡をしてやるということになっておりますの

で、そういう情報がこちらのほうで収集できれば、

そのような事務手続をしてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 課長、情報提供なくて

も、行政のほうでは十分な調査をしてください。よ

ろしくお願いします。 

 暫時休憩いたします。開始時間を２時４０分とい

たします。 

─────────────── 

午後 ２時２５分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、８

款土木費の１６２ページから１８３ページまでの質

疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで８款

の土木費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、９款の１８２

ページから２３３ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８５ページ、就学指導委

員会の委員さん２４名いらっしゃるのですけれど

も、どういった人方の構成なのか、それからどう

いった取り組みをされたのか、その活動。それと中

１ギャップ問題の未然防止、これ２３年度初めてあ

れしたのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、１個ずつお

願いします。 

 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 村上委員の御質

問にお答えをいたします。 

 就学指導委員会の委員のメンバーでありますが、

まず各学校の代表する校長、教頭、あと特別支援と
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いうことで養護の先生方も入っております。また、

事務局として、教育委員会の職員も入った中での構

成になっております。 

 あと、就学指導委員会の開催の中身であります

が、主にまず、これからことしも開催するのですけ

れども、新入学児童の就学健診とあわせまして、そ

ういう特別支援の必要なお子さんの状況を確認しま

して、通常一次検査、二次検査という形で行うので

すけれども、特別支援の必要なお子様につきまして

は、二次検査の段階で協議をしまして就学指導、特

別支援が必要なのかどうかという部分の協議をして

いるところであります。 

 済みません、先ほど構成の中で、一部ちょっと漏

れていました。各就学する前の幼稚園、保育所の関

係する園長、所長さんなども構成の中でのメンバー

に入って協議を進めているというような状況であり

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、漏れていたからあれな

のですけれども、やっぱり保健福祉課、それから保

育所、幼稚園、それから小学校、中学校、やっぱり

横の連絡体制が一番必要だと思うのですけれども、

その人方もメンバーに入っているというので、そう

いうメンバーで連携をとりながら、これどうでしょ

う、この連携、教育のあれでいただきました教育の

評価表ですか、報告書いただいたのですけれども、

この連携ですけれども、うまく本当にとれているか

どうか、ちょっとそこのところお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 村上委員の御質

問にお答えをしたいと思います。 

 その就学指導委員会の中で、各保育所、幼稚園あ

るいは各学校との連携のお話でありますが、まず、

あとまた追加で申しわけないのですけれども、町で

行っている発達支援センターの職員につきまして

も、指導委員会の中で一緒に協議をしております。

その中で、やはり就学前からの取り組みとして、そ

ういういろいろな支援の教室や、そういうセンター

の通学者につきましても、発達支援センターあるい

は幼稚園、保育所での各先生方の状況につきまして

も、引継ぎ書といいますか、その辺の子供たちの情

報につきまして連携といいますか、情報をもらいな

がら、いわゆる二次検査、次の小学校に入るときの

取り組みにもつながるように連携を図っているとい

うような状況であります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 何人ぐらいの方が相談を寄

せられたのでしょうかね。相談の支援体制を充実を

図るということですけれども、どういう状況です

か、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 村上委員の御質

問にお答えをしたいと思います。 

 昨年、就学指導委員会の中で、新入学児童につき

ましては、１００人前後の方が、ここ数年入ってき

ているわけなのですが、去年につきましては、そう

いう特別支援の必要なお子様２０名の方につきまし

て、１件１件状況を各センター、幼稚園、保育所の

方と連携をとりながら協議をして、適切な指導に当

たれるようなことで協議をしながら進めているとこ

ろであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２１１ページで放課後子ど

もプラン事業で報償費という形で、謝金という扱い

になっております。この点、毎回述べております

が、この間も道のほうに行ってきて、いわゆるこれ

謝金ではなくて、きちっとした賃金もしくはそう

いったものに対して、正当なボランティア的要素が

強いので、見直すべきだということで話してきまし

た。結局そこがやっぱり障害になって、なかなかこ

の賃金等は、全体的に町においても行政改革という

形の中で上げない。なおかつ、こういった部分も、

部分的には改善された部分もありますけれども、や

はりこういった部分、きちっと上に対しても言うべ

きですし、また、独自においても改善すべきところ

は改善されてはきておりますが、今後きちっとした

対応をすべではないかというふうに考えております

ので、この点、考え方等についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 米沢委員の御質問のとおり、北海道のほうから私

ども上富良野町のほうにも御紹介を賜っているとこ

ろでございます。放課後クラブ事業につきまして

は、放課後スクールという教育委員会が所管する文

科省から委託を受けている事業でございますが、１

６時までの事業と、もう一つ、厚生労働省が推進し

ている留守家庭児童を対象とした預かり事業、この
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事業を２本あわせまして、ただいま町としては教育

委員会が所管として、放課後クラブ事業ということ

で、放課後クラブ事業としてとり行っているところ

でございます。 

 委員の御質問のとおり、放課後におけるスクール

事業につきましては、実は補助金の対象が謝金とい

うことでの対象事業というふうになっております。

ただし、放課後クラブである預かり事業につきまし

ては、賃金ないし報酬も補助金の対象ということ

で、補助の内容については確認をさせていただいて

います。 

 今現在町では、この二つの事業を統一して上富良

野町では実施していることから、これまでは謝金と

いうことで今年度も予算措置し、指導員ということ

で謝金ということで支払ってきている経過がござい

ます。 

 今後その運営については、保健福祉課とも十分協

議しながら、この体制については検討していきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２１３ページの自主企画芸

術鑑賞事業補助という形で２０万円予算化されてお

りますが、この点について、現状ではどういった団

体等というか、事業内容等で、何団体等が利用され

ているのかお伺いしていきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２３年度の自主企画事業でございますが、こ

の事業につきましては、４団体から申請をいただき

ました。しかし、この自主企画事業につきまして

は、町広報、防災無線を通しまして募集を広く募っ

たところ、当初教育委員会が定めた申し込み期間に

２団体が申し込みを受けたところでございます。 

 なお、その申し込み以後に２団体が追加で申し込

みをしておりますので、実績としましては４団体を

受けてございます。 

 ４団体、町の参集範囲におきましては、約６００

名近い事業に御参加していただいたと報告を受けて

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 近年そういった、その年に

よっても、この企画事業に参加するという団体等が

変動するのは当然だというふうに思います。 

 また同時に、お伺いしたいのは、このいろいろな

他の当然補助、企画で道の補助をもらうのだとか、

そういった場合は該当にならないだとか、いろいろ

当然出てくる話であります。やはりこういった自主

企画における補助のあり方というのを、現状では１

団体どのぐらいになっているのか、その点お伺いし

ておきたいと思います。決まりがあれば、お伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 現在町が進めている自主企画芸術鑑賞の要綱で

は、補助事業につきましての２分の１の補助という

ふうに決めてございます。 

 なお、補助金には上限を定めておりまして、１事

業１０万円を補助金の上限と定めております。その

ため、事業としましては、２０万円以上の事業を

行った場合に上限１０万円、それより満たない場合

については、その２分の１というふうに定めており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その規模によっても５万円

だとか、こういった該当、１０万円もらう方もいる

のだというふうに、団体もあるかというふうに思い

ます。やはり今こういった自主企画事業という形

で、いろいろな団体等が取り組まれていまして、ど

うも使い勝手がよくないというような一部話も聞こ

えてきます。全部ではありません。やはりこういう

ものに対する、これからいろいろな取り組みをされ

ている団体等もありますので、こういった上限の見

直しだとか、そういった内容等の精査をして、もう

一度使い勝手のいいようなその補助事業にすべきで

はないかというふうに考えておりますので、この点

確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 委員のおっしゃるとおり、各団体のほうからも、

町民みずからが進める生涯学習を進めるに当たり、

この自主企画芸術鑑賞は町民の方がみずから芸術鑑

賞を学ぶ機会だということで、この補助事業につい

ては大変、ここ二、三年でございますが、当初予定

を上回る申し込みをいただいているところでござい

ます。 

 昨年度から課題だということで、所管でも考えて

おりまして、今年度中に、この自主企画芸術鑑賞に
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つきましての要綱についても、一部見直しを図りた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その点、実施していただき

たいというふうに思います。今いろいろな文化のも

のがたりの会だとか、いろいろな団体がこういった

企画を持って自主的にいろいろな関係されている形

の中で、予算もつけたり、あるいはバスの手配をみ

ずからしたりだとかしております。やはりそういっ

た部分でのやはり細やかな支援、当然行政において

も限界はあります。限界はありますけれども、やは

りこういった積極的な事業をやっている団体であれ

ば、もっと文化をやっぱり上富良野町の中に定着さ

せると。これからこういった自主企画の人たちが、

やはり上富良野の中でいろいろな結びつきながら文

化だとか、そういったものを育てたいということで

あれば、やはりそういったものに対する支援を十分

聞きながら対応すべきではないかというふうに思い

ますので、もう一度確認をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ４番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 先ほどから、担当のほうから御説明申し上げてい

るとおり、この事業については実施がされておりま

す。その中で、先ほども担当のほうから申し上げま

したけれども、非常に改善しなければならないとこ

ろもあるということをお話しさせていただきまし

た。事業を実施している、うちのほうに申し込んで

くる団体さん、熱い思いも当然感じておりますし、

それらについては、前向きに検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 成果報告書の５２ページ

の学社融合事業の件ですけれども、これは昨年もお

話ししたのですけれども、上富良野町は基幹産業農

業ですよね。この資料を見ると、西小は田植えとか

稲刈り等の作業体験やっていますよね。私が言いた

いのは、市街地にある上小にも、ぜひこういったも

のをやったほうがいいのではないかと。そうしたら

農業に非常に理解のできる子供たちができて、その

子供たちが将来大人になっていくわけですね。非常

に基幹産業に対する理解が深まると思うのですね。

私はこれやったほうがいいと思っています。これは

多分強制できないのだろうというふうに思いますけ

れども、そのお願いするか何か、上小に稲作の体験

の学社融合事業をやってもらえるようにお願いでき

るのかできないのか、まずそこを教えていただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

御質問に対しましてお答えいたします。 

 今、委員お尋ねの稲作体験含めてですが、現状上

富良野小学校においては、畑づくりをやってます

し、また、バケツに稲作を植える、そういった部分

をやっておりますので、校内でありますが、そう

いった事業は取り組んでおりますので、また、委員

言われる部分については、もっと校外に出ての稲作

農家へという御質問であれば、また、それについて

はまだ取り組んでおりませんので、そういった部分

については、今の範囲内でやっているということで

御理解願います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。昨年聞い

たときは、バケツでやって失敗したという話は紹介

していただきましたよね。それからちょっと進んで

いると、言ったかいがあるなという感じがするので

すけれども、昨年の答弁では、こういう意見があっ

たよということを機会があれば学校のほうにお伝え

するということでございました。要するに、これは

お伝えしていただいたということで判断してよろし

いですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 先ほどの答弁の中で、学校内だけということを私

答弁いたしましたが、確認をしましたら、小学校６

年生が東中のほうに出向いて稲作の刈り取り体験を

行っているということでございますので、バケツだ

けではなくということで御理解願います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２１９ページの、前も言っ

たかと思うのですが、図書館の運営費で臨時筆耕と

いう形で賃金が設定されております。しかし、現状

で見ましたら、最低賃金に若干の上乗せという形

で、単価７５０円という形になっております。時間

設定も、勤務時間帯も５時間という状況の中で、そ

ういう設定になったのかなというふうに思います

が、こういった部分についても、やっぱり改善でき

るものについては、改善が必要ではないかというふ

うに思いますので、この点についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 
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○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 図書館の臨時職員につきましては、現在３名を常

勤とし雇用してございます。１時間単価７５０円と

いうことで、勤務時間は９時１５分から１８時まで

の７時間４５分で雇用させていただいているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そこで問題なのですけれど

も、クイズ出すわけでないのですよ。やっぱりそう

いった人たちが、やっぱり少しでも意欲を持って働

いていただけるようにするためにも、やはり７５０

円というのは、本当に低いのではないかというふう

に考えるものですから、この点ちょっともう一度確

認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の御

質問に対して、７５０円の部分でございますが、広

く他の職種もございますので、それら等含めて、今

後検討してまいりたいと思いますので御理解願いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２１３ページ、家庭教育事

業のところでございます。それで、これは家庭教育

に向けての学習ということでやられたかと思います

けれども、子どもが成長する過程で、やっぱり家庭

教育の大切さ、いかに大切かということなのですけ

れども、これ動物から学ぶ子育てですとか、子供と

絵本ですとか、そういった内容でおやりになったよ

うでございますけれども、私はもう少し、小さいお

子さん向けでなくて、全体を通して中学生、今中１

ギャップの問題もあれですけれども、ちょっとそう

いったものに、もう本当に家庭教育大切ですので

ね、そういった方向の内容のものにちょっと考えて

どうでしょうかと思います。いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 家庭教育事業講師謝金は、この謝金につきまして

は、実は高田幼稚園の家庭教育学級開設におけます

講師の謝金でございますが、今村上委員の御質問の

とおり、中学生を対象にした家庭教育、または保護

者を対象にした講演会の開催についての御質問とい

うことで、実は上富良野町ＰＴＡ連合会、町Ｐ連と

いう団体がございまして、そちらのほうが主催とし

た中学生、または保護者の方を対象とした講演会を

毎年１１月でございますけれども、計画して実施し

ていただいております。 

 ことしも１１月に教育大の先生を招いて学習をし

ましょうということで計画を立てているということ

で聞いておりますので、そういう機会充実について

は、教育委員会としても支援してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そういうふうに考えておら

れるということで、私の考えていることと一致する

ところありましてあれですけれども、今保護者間の

交流がちょっと希薄になっているものもありますの

で、そういった機会に、ぜひ保護者の交流、それと

いじめ問題が今のところはないということで、いい

状況だなとは思っておりますけれども、そういった

ことも、こういった保護者間の交流を通じて、こう

いった家庭教育の大切な何かをお話しする中で、そ

ういったものもあれかと思いますので、いじめ問題

もなるべく見逃していないかどうかというような感

じもいたしますけれども、家庭教育のこういった講

習ですか、こういう研修の内容充実をよろしくお願

いしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要りますか。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 今いろいろ御答弁を聞いてお

りますと、明快な答弁で極めて御立派な方だなとい

うふうに感心させていただきました。 

 ところで、私のほうからちょっと問題提起をさせ

ていただきたいというふうに思いますけれども、ま

ず２１９ページ、さきの米沢委員の質問とダブると

ころも多少あるかなと、こんなふうに思ってござい

ますけれども、図書館の運営の中で、成果表の中に

も図書の購入だとか載っております。それで、この

中に幼児からの本に接する機会だとか、そういった

ことは拡充を図っていきたいというようなことで成

果表に載っておりますけれども、この２３年度の図

書館の運営の中で、課題あるいは問題点、そういっ

たものがあったのかどうか。あったとしたらどうい

うところにあったのか、その点まず最初お尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ８番谷委員の御

質問にお答えいたします。 

 平成２３年度の実績に基づいた課題、問題点につ

いて御質問いただいたところなのですが、実は今回

の決算特別委員会の資料にもおつけさせていただい

たとおり、実は図書館のほうの利用の関係では、横

ばいではございますが、貸し出し冊数のほうが減少
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している状況でございます。 

 昨年、子供の読書推進計画を策定し、今後上富良

野町の子供または中高校生、あと大人に向けても、

この図書館を基盤にして、上富良野町の読書推進を

普及させていただこうと思いまして、今年度予算措

置をして、図書費のほうの増額をお願いしていると

ころでございます。 

 今年度もさまざまな取り組みを行ってございます

が、２３年度のその読書の推進に向けた課題を充実

させるために、今年度さまざまな事業を今後取り組

んでいくよう、今検討しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） これは２３年度の決算ですか

ら、２４年度に向けてのことについては、なるべく

差し控えたいと、こう思っていますけれども、関連

があるものですから、２４年度のことについては、

またの機会をとらえて御質問させていただきたいと

いうふうに思います。 

 先ほど、米沢委員の中で、臨時職員３名という話

ありましたですね。正職の方も言っておられ、含め

て４名と。では、これは、昨年度から臨時職として

３名配置されているのか。 

 私の言いたいのは、当然、私昨年の８月まで厚生

の委員でした。その中で問題提起も、あるいは議案

にも載ってきませんけれども、８月以降は総務です

から、当然その中にはないのですけれども、実はそ

の中で、当然２３年の中で検討されて、そしていろ

いろな課題もあると。あったにしてもですよ、ここ

に道職員の方が配置されてますよね、２４年度に。

直接その２３年度の決算に関係ないのですけれど

も、当然それは２３年度の中で検討されて、配置を

されたのだと思うのですよ。その方を配置したとい

うことについては、この子供たちにいろいろな問題

提起だとか、図書に関する関心だとか、そういった

ことが検討されて、２４年度に向けて配置されたの

だと、こんなふうに思うのですけれども、この辺は

どういうふうにお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ８番谷委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ２４年度において派遣を受けている教員が、研修

ということで２４年４月から派遣を受けておりま

す。これの部分、図書館のほうで運営上課題があっ

て受けたということではなく、教員の研修の機会を

北海道のほうで設けております。その研修の先とし

て、上富良野町のほうで人を受けますかということ

が、ことしの２月ぐらいに問い合わせが来ました。

それで、うちのほうは子供の読書推進計画などを立

てていますので、研修先として引き受けることは問

題がないということで、４月から研修でその教員、

教職を持っている人をお受けしている状況にござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 優等生答弁で、そう言わざる

を得ないのだろうと思いますけれども、なぜこの方

が図書館に配置なのか、図書館でやっている仕事の

内容はどういうことですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） 北海道の教員に対する研

修については、いろいろな研修があります。その中

で図書館の研修、本人がこういう研修を受けたいと

いうことを上川教育局のほうに申請しまして、学校

長を経由して申請が上がってくるわけですけれど

も、その結果、この研修については認めるというよ

うなことで、当初うちの町のほうとしても、男性が

いらっしゃるというような話だったのですけれど

も、結果この人が行きますという状況になって、女

性がいらっしゃるというようなことで、うちのほう

もびっくりしたのが事実であります。ただ、うちの

ほうもいろいろな事業の中で、研修という機会を通

して教員の質も上げてもらうことも一つですし、う

ちの図書館としても、そういう部分で子供読書推進

計画立てていますから、いろいろな意味で小学校と

の接点を持ってもらって活躍してもらえたらという

意味合いを持ちましてお受けして、現在に至ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 私、こういう質問なぜしてい

るかというと、ある町民の方からお電話いただきま

した。あそこに配置されている職員で、道の職員が

いらっしゃる。なぜあそこなのでしょうかと。今７

５０円の時間給、こういう説明もありましたよね。

これは町として負担行為はないと、こういうふうに

理解しているのですけれども、だからといって、

我々議会にも、それからいわゆる一般公開も、一般

公開っておかしいけれども、情報提供もしないで、

町民の方わかってませんよ、これ。一定の方はわ

かっているだけで、あそこに道の職員が配置されて

いるなんていうこと、だれも思ってないのですよ。 

 それで、これは上富良野町でなぜ受けなければな

らなかったのか、喜んで受けたのか、そんなこと

言ったら、当然喜んで受けたなんて言いませんよ

ね。私から言わせると、追つけられたみたいにしか

思えないのですよ。 
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 契約書、私拝見しました。１年間ですよね。これ

延長も可能なのですか。場合によっては、１年間限

りで区切って契約はしても、次年度に向けて再延長

も可能なのですか、これ。これ途中でもお断りでき

るはずですよ、これ。そういった部分も含めて、

ちょっと御答弁いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ８番谷委員の御質問にお

答えいたします。 

 今、谷委員が言われていた部分、かなり詳しく御

存じなのだなと思っておりますけれども、契約期間

は１年間、その間、問題等が絶対にないわけではあ

りませんから、そういう場合については、うちのほ

うからお断りすれば、お帰りになることもあります

し、ただ延長というのはございません。単に１年間

の研修ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） その契約書だか何だか知らな

いけれども、ちょっときのう拝見させていただきま

した。その中で、この方の前任地は、旭川の千代ヶ

岡小学校、こうなっています。それで当然道の教育

からの教育委員長なり、あるいは教育長なりの名前

で上富良野の町と契約しているのかなと、こう思っ

て見たら、全然違うのです。千代ヶ岡小学校の教育

長です。いわゆる甲の部分で、乙の部分白紙になっ

ているのです。上富良野はだれが受けているのです

か、これ。上富良野の教育長ですか、教育委員長で

すか、あるいは町長ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 ３時１６分 休憩 

午後 ３時１７分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩前に引き続

き、質疑を行います。 

 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ８番谷委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 きのう資料を見ていただいた部分については、案

ということで、相手がうちのほうの名称が入ってま

せんでしたけれども、原本については契約、教育長

名で契約行為、覚書程度のものですけれども、をし

ているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 何回も質問して申しわけない

のですけれども、では相手方が千代ヶ岡小学校の教

育委員長になっているのですよ。この点はどうなの

ですか。私、何かこうすっきり来ないのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ８番谷委員の御質問にお

答えします。 

 あくまでもコピーしたものは、相手から送ってき

たやつをそのままコピーしているものでして、原本

はしっかり、今確認してますけれども、間違いなく

契約をしているというふうに記憶しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 原本の相手だれだ。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） 済みません。申しわけご

ざいません。８番谷委員の御質問にお答えします。 

 相手先の契約者は、北海道教育委員会委員長若狭

洋市となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 本当なのですよね。そうなら

なければうそなのだ、それ。私に見せてもらったの

は、原本の前の案だと。見せていただけるのであっ

たらば、そんなもの見せてほしくないのですよ。そ

ういう原本を見せてほしい、正式なもの、だからこ

んな質問になってくる。 

 それで、先ほどもお話しさせていただきましたけ

れども、こういったことを、繰り返しになりますけ

れども、町の負担が発生、当然給与だとか、そう

いったものについては、道で持ってくれるのでしょ

う。だから町の負担は発生してないのだから、それ

は報告しなくてもいいのだと。議会の皆さんだれも

知らないのです、こんなこと。これ問題ないですか

ね、こういうこと。それは一切問題ないというお考

えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ８番谷委員の御質問にお

答えします。 

 非常に配慮を欠いていたなと、今反省していると

ころでございます。やはり所管委員の皆様、議員の

皆様には情報の提供をきちっとしていくべきであっ

たなということで、言われてから気がついたら遅い

のでございますけれども、深く反省をしているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １９９ページの江幌小学校

の学校図書のところですけれども、この資料をいた

だきまして、江幌小学校２１４冊廃棄処分にしてい

るのですね。それで、ここだけ現在の図書よりも１
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５６冊減らしているところですけれども、これにつ

いてはどういうふうなお考えで、ここはもう、現在

２,３３１冊あったのが、２,１７５冊にしているわ

けですね。あとはそれぞれふえておりますけれど

も、どういったお考えでこういうふうにされたの

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 実は江幌小学校ということで、廃棄数の多いのは

資料のとおりでございまして、実は平成２２年に図

書の管理検索システムということでコンピューター

化を図りまして、そのときに、実は今まできちんと

した棚卸等をやって、古い本ですとか使えない本を

整理すればよかったのですが、そのときにできな

かったということで、この際コンピューター化した

部分において、今年度整理した結果、今までのそう

いった部分が積み重なった部分で、結果として、こ

のような数字になりました。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、大体その基準に

のっとって棚卸はされて、こういうふうにされたと

いうことでわかりました。 

 それで、これはもう大体１００％、ほとんど学校

蔵書されましたですか、お尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 村上委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 今、１００％というのは、各学校の基準における

充足率のお話かと思いますが、今町内に６校あるの

ですが、充足率１００％に満たない学校につきまし

ては２校あります。 

 まず、１校が上富良野小学校、もう一つが江幌小

学校ということで、２校の状況にあります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員のた

だいまの御質問ですが、充足率上富良野小学校につ

いては約９７％、１００％近いわけですが、江幌に

ついては６１％ということで、蔵書の部分について

は、東中小学校と同じ冊数であります。生徒数で割

返すと、どうしてもパーセントが下がってくるとい

う部分がございます。ただし、数字の部分で出てき

ますので、今学校においては移動図書ということ

で、約４００冊それぞれ小学校のほうに巡回しなが

らやっておりますので、そういったものを勘案する

とともに、学校図書の充実の中で、こういった充足

率を高めるようなことを進めてまいりたいと思いま

すので、御理解のほどお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １８５ページ、中１

ギャップ問題未然防止事業負担というところであり

ますが、中１ギャップ問題ということであります

が、文字から想像するに、大体の想像はつくのです

が、どういった事業なのか、まず教えていただきた

いと思います。 

 ○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答

弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １２番岡本委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 この事業につきましては、平成２３年度限りとい

うことで、道内の第６区ということで、上川管内に

ついては、上富良野中学校を拠点にしまして事業

を、北海道のほうから委託を受けた事業でございま

す。事業費は決算のとおりでございますが、目的と

しましては、やはり小学校から中学校に上がると

き、その上がりをスムーズに行うということで、そ

れぞれそういったことに対しまして、小学校の先

生、中学校の先生、検討委員会を設けてこの申し送

り、それをスムーズにして早く中学校になれてもら

う、こんなようなことで、それ以外にも家庭環境調

査という様式がございますけれども、小学校５年生

から中学校、様式がばらばらだったのを、それを統

一化を図って、そういったスムーズに中学校に上が

れるようなことですとか、あと生活アンケートの実

施、それ以外にもいろいろやっておりまして、その

結果、費用は１４万円ですが、今言ったようなこと

で中１ギャップというものを解消すると。 

 あと学習会ということで、道の教育局から来てい

ただきまして、こういった学習会も行っていると、

こんな事業で大体の概要でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） この事業を通して、それ

でもなおこういうことをやって、結果スムーズにそ

の中１になられた生徒さんがいるとは思いますが、

それによってまた問題等があったという実績、また

はその効果というところで、なかなかはかりづらい

ところだと思うのですが、どういった効果があった

のかを教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １２番岡本委員の

質問にお答えしますが、正直言って効果という部分

については、なかなか測定がしづらい部分です。正



― 51 ―

直申し上げまして、中学校に行ってもちょっと休み

がちな子供実際いる分で、その件数が減っているか

というと、そうではございません。そんなようなこ

とを含めて、これはやっぱり課題というのはいつま

でもあるのかなと思いますが、ただしこの未然防止

事業、今年度、２３年度限りということもあります

から、事業がなくなったからしないではなくて、

せっかくの検討委員会もできてますし、そういった

ことを有効に活用しながら、少しでもそういった方

がないように、引き続き努力したいと考えておりま

すので、今言ったように検討委員会は継続しますの

で、道の事業がなくなったとしても、そういったソ

フト部分については継続してまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで９款

の教育費の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款公債費の

２３２ページから１３款の災害復旧費２３９ページ

まで一括して質疑を行います。 

 その前に、先ほど１１番今村委員の横断歩道の標

識の件がありましたので、建設水道課長より答弁い

たさせます。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １１番今村委員か

ら、先ほどの質問の中で、加藤新聞店の前の横断歩

道の件かなと思いまして、富良野警察署へ問い合わ

せしたところ、結果といたしまして、歩道の部分の

標識については、歩道標識と、または一時停止の停

止ライン、いずれかがついていれば、法令上問題が

ないということで、あの地点については、標識は撤

去するという方針を立てたようです。その結果、折

れた部分については改修して、その折れ口が子供と

か歩行者を傷つけないように、安全のためにセーフ

ティーコーン、三角コーンを今かぶせて保護してい

る。早々に撤去費が必要なのですけれども、現在の

予算、ちょっと措置費がすぐできないということ

で、ちょっとの間コーンで保護して様子を見るとい

うことで対応するという話を、回答をいただいてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 対面のやつは残ってます

よね。それも撤去するということですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 標識の根っこの部

分が埋まってますので、それを根こそぎ撤去すると

いう計画です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） そこの話は聞きました。

ちょっと対面なんて言ってしまったのでわからな

かったのですね。反対側にも同じやつがついてます

よね。こちらは撤去するという方針が決まったら、

向こうはまだ生きているやつもとってしまうという

ことですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 再度御説明いたし

ます。 

 今立っているものについては、あえて撤去する必

要がないので、壊れて折れてしまった部分について

は、再構築する必要がないということで、そのまま

折れた部分については、撤去する方針を決定したと

いうことです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど、一番初めに建

設課が言った一時停止と、その横断歩道の絡み合い

だと思うのですけれども、後からちょっと。とらな

いでいいというやつだと思うのですが、違うのです

か。建設水道課長、とらないでいいというのは。 

 横断歩道には、両方あるということなのでしょ

う。それが片方とって、片方とらないのかと言って

いるのです。それは一時停止の何かがあるからいい

ということなのですか。 

 建設水道課長、もう一度お願いします。 

○建設水道課長（北向一博君） 説明がちょっと悪

かったようで、もう一度御説明申し上げます。 

 ゼブラが入った横断歩道につきましては、通行す

る車両が横断歩道の存在を確認するために、三角形

の人が歩いている横断歩道標識を設置するか、ある

いは一時停止線を設置すれば、運転者に対する注意

喚起が済むということで、どちらかを設置する。両

方ともついている部分はあるそうですけれども、壊

れたそこの部分につきましては、４差路でない、Ｔ

字交差点だという判断をされたようで、壊れた部分

については、撤去して差し支えないという判断をし

たということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、先ほどの１

０款公債費、１３款災害復旧費の質疑に入ります。

ございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 済みません、わからないの
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でちょっと教えていただきたいのですけれども、２

３７ページから２３９ページにかかわります災害復

旧のところでございます。昨年、２３年度は本当に

毎月のように非常に大雨の被害があって、甚大な被

害を受けた年ではあると理解をしております。この

間、町債を発行して対応されたりとかしているとこ

ろでございますが、この２３９ページの産業振興課

のいわゆる農地の災害復旧費の部分に関してちょっ

とお伺いをいたしますが、７月の１４、１５集中豪

雨でのこの農地の被害、いわゆる農業施設小規模基

盤整備のところで、３９件ほどあるというところで

ございますが、これは町債としての対応なのです

か、それとも一般財源からの対応なのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 農地災害等につきましては、町費、単独費でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） このときに、農地ももちろ

んこれ非常に上富良野の基幹産業の大事なところで

ございますが、同時に９月の雨だったかなと思うの

ですけれども、まち中も相当商業施設を持つところ

も床上の浸水等々の被害があったのですが、それら

についての復旧の把握というのはされていらっ

しゃったのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

ですが、まず前段ありました農業の分野につきまし

ては、農道災害復旧のための５０％助成のルールを

持っておりましたので、その分の費用。 

 あとそれ以外の、商店街もそうですし、一般の住

宅等のいわゆる床下浸水になった部分、床上は今

回、昨年についてはありませんでしたので、床下に

入っている被害を受けた戸数については被害届とい

う、災害の被害状況報告ということで、上川総合振

興局には報告をしているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 農道のいわゆる災害復旧の

５０％ルールというところは、過日総務課長のほう

から御説明があったと思うのですけれども、農地も

もちろん同じような対応だと思うのですけれども、

そのまち中のほうからのやつは、申請があったもの

に関してのみということなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 金子委員の御質問でご

ざいますが、例えば一般住宅に床下浸水があったも

のについて、被害相当を町が補てんするというルー

ルはございません。ただ、被害状況によっては、い

わゆる建物共済等の保険の対象になるようなケース

がありますから、私どもで被害を把握して、被災証

明書等の証明を出すことについては可能でありま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで１０

款公債費から１３款の災害復旧費の質疑を終了いた

します。 

 なければ、以上をもって一般会計の質疑を終了い

たします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） あす５日は本委員会の

最終日で、各会計歳入歳出決算認定の特別会計と企

業会計決算認定の質疑、分科会ごとに審査意見書案

の作成、全体での審査意見書の作成、理事者の所信

表明、討論、採決の順で進めていただきます。 

 出席の際には、各会計歳入歳出決算書、病院事

業、水道事業会計決算報告書及び各資料等を御持参

願います。 

 あすの開会は、午前９時でございます。定刻まで

に御参集くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午後 ３時３９分 散会 
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平成２４年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２４年１０月５日（金曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１０号 平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第 ９号 平成２３年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第１０号 平成２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の質疑 

   (1) 国民健康保険特別会計 

   (2) 後期高齢者医療特別会計 

   (3) 介護保険特別会計 

   (4) ラベンダーハイツ事業特別会計 

   (5) 簡易水道事業特別会計 

   (6) 公共下水道事業特別会計 

  議案第 ９号 平成２３年度上富良野町企業会計決算認定の質疑 

   (1) 水道事業会計 

   (2) 病院事業会計 

２ 分科会ごとに審査意見書案の作成 

３ 全体審査意見書の作成 

４ 理事者に審査意見書を提出 

５ 審査意見に対する理事者の所信表明 

６ 討論と表決 

７ 決算特別委員会審査報告の件 

委員長あいさつ 

閉会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       今 村 辰 義 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       一 色 美 秀 君            委 員       岡 本 康 裕 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

町     長  向 山 富 夫 君     副  町  長  田 浦 孝 道 君 

教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより、決算特別委員会３日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（藤田敏明君） 本日の議事日程に

つきましては、さきにお配りしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 昨日に引き続き、平成

２３年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の特別

会計より質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２４１ペー

ジから２７９ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２６１ページの国保保険者

ネットワーク負担２６万９,５１６円、ここのとこ

ろですけれども、今までなかったのですけれども、

２３年度新しくこういうネットワークができたの

で、この負担金なのでしょうか。この利便性はどう

いったものがあったのですか、お尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ３番村上委員の

御質問に対して御回答いたします。 

 御質問の国保保険者ネットワーク負担のあり方で

すけれども、これは２３年度より、新たに国保連合

会を通じましてできました体制整備でございます

が、このネットワークを活用しまして北海道の国保

連等の情報等がスムーズに情報提供ができていると

いう関係で、システムの運営が行われているところ

でざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 初めてこのネットワークの

負担金払っているわけですから、どういうふうに活

用されたのかなということでお聞きしているのです

けれども、負担金払ったというだけで、どういうこ

とに活用されたのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ３番村上委員の

質問にお答え申し上げます。 

 この保険者ネットワークの部分につきましては、

先ほどお答えしましたが、北海道の国保連に加入し

ている保険者間の情報を相互にパソコン、ネット

ワークのほうを使いまして、それぞれの情報を、密

に情報を収集できるというような体制ができており

ますので、そういう部分でいきますと、それぞれの

国保連等を通じた細かな情報をお互いに相互で利用

できるという環境が整ったという形になっておりま

して、そういうような情報を密にしながら国保運営

の状況、もしくは運営のほうに生かしている状況で

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 新しい情報を使って国保運

営に、どういったところを生かされたのかなという

ことで、生かしていきたいということでしょうか

ね。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ３番村上委員の

質問にお答え申し上げます。 

 北海道内の各保険者の運営状況、それぞれ財政状

況など、もしくはその健診だとかの状況なども国保

連などを通じて情報を見れる環境が整ってございま

すので、そのような実績等の数値を生かしながら、

町の国保の運営のほうの健全な運営に今生かすとい

う形で、そういうような細かな数字を運営上の参考

として活用していきたいという考えでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２５０ページの税の徴収関

係についてお伺いいたします。 

 この意見書の中にも居所不明、生活困窮者という

形の中で、不納欠損処理がされております。また、

同時に滞納者については、当然のように納入しても

らうための体制づくりということで、納入に伺って

納めてもらうという状況も見受けられて大分改善

も、努力もされているということで見受けられま

す。 

 そこでお伺いしたいのは、近年やはり滞納があっ

て保険証を交付できない、かわりに短期あるいは資

格証明書という形で本人に発行するという状況があ

るかというふうに思います。現状では、この資格証

明書と短期証明書の発行というのは、本人が役場に

来てもらうということが原則になっているのか、そ

の現状についてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 
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○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 資格証明書、短期証につきしては、昨年度は新規

の資格証明書自体の交付はございませんが、現在７

世帯につきまして資格証明書の対象となっておりま

して、そのうち６世帯が国保ということで、１世帯

は国保有資格者外ということになっておりまして、

その部分につきましては、もう既に昨年度以前に交

付しているところですけれども、また、短期証につ

きましては、窓口に来た折に、やはり納税相談をす

るということで、窓口での来庁していただいて交付

ということで、昨年は前年度より１０世帯少ない３

３世帯ということで、また、そのうち３世帯につき

ましては、年度内の完納の見込みがある、既に完納

したということで解除しているという状況にありま

して、原則として、やはり窓口での相談を行いたい

ということで、来庁していただくように努めている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これは短期証明書にして

も、サービス制限条例にしても、踏み絵にするので

はなくて、あくまでもやっぱり納税を促すというこ

とが基本であって、サービス制限条例に結びつける

というようなことはされてないということわかりま

すが、それが基本だということですね。行政のする

側。 

 ことしの２月１２日に、道のほうから広域連合事

務局長様という形で、いわゆる国保に関する、各自

治体になるかと思いますけれども、短期証明書ある

いは資格証明書において、窓口のとめ置きについて

という形の文書通達が自治体に来ているのかわかり

ませんけれども、発行されております。これは６３

０３号という形で、２４年の２月１３日付で、これ

は広域連合の事務局長様という形になっているとい

う形で文書はあるのですが、そこには近年資格証明

書、あるいは短期証明書という形の中で、とめ置き

というのがありますと。本来保険給付というのは、

本人の生活と健康を守る立場から国民健康保険法と

いうのが設定されていて、その立場から、安心して

こういう方たちであっても治療に専念ができるよう

にという形の趣旨の内容だと私は解釈してまして、

そういう意味では、窓口でとめ置きするのではなく

て、速やかに交付しなさいというような、解釈の違

いかもしれませんが、そういう文書なのです、これ

見ましたら。そういった文書であれば、とめ置きす

るのではなくて、きちっと納付して届けると、そし

てそこで相談すると。こちらに来たときに相談する

というのではなくて、行って相談すると、そういう

ものが基本にあると。こういうことが多くの自治体

で見受けられるということで、改善しなさいという

文書通達なのですけれども、この点はどういうふう

に理解されているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 その通知文書については、ちょっと私のほうでも

今確認はできておりませんが、とめ置きしてはだめ

だよというのは、以前からもそのような話はあった

ところですが、とりあえず原則窓口で交付、通常の

一斉更新も含めまして、更新日には来庁願いますと

いうことで実施しているところでありまして、当方

としてはとめ置きは、通常の被保険者証の更新のと

きにも、未更新者に対しては文書を送って更新して

いただくように通知をしているところでありまし

て、また、短期証等におきましても、当然こちらか

ら、来られない場合、交付が切れた場合には通知な

どをしてますので、どうしても来れないと、日中

に、役場のほうにですね。その場合はいろいろと対

応の仕方はあるかと思いますけれども、現在のとこ

ろ、原則来ていただいて交付をしているというのが

現状でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この中には、国保税等の滞

納があっても、国民の国保の資格を有する限り、こ

れらの被保険者等が漏れなく被保険者に証明が手元

に届くような措置を講ずる必要があるということで

文章表現がされています。そういうことになれば、

そういう人たちは恐らく心めたさが、そういう状況

ですから、払えないということで、納められないと

いうことであって、なかなか来るのが、やっぱり来

ることができないということの話の上に立って、こ

ういう文書通達が出てきたのだと思います。そうい

うことを考えれば、そういうことも含めて、ただ待

つのではなくて、こちらから行って、訪問して手渡

すなり何なりかの方策、当然通達して来ていただき

たいということは、それはとても親切な行為であり

ますから、それは私は否定しませんが、ただそれで

もなおかつ来れないという人もいるのだろうという

ふうに思いますので、仮にそういう人たちに対する

どうするのかというところで、今回こういう文書の

通達が出されたというふうに、私はこの文書を読ん

で理解しておりますので、この点ぜひ改善する必要

があるのだというふうに思いますが、町長この点ど

ういうふうに理解されますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 
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 今、委員おっしゃるとおり、当然資格のある方に

ついては、その部分の保険証を持たなければならな

いということは大原則でございまして、当然納税の

相談で窓口に来られない場合は、当方から納税の部

分についての催告もしますし、その折りに、なおか

つ来ない場合には、訪問して相談する場合もありま

す。そのときに、いや実は保険証がないのだよね

と。いや、それについては、今相談をしたからすぐ

交付できますから、来づらいということが、今おっ

しゃっていたとおり、その部分でも来ないので、こ

ちらから訪問して納税相談というか、どのような状

況になっているかお伺いしたときに、その話はでき

たと。したら保険証はどうなのだと。いや、もう来

たらすぐ渡せるよと、そういう状況にはあるという

ことで説明もしておりますので、とめ置くというこ

とは、当然しないということでの事務はしておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうすると、窓口に来て、

いわゆる来るまで待つということはしないというこ

とですね。訪問して、そういった資格証明書や短期

証明書においても届けると、そこで納付相談をしな

がら手渡すということで理解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 常にそういうような対応を図るというのではなく

て、やむを得ない場合は、そのようなことで対応し

なければならないこともあると考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長、副町長でもいいので

すが、ぜひこの文書を入手してもらって、いろいろ

表現の違いだとか、解釈の違いはあるにしても、そ

ういうことをしなさいということが記述されている

ので、コピーも渡しますけれども、ぜひこの点を留

意して、やはりきちっと対応するということが必要

だというふうに思います。来て、来ないから渡さな

いというのではなくて、あくまでもこちらがやっぱ

り納付相談に行って、それに対応する。相手がいな

ければ、これは仕方ありませんけれども、相手が応

対できて、なおかつそういう相談ができるというこ

とであれば、こういった方法で渡すということが基

本だと思いますが、副町長どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 とめ置きの問題については、今担当のほうから申

し上げましたように、以前からいろいろと問題に

なっていることでありまして、私ども町としまして

もとめ置きをする、もしくはすべて出向いて渡す、

どちらかを選択すると言うよりは、非常にこの保険

証も身分を明かす証明書としての社会的に地域の中

でも重要な書類でございますので、理想は直接渡す

ということが極めて重要だというふうに考えている

ところであります。 

 一斉更新も含めまして、基本的には皆さんに直接

お会いして渡すと。原則は、役所に来ていただいて

渡すということをこれからも励行していきたいと思

いますが、今後のケースによって、来庁できない方

がもしいるとすれば、それは今後のケースに応じて

一番どれがいいのか、それは当然選択しながら、今

所管のほうからも説明申し上げましたように、ケー

スによっては、別な方法を講じることも必要だとい

う考え方で、これからも適切に対応していくことが

必要だというふうに認識しているところでございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２６４ページの保険給付費

についてお伺いいたします。 

 今、上富良野町では特定健診を含めたいわゆる保

健指導が徹底されておりまして、全国的にも全道的

にも受診率も高いという状況にあります。 

 上川管内では、和寒町が上富良野に次いで高いわ

けですけれども、そこで非常に早期発見だとか、予

防に当たっての、やはり今回その成果が出てきてい

るというふうに感じられる部分ということかどうか

わかりませんけれども、保険給付費が前年度から比

べて若干下がっているというような状況が見受けら

れるかというふうに、資料等を見ていましてもうか

がえます。そういう意味では、こういった成果と結

びついた、この保険給付の支出が削減されていると

いう形になっているのかなというふうに思います

が、この点、この２３年度の保健指導等の成果を含

めて、別な要因がまだあるのだろうと思いますが、

その点どうだったのかなというところをお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ４番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 ２３年度につきましては、国保の保険給付費自体

が前年対比７,０００万円か８,０００万円ぐらいの

低下になっている状況にあります。それで、やはり

大きな要因としましては、脳血管疾患、血管系の疾
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患による高額医療の方の減少があったというふうに

見ています。それ以外にさまざまな、例えば悪性新

生物の外来での費用額が上がってきているとか、さ

まざまな医療費の要因はありますけれども、総体と

して、早いうちに治療を開始して、そして悪化する

脳卒中の方とかや、心疾患におきましても、一気に

６００万円を使うのではなくて、ある程度、発作起

こす前に、既に予想してバイパス手術をしてしまっ

たりということで費用額が、一気にかかる費用が下

がってきている。安い段階で手術が行えるというよ

うなことの積み重ねが、給付費の低下につながって

いるというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） もう一つお伺いしたいの

は、若年層の健診をさらに向上させたいということ

で、今回等においても１６人、前年度から比べてふ

えているという形の成果の表も出ておりますが、特

にこの部分でのいわゆる将来やはり若い個々の世代

から治療、予防だとか健康にやはりそういう意識を

持ってもらえれば、やはり健康で日常の生活が送ら

れるような環境ができるわけですから、非常にこの

医療の部分においても、給付費の部分においても、

いい状態だと思いますが、こういう意味で、特にこ

の部分での指導強化された部分、あるいは前年度か

ら見て、若干ではありますが、ふえた部分というの

は、相当今までの健診の指導と違ったものがあるの

かなというふうに思いますが、この点についても、

また伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） ４番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 委員のおっしゃるとおり、上富良野町の健診の受

診率を支えている層は、高齢の方がほとんどです。

ただ、中身を分析していきますと、社会的にも若年

の方たちの健診結果のデータの悪化が危惧されてい

るところです。 

 当町におきましても、２０歳以上の方の若年者、

３９歳までの方のは、特定健診の中で組み込みなが

ら受診を受けていただけるような体制づくりをして

いるところです。 

 対象の拡大につきましても、各種相談、例えば赤

ちゃんの健診でお母さん、健康学習のとき、老人会

のときにも息子さん、娘さんにも来ていただけるよ

うな地道な活動をしながら若年層の受診率を拡大し

ていきたいという方法をとっております。 

 いかんせん、なかなか本当に来ていただきたい

四、五十代の方たちの受診率がまだまだ低いことも

含めて、若年層の活動も引き続きすることが、将来

に大きな影響を及ぼすというふうに思っています。 

 また、２３年度からは、学童のモデル健診という

形で、ライフサイクルに合わせた健診データの蓄積

によって、上富良野町町の健康を管理していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで国民

健康保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２８１ペー

ジから２９７ページまでの質疑を行います。ござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで後期

高齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、介護保険特別会計全般の２９９ページから

３２７ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３２５ページ、基金積立金

のところです。６万６,１８３円、これ基金の運用

状況、審査意見書をいただいております。ここにも

出ておりますけれども、４２、４３に出ております

けれども、一応積み立てはしてますけれども、年度

中に使用してゼロということになっているのですけ

れども、これはどうなのでしょうか、残高ゼロでも

心配ないものなのでしょうか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ３番村上委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 今お話のあった基金につきましては、介護従事者

処遇改善臨時特例基金ということで、この制度につ

きましては、実は平成２１年の介護保険法の改正に

よりまして、介護職員の処遇改善ということで、介

護報酬が３％程度上がった経過にあります。このよ

うなことから、保険料への負担軽減ということで、

このような基金を国のほうからいただきまして、町

のほうでも積み立てて介護保険料の軽減を図ってい

るところです。 

 それで、この国からの支消のルールといたしまし

て、平成２１年度全額、２２年度２分の１、２３年

度におきましては、ゼロというようなルールで繰り

入れられていることから、今回このような積み立て

はゼロという形になったところでございます。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 国の方針でそういうふうに

変わったということですけれども、それなものです

から、やっぱりこれ支消してゼロというふうにした

のですかね。そうではないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（岩崎昌治君） ３番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 先ほど、北川主幹のほうから御説明申し上げてま

したように、この介護従事者処遇改善臨時特例基金

は国のほうから、先ほど言った平成２１年度の３％

上昇分の全額、２２年度分の保険料上昇分の２分の

１の部分を２０年度末に国のほうから交付して、町

のほうでは基金に積み立てて運用しなさいというこ

とになってまして、その内訳として、直接１号被保

険者の保険料上昇を抑えるために充てるお金と、国

がそういう措置をしましたよということを１号被保

険者にお知らせしなさいという周知経費、いわゆる

介護保険料決定の際に、うちの町は国でこういう措

置を講じましたよというパンフレットを購入した

り、また、印刷物にすり込んだりということをしま

して、その分の経費、２１年度、２２年度にかかっ

てまして、その分もしくは国で算出した基礎額より

も、町として使わなければ、国に返しなさいという

ルールに当初からなってございました。 

 ２３年度で、この町で積んだ基金は、２３年度末

をもって解散するということで、この残高６万６,

１８３円を一度基金をゼロにして、解散しまして、

その分を特別会計に繰り入れまして、この分を実は

２４年度へ６万６,１８３円を繰り越してます。２

４年度中に、国の求めに応じて返すようなことに

なってございます。それで、この基金の残高はゼロ

ということになってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３１８ページです。施設介

護の給付費等についてお伺いいたします。 

 この意見書等を見ますと、在宅介護等において

は、前年度から見て件数等が減っているという状況

になっています。予防給付においても、若干前年度

から見て減っていると。逆に、施設サービス費がふ

えるという状況になっているかというふうに思いま

すが、この在宅サービスの介護給付費の一番マイナ

ス要因、件数等が減ったというのは、どういう状況

の中でこういう状況になっているのか、この点お伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（岩崎昌治君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 介護認定者数等々は、介護予防事業等の効果もあ

りまして、認定者数自体は、ここ近年伸びていない

のが現状でございます。その中で、施設サービス費

については、伸びている部分については、施設に入

所されている方の若干の介護度の重度化があるのか

なというふうに考えてございますし、ほかの在宅

サービスや介護予防サービスの観点でいきますと、

介護予防以前の皆さんの健康意識の高まり等々か

ら、皆さんの健康の努力もされていることもありま

して、介護認定をもしか受けられても、サービスも

満度に使うのではなくて、その方に合った必要な適

正な介護サービスを受けられた結果だというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あわせてお伺いしたいの

は、この介護度の認定状況を見ますと、いわゆる要

介護３から要介護４、要介護５という形の中で、こ

れは重度化というか、重症化する方というのはふえ

ているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（岩崎昌治君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 いわゆる要介護３から５の認定者数は、うちの町

で言うと、ほぼ横ばいの状況にはなってございます

が、施設と在宅のサービス給付費という内訳の中で

見ると、その年によって変動はありますけれども、

施設の中で重度化のほうへ向いていく傾向があった

りとか、当然亡くなられたり転出されて、また新た

な要介護認定者が出るといったところから、変動は

ございますけれども、ここ２年ぐらいは横ばいの状

況になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その上に立ってお伺いした

いのですが、今後その施設サービスという形で施設

に入所される方も多いという形で、上富良野は今後

小規模の多機能型の施設の建設の話も、設置の話も

あります。痴呆症だとか、デイサービス等で日常的

に生活してもらうということの介護計画にのっとっ

た計画だと思いますが、今後上富良野町で高齢化率

が高くなるという状況の中で、必要最小限の充実し

なければならないサービス等が課題になってくるの

かなと思いますので、私自身そこら辺ちょっとまだ

よく勉強不足でわかりませんので、担当者の方で、
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やはりこの点は必要最小限、今後そういうものに対

応する上で必要だというのが見えている部分があれ

ば、お話しいただければというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（岩崎昌治君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今年度から始まりました第５期介護保険事業計画

書の中にも書かせていただいたように、うちの町に

おいても、在宅にいて、それからすぐ施設にではな

くて、地域密着型サービスとして、地元に根差した

在宅と変わらない生活、あるいは在宅からそういっ

た介護サービスを利用しながら、なるだけ住みなれ

た地域、自宅で過ごしてもらう、住んでいただくと

いうような観点から、小規模多機能事業所とグルー

プホームのワンユニットの必要性を感じて、５期計

画の中に載せていただいているところですので、介

護サービスの充実という点では、そこの充実と、あ

と今既存の在宅サービスを今の制度の中でさらに拡

充といいますか、充実させる部分があるのかどうか

を検証しながら、在宅サービスを中心に、その地域

密着型サービスも充実させていきたいなというふう

に考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） グループホーム等について

は、近年美瑛だとか近隣に、上富良野にはワンユ

ニットありますけれども、そこはなかなか指導も入

るという状況の中で、将来的に、このグループホー

ム等の設置等については、介護計画等にも載っては

いますが、早急な対策という形で充実される必要が

あるというふうに思いますが、この点についてはど

うでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、担当のほうからも申し上げましたように、第

５期計画の中でグループホームの整備だとかについ

ても位置づけさせてもらってございます。必要性と

いった部分では、必要だということでの認識で計画

に位置づけさせてもらっているところですが、従来

からも申し上げてますように、民の力をかりた形で

整備を町としては考えてございます。ただ、民には

託すと言いつつも、その民が利用者にきちっとした

ケアがされるところなのかどうなのかといった見き

わめも必要でございます。そういったことの見きわ

めも判断した中で、そういったものの整備をしてい

かなければならないなというふうに考えてございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。ございませんね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで介護

保険特別会計の質疑を終了します。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３２

９ページから３５１ページまでの質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３４５ページ、デイサービ

ス、近年利用者もふえているという形の中で、現場

を見ましたら一定の使用人数という形で、相当狭い

状況が見受けられます。非常に窮屈で、なかなか一

定の２０人だとか入るとぎりぎりという形になっ

て、そう簡単には整備できないにしても、利用者が

安心して日常の生活を送れるような、１日過ごせる

ような、そういったものの考え方等についてはどう

なのかなというふうにいつも見ているところなので

すが、いわゆる現状、これからも利用者が多くふえ

る可能性がありますが、実績見ますと若干減ってい

る部分もあるかというふうに思いますが、今後も含

めた今後の対応等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 デイサービスセンターにつきましては、現在定員

２５名ということで決めておりまして、実際利用人

数につきましては、過去も見た中では、１８.５人

が最高の数字になっておりまして、現在、平成２４

年度におきましても２０人前後ということで、毎日

の平均としては、５名ほど少ない状況になってござ

います。 

 今後土日の利用とか、日曜日はないのですが、土

曜日の利用とかふえた場合においては２７名とか、

そういうことも考えられますが、実際には入院と

か、私用とか、体調が悪いとかで２０名という数字

になっておりますので、その状況を踏まえながら、

必要が生じた場合におきましては検討していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後の特養の考え方なので

すが、町では方針として、将来的には、これも譲

渡、民間委託という形の話があります。実際今後、

今回の介護計画には載ってないのですが、特別養護

老人ホームの増床の件についてお伺いしたいのです

が、在宅を今後重視して、なるべく施設に結びつか

ないようにという形で、予防にも健康という形で対

処されて、そういった対象づくりという点では、一
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定前進している部分があるのですが、実際にやはり

施設に入所しなければならない、あるいは高齢化の

中で、本人もみるのがやっとという形の方がふえつ

つあるのかなというふうに私自身判断しておりま

す。 

 そういう意味では、現在の５０床等において、そ

れを現状のまま続けていくとなると、これで十分足

り得るのかどうか、十分なのかというところで、い

つも私自身ちょっと迷っているところなのですが、

現場サイドとして、こういった問題についてはどう

いうふうにとらえられているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 現在ラベンダーハイツの特養につきましては、５

０床ということでなってございますが、過去におき

ましても５０床を超えて、平均という数字にはなっ

てございません。現在も４月から８月の平均で４６

名ということで、４名入院している形もありまし

て、平均的には、５０名に達していない状況がござ

います。 

 また、在宅の待機者につきましても、現在７名の

方がいらっしゃいますが、その中でも緊急で特養の

ほうに入らなければならない方が現在いませんの

で、そういう方が出てくれば、利用すること考えら

れるのですが、今のところそういう切羽詰まったよ

うな状況までは至っていないというのが現状でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 将来的には、そういった形

で推移するということではないですよね。これは将

来ですからわからないのですが、現状で言えば、そ

ういった形ではあるけれども、将来的には不透明な

部分というのはありますよね。その点お伺いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 確かに不

透明な部分はあります。その辺につきましては、今

後の推移を見きわめながら、保健福祉課のほうとも

協議しながら状況を見きわめて、その介護の計画の

中で、また考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 全般的なことで、賃金等の

話なのですが、毎回しておりますけれども、何回も

言います、私懲りずに。やっぱり生活を守るという

意味で、本当に臨時等の方が、きょう調べたら残業

してようやっと２０万円とか、そんな感じなので

す。残業しなければ、もう本当に１５万とか１０万

とかという形の中で、本当に生活せざるを得ないと

いうような状況が、この上富良野でも生まれており

ます。 

 町は行政改革という形の中で、本当に低賃金で抑

えようということでやっておりますが、逆にそれが

アウトソーシングだとかという形で賃金が抑えられ

て、働く人にしわ寄せが行っているという状況にな

ります。こういう人たちが本当に２０年、３０年働

いても、ようやっと２００万か、その届くかどうか

というような状況なのかなというふうに思います

が、今後まだそういった意味では十分臨時で、ある

いは賃金で働いている方の処遇の改善というのは、

当然必要だと私考えているのですが、この点お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の賃金体

系についての御質問に、私のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 実は総務課において、それぞれの職種に応じた賃

金体系を総括的に担ってございますので、私のほう

から回答させていただきたいと思っていますが、い

わゆる社会問題になっておりました、介護職場を中

心とした職に応じた賃金体系になっていないという

ようなことが、この３年ほど前からあります。先ほ

どの国においての介護職場のいわゆる処遇改善資金

等も、その制度になったところであります。 

 本町におきましては、特に介護職場のいわゆる介

護士さんを中心に賃金体系を昨年度から大幅に改善

をさせていただきました。中には、いわゆる扶養の

範囲で勤めたいという方もおられますし、また、こ

の職を中心に生活を担いたいというような方もおり

ますので、それらの状況も加味しながら、いわゆる

スーパー介護士というふうに呼んでいますが、それ

らの処遇改善を大幅にとったところであります。 

 もちろん、十分ではないという御指摘も参考にさ

せていただきたいと思いますが、いずれにいたしま

しても、そのような改善を図りながら、介護職の一

定の定着化を今図っているというところであります

ので、御理解をいただきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３４３ページ、ラベンダー

ハイツの一般管理費ですけれども、ここのところは
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４５４万３,０３３円ふえております、昨年と比べ

まして。その前に、この決算の資料をいただいてお

りまして、資料１７、これをちょっと見ていただき

たいと思います。ここで、今給与の話が出ておりま

したけれども、逆に一般管理費のほうは４５４万円

ぐらいふえているのですけれども、給与のほうが、

逆に昨年と比べまして３７万円ぐらい下がっている

のですね。これいただきました資料を見ますと、４

９人ぐらいの方が、職員が勤務されている状態のう

ち、臨時職員の方が３５名ほど、このいただきまし

たこの資料１７を見ていただきましたらわかるかと

思いますけれども、デイサービスのほうは別としま

して、デイサービスが１３人でございますけれど

も、それで今正職員が１４名で、３５人が臨時職だ

ということで、これで昨年処遇改善をした後、給与

は少し見直しをしたのだとおっしゃいますけれど

も、やっぱり臨時の方というのは、１０カ月働きま

して２カ月お休みをします。そして、また新しい人

になるんじゃなくて、同じ人がまた採用されて、

ずっと勤続して働いていくわけなのです。そうする

と、だんだん仕事もなれて経験も積んでまいりま

す。そうすると、かえって正職の方よりも、この臨

時職の方のほうが仕事ができるという、そういう方

もいらっしゃるわけなのですね。それにかかわら

ず、なおかつ給料が、今米沢同僚委員もおっしゃっ

ていましたけれども、２０万にも残業してもならな

いと。それで常時職員が欠員の状況で、防災無線で

いつも公募しておりますけれども、一生懸命働いて

臨時職の方、こんな３５名、全体４９名で、こうい

う構成の中で、ここのこういった臨時職の方を多く

採用して構成しているというのは、やっぱりいずれ

時期を見て、ラベンダーハイツは民営化ということ

で進んできたのは、町長も職員の方も御存じだと

は、知っていらっしゃるとは思いますけれども、こ

ういう状態を続けていくならば常時職員が欠員し

て、この臨時職の方の給与、こういったもの、決し

てだから幾ら一生懸命働いても正職員に上がってい

けないと、じゃあやめると。大変いい人がいらっ

しゃいましても、そういうふうにやめていくわけな

のです。こういう人方は、専門学校を出まして資格

持っているのですね。にもかかわらず、今正職で入

れてませんのでね、全部臨時職で入れてますから、

だからこういう中途半端な状況になっていて、大変

ここの構成を見ると、やっぱり時期を見て、私は法

人化の民営化に持っていくべきでないかと思うので

すけれども、その点どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ３番村上委員の御質問に

お答えします。 

 民営化方針がコンクリート状態になっているとい

うことでございませんので、誤解のないように、ひ

とつ御理解賜りたいと思いますが、経営形態をどう

いう形が一番いいのかについては、これは幅広く、

民営化も排除せず議論をしなければならないとい

う、そういう認識でいますので、と言いながら、こ

ういう地域の中で、特に都会へ行きますと、ほとん

どが法人経営というのが、多くが実態でございます

ので、そういう中で、公設公営で今後ともやってい

けるのかどうかについては、これはまた経営の観点

からも見なければならないと。 

 それで一番大事なのは、施設を御利用いただいて

いる入所者、もしくは通所で御利用いただいている

方々へのそういう本来のサービスが経営形態によっ

て変わるということであれば、これは大変大きな問

題でございますので、そういうことにも問題なく経

営形態を移行できるかどうか、公営としてこれから

も続けられるのかどうかについては、これは幅広く

検討しなければならないという課題でございますの

で、そういう観点で、行政としては、今現施設を将

来どういうふうにすることが永続的に維持できるの

かということで議論してますので、あくまでも、繰

り返しになりますけれども、民営化方針を決定して

いるということでございませんことをひとつ御理解

賜りたいと思います。 

 今るるいろいろ説明ありましたように、私どもも

今申し上げましたような観点で、職員を採用するこ

とでいいのか、定数外職員として採用するかについ

ては、きのうも御説明申し上げましたように、いろ

いろな観点から責任を果たせる状態を維持するため

の決断を、またさらにしていきたいと思いますの

で、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ラベンダーハイツ、特養の

方向性も今考える時期に来ていると思いますので、

よろしくお願いしたいと。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これでラベ

ンダーハイツ事業特別会計の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、簡易水道事業特

別会計全般の３５３ページから３６７ページまでの

質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで簡易

水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３６９ペー

ジから３８７ページまでの質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３８５ページの建設事業費

で、浄化センター等の改築等の更新、実施設計等、

建設施設業務の委託業務という形で、施設整備のた

めのという形だと思いますが、この意見書を見まし

たら、将来的に人口が減るということは私望みませ

んけれども、向こう１０年間たどりましたら、処理

区域内の人口だとか、水洗戸数というのはどういう

ふうになるのかというところで押さえられているの

か、まずこの点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 下水道事業につきましては、当初計画が四つの沈

殿処理池を設ける計画としてスタートしております

けれども、途中で見直しまして、現在三つの池で当

面しのげるだろうということで事業の見直しを行っ

ております。 

 この人口規模につきましては、総合計画に基づき

まして、たしか１万５００人の人数で、減少という

ことを前提として計画を見直してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうすると、この三つの槽

でも十分間に合うということの話かと思います。現

状見てましたら、今町でも定住移住対策の中で、人

口をなるべく減らさないでふやすという方向があり

ます。そういう意味では、今この無駄なものではな

くて、人口に合わないような建てて、富良野なんか

１回新聞なんか出ましたから、上富良野町において

も、やはりきちっとした推計のもとで、こういった

ものは整備される必要があるかというふうに思いま

す。 

 もう一つお伺いしたいのは、今後、この計画では

浄化センター等そのものが老朽化してきているとい

うのもありますので、こういったものも含めた施設

整備、あるいは今後の計画等というのはどういうふ

うになっておられるのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の今

後の維持管理、更新の部分の御質問かなと思います

けれども、現在国のほうの制度といたしまして、い

わゆる道路とか橋とかいろいろな施設含めて、公共

財につきまして、できるだけ長寿命化を図って財政

負担の平準化といいますか、そういう方向で進んで

ございます。 

 下水道もそういう制度がありまして、現在中長期

の更新計画につきまして、部分的に補修を加えるこ

とによって施設の寿命を延ばし、なおかつ更新時

期、国全体としての更新時期が余り重ならないよう

にという施策のもとに、町も同調して実施してござ

います。 

 現在、平成２２年度から順次先に稼働した、平成

４年度に稼働した部分の更新時期が来てございます

ので、その部分につきまして、長寿命化を前提とし

た更新事業を現在実施中でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで公共

下水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算認定について

の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。再開時間を１０時２５分と

いたします。 

─────────────── 

午前１０時０８分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 続いて、平成２３年度

上富良野町企業会計決算認定について質疑に入りま

す。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １３ページの水道事業費の

中で、漏水調査費という形で毎年予算が計上されて

いるかというふうに思います。現状では調査をしな

がら、すぐそういう原因がわかれば手立てを打って

対策を講じていたかと思いますが、この２３年度に

おいては、調査して漏水箇所等を何件実際対処、発

見されたのか、わかればお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 平成２３年度の

漏水関係の修理の件数は、１８件であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 埋設してあります水道管、

配水管等そのものが、もう地域によっては古くなっ

たりだとかという現状があるかというふうに思いま

す。それに基づいていろいろ行政のほうでは、担当

課としては計画も立てられて、それに基づいた補

充、埋設等も行い、また、道路の改修と合わせて現

状では整備を行っている状況かというふうに思いま
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す。 

 今後この埋設する老朽化している、もう既に古い

という配水管等がかなり実態としてはあるかという

ふうに思いますが、大体何年ぐらいで、追っかけま

た古くなれば、また直さなければならないというふ

うになるかというふうに思いますが、大体大まかな

めどとして、そういった配水管の古い箇所等につい

ては、めどとして大体どのぐらいでおおむねこの修

繕がなされようとしているのか、この点をお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 今、上富良野町の水道管、全体で約９５キロほど

ございまして、そのうちの昭和４７年から昭和５０

年の間に布設された水道管が約３８キロございま

す。水道管の耐用年数が４０年でありますので、

ちょうど今４０年を迎えている時期にあるところで

あります。そのうち、既に水道管の布設がえをした

ところが約６キロございまして、残り今現在で、平

成２３年度の段階で老朽管として残っているもの

が、約３２キロほど残っているところであります。 

 直した数字については、１５％直しているという

状況でありますけれども、まだ約３０キロほどの老

朽管があるという状況であります。これを毎年今後

も修繕を、布設がえをしていかなければならないの

ですけれども、今現在、道路部局の舗装の工事とあ

わせて水道管の補修を実施させていただいてますの

で、上の舗装をめくる費用ですとか、そちらのほう

が水道の立場で言うと、大変安くさせていただいて

いるという状況があります。そんなことも含めまし

て、水道のほうでは、毎年２,０００万円程度の布

設がえの計画を立てて実施しているところでありま

すけれども、いかんせんこの約３０キロの水道管を

直していくとしましても、年数的には、まだ２０年

ぐらいの年数がかかるということになっているとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで水道

事業会計の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、病院事業会計全

般の質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７ページ、ここのところの

介護療養型老人保健施設のところですけれども、こ

こが人数で６.５％減、収益で３.３％、前年対比で

４５３万１,６６６円だということですけれども、

ここの部分が減少というのは、ちょっとどういう要

因なのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ３番村上委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 老人保健施設の収益の関係でございます。これに

つきましては、基本的には、私どもまず結論から申

しますと、満床で稼働しているというふうに認識し

ております。ただ差違が出ますのは、やはり入所す

るに当たりまして、いっとき病気になられて、老健

のほうから一般に移るケースとか、また、そして

戻ってくるとかあります。それと、その中で次の方

がお入りになる場合、一定程度症状に合わせた中

で、いつタイミングよくお入りいただくかとか、そ

ういう見きわめが非常に必要になってきます。した

がいまして、そういうような見きわめの長短という

のが、どうしても入所者の状況によって出てきます

ので、そういう中で差違が出てくるということであ

りまして、必要以上に極力現場としては速やかに入

所させる手続、院内には入所の検討委員会も設けて

ございますので、その中で速やかに医師、あと現場

の師長等と、あと私どもも入りますけれども、そう

いう中で速やかな入所をする体制は、考え方持って

日々進めておりますが、先ほどのような状況で差違

が出るということで御理解いただければと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） その検討委員さんというの

は、どういうメンバーで構成されているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいまの質問

にお答えします。 

 まず、常勤医師３名が、まず入ります。それとあ

と師長と老健の責任者と、あと私ども事務方が入っ

て検討をするという内容になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員よろしいです

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３ページにかかわるとこ

ろなのかなと思うのですけれども、今年度も昨年度

から比べますと非常に病院の事業費のほうを抑え

て、かなりの努力が見られるなというふうに思いま

す。その中で、給与費の中が下がっておりますが、
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これは恐らく常勤医の交代に関するところかなとい

うふうに思われます。今後において、継続可能に引

き続き旭川医科大学との関係を良好にしていきなが

ら、常勤医の確保並びに出張医の確保というものが

どのようなことになっているのかちょっとお聞かせ

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員の

ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 まず、基本的に給与費の関係でございます。それ

の減となった理由につきましては、手当の関係でい

きますと、人事院勧告の減とか一般的なものです

ね。あと、加えまして退職手当組合の負担金の精算

年でなかったというようなことが、まずルール的な

ものでございます。 

 それと、あと報酬の関係では、常勤医が昨年、２

３年４月から着任いただいたという中で、出張医が

必然的に減となってくる状況でありました。 

 それと、あわせまして出張医師の確保につながり

ますが、全国的に研修医の制度が変わった中で、な

かなか大学の医局にとどまっていただける、集まっ

ていただける先生方が、全国的に減少傾向にある中

で、何とか支援をいただいて、特に日中の業務もそ

うですけれども、特に一番大事な宿直業務をきちっ

と担っていただくことで、常勤の医師の要するに負

担を軽減するというようなことの観点で要請してお

りますが、先ほどの医局自体の医局員が減少してい

るということも事実でございますので、そういった

中で、一定程度我が病院としての過重がちょっとか

かる部分と、あとあわせて３内のほうから、第１外

科もございますけれども、そういう中で何とかその

可能な範囲で支援をいただくように努めているのが

現状であります。 

 そういう中で、なかなか出張医師がどうしても減

になってくる部分が、今あるのも実態ですので、そ

こら辺につきましては、引き続き町長を初めとする

いつも要請行動も行っておりますし、また、日ごろ

の医局との連携、あと直接来られている先生方との

やはり密接な関係を大事にしながら、少しでも来や

すい、出張しやすい環境づくりに現場としては努め

ていきたいと、そういうふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ただいま答弁ありましたよ

うに、本当に日ごろの職員間、また、医師間のその

意思疎通というか、気持ちのやりとりが非常にいい

ということも評判を聞いておりますし、現に私も出

張医の先生とお会いしたときには、非常に環境が

整っているということも伺っておりますので、引き

続きこの件につきましては、本当に職員一同、一丸

となって御努力していきながら、旭川医科大学との

さらなる連携を深めていただきたいと思います。 

 あわせてお聞きしたいのですが、看護師及びＰＴ

Ｅなど、そういった医師以外の医療従事者にかかわ

るところで、これから５年１０年とたっていくと、

当然今いらっしゃる臨床検査士ですとか医学療法士

ですか、その方たちも更新の時期になってくると思

うのですけれども、その方たちの経過年度について

の補充等々についての部分というのは、どのように

今考えてらっしゃるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいまの御質

問にお答えしたいと思います。 

 基本的には、まず看護師等の関係では、日々働き

やすい環境、それに既に御案内のとおり院内保育で

すとか、そういう部分も含めて受け皿の部分で、ま

ず受けやすい、勤めやすい環境づくりに基本的に努

めたいと思います。 

 あと、あわせまして御質問の中にありました検査

技士ですとか、そういう方々が大分退職に近づいて

きているというような部分では、当然途中、検査技

士も途中３名体制にしたりもしてますけれども、そ

ういう計画性を持っていかないと、なかなか確保で

きる人材ではないと思っておりますので、特にあえ

て言いますと、薬局あたりですと１人職場というよ

うなこともございますので、そこら辺については、

区切りよくぽんぽんと入れかわれるという現場の性

格でもございませんので、そこら辺は必要な手立て

として、場合によっては、要するに確保対策をさら

に前倒すなり、人材の要するに確保に向けては、よ

り神経を使いながら退職に向けた新たな確保に向け

て努力していかなければならないというふうに考え

ておりますので、そういうような考え方で、現場の

ほうとしてもアクションを起こしていくような体制

を整えていくような形で進めたいというふうに考え

ています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。今

ちょうど聞こうと思ったところ、答弁の中に入って

いたのですけれども、看護師の確保と定着のため

に、院内保育を今充実させておりますが、今現在院

内保育に通っていらっしゃる人数と、その保育士の

数を教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長、答弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

 今現在町立病院の院内保育所に通っている保育児
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は６人です。先生につきましては、保育士が７人、

全員有資格で対応しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） その保育士７人ということ

で回しておりまして、たしか前年度からですか、国

のきちっとした補助が受けられるということになり

ます。このことにより、やっぱり一つ大きな看護師

確保の成果何かあらわれたようなことというのは、

具体的にあれば教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど、次長のほうから人数等御報告申し上げま

したが、その子供さんの内訳を見ますと、正看護師

が２名ですか、それと臨時が２人、臨時のほうは職

種含めますと３人になりますね。そういう中で子供

さんを預かっているということで、基本的には正職

員もそうですが、臨時の方々も、その臨時という勤

務体系の中で、子供さんを預けることで職場に復帰

できているというような現状がございますので、そ

れがまさしく人材確保の受け皿としてやっている院

内保育が効果を発揮している点だというふうに思っ

ております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 医業収益の点について、１

２ページお伺いいたします。 

 前年度から見ても、落ち込んでいるという形に

なっています。入院についても、客数についても変

動があるということです。これは医師数とのかかわ

りの中でも大きく要因している要素も、全部ではな

いと思いますが、患者さんですから、相手次第のこ

ともありますので、そういった部分についてどうで

しょうか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 特に、今回医業収益のほうで、入院を中心とする

落ち込みがあったということであります。御存じの

とおり、数年前までは常勤医師も４名という中で、

１名が減になって以来、３名体制を継続することに

何とか力を注いでおりまして、一方では、その３名

というのは病院を、あの施設を運営する上で、もう

最低限の人数でもあります。そういった中で、既に

御案内のとおり、内科医を中心として変動、退職さ

れたりとかいろいろあった中で、なかなか常勤が定

着するまでの間の、要するに病院としての診る力と

いいますか、そういう部分が非常に不安定な状況で

ありました。そういう中で、結果として外来、数値

を見れば、外来のほうはそんな大きな落ち込みでは

ないと思いますが、入院を中心として、そういう診

る部分での不安定要素があって、結果的には入院の

減につながっていったものというふうに大きな要素

としては考えております。 

 それ以外、どこの病院も比較的、聞きますと最近

患者数が減っている傾向にあるということも聞いて

いますので、それがまた別な意味で、どういう要因

かというところまでの分析はなかなかできづらい部

分もありますが、そういう前段お話しした部分が大

きな要素かなというふうに思っております。 

 あと、いずれにせよ私ども最低限の３名につい

て、先ほどの御質問とも関連するのかもしれません

けれども、極力常勤医師の負担軽減を図りたいとい

うふうに頑張っている中で、必ずしもそうなってな

い状況も、先ほどちょっと御説明しましたが、何と

か事務方としては、そこら辺をスムーズに働きを強

めることで、何とか確保していきたいというふうに

考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 現状について、おおむねわ

かりました。 

 それで、次にお伺いしたいのは、交付税との関係

で、いわゆる病院の再編計画等があったときに、病

院のベッド数、交付税等が減額されるということ

で、５年間限度でという形になって、ことしあたり

なのでしょうかね、もう期限が切れるという形に

なっているのかなというふうに思いますが、その後

のこれ対応等について、大きくやっぱり経営にもか

かわる話でありますので、その後のどういうふうに

現状でなっているのか、その点お伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 特に、多分交付税の関係ですと、老健に転換した

部分の交付税の措置だと思いますが、それにつきま

しては、普通交付税の中で、３６床を２８に転換し

たわけですから、その分が４４に、今は一般病床で

すけれども、それを転換後の経過措置としては、２

０年に転換しましたので、２１年から２５年までの

５カ年ということで、８０床について経過措置で引

き続き見ていただけている期間であります。 

 それで老健につきましては、転換のときに補助も

いただきながら施設の改修整備も行ったわけですけ

れども、それが幸い安定稼働というようなことです

ので、それ以降については、引き続き老健としての
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収益をきちっと確保していくということが病院に求

められていることかなというふうに思っておりま

す。交付税の措置上は、そういうような状況になっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ５年限度という形の中で、

特例という形で交付されているかと思いますが、聞

きましたら、引き続き町のほうでは、この限定的な

交付税をまた引き続き交付してほしいという要望も

出されているということの話も聞きました。そこは

どういうふうになっているのでしょうかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいまの質問

にお答えしたいと思います。 

 ただいまの質問につきましては、不採算地区病院

としての外れた部分に対することかと思いますが、

その点で答弁させていただきますと、そちらのほう

も基本的には要綱が改正になりまして、結果的に

は、くしくも２１年から影響を受けるというような

ことになりました。それにつきましても同様に経過

措置ということで、国のほうで見ていただけたのが

２１から２５年までの５カ年の対応でございます。 

 それ以降につきましては、経過措置のさらなる何

らかの対応を求めていきたいというふうに考えてお

りますが、少なくとも新しい、経過措置５年ですか

ら、そのままですとなくなってしまいます。ただ、

新しい切り口とか、そういう観点の中で地方の公立

病院が、要するに頑張っていくためには引き続き、

それと仮に別でも、引き続き支援というのはいただ

かなければならないということを考えておりますの

で、今北海道と調整もしながら、新しい切り口の中

で要件として認めていただけるものがないかという

ふうに今模索しておりますので、ただいまそういう

ようなことを事務方の作業としてすり合わせをしな

がら進めようとしているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 非常に大事な部分で、経営

にも本当にかかわる話ですから、それはよく自治体

としても、そういったいわゆる広域病院のそのあり

方という問題でも矛盾点がたくさんあるわけで、当

初担当者等にお聞きしましたし、そういうものも含

めて貪欲にやはり、この病院がなくなったら本当に

上富良野大変な状況で、富良野まで行けといったっ

て、行ける人はいけるかもしれない。多くはやっぱ

り高齢化になればバスの確保、交通手段の確保とい

う点でも困難になりますし、近間にあって、なおか

つベッドがあるということは、本当に非常にいい環

境の中でいるわけですから、こういった点も含めた

中で、ぜひ要望を引き続きぜひお願いしたいと思い

ます。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる老人保健施設が

いわゆる転換されたときの手段として、収益性が上

がるということで、経営にもプラスとなるというこ

とで設置されました。そこで、毎回聞くのですけれ

ども、いわゆる老健で働いている、介護されている

方の身分の問題でありますが、やはりこれだけ定着

しているわけですから、きちっとやっぱり採用する

枠を設けると。現行の定数枠でいけば、全然該当に

も何もならないわけで、あくまでも賃金職員という

形の中で働かざるを得ないという状況になっている

わけです。そういうことを考えたときに、将来的に

もこれを維持して看護、老健をやっぱり支えるとい

うことであれば、やはりラベンダーハイツと同じよ

うに職員も入れかわったりだとか低賃金で、改善さ

れたといえ、まだまだ低い状況で、やはり一定枠、

正職員として採用する枠を設けて、やはり定数のあ

り方そのものにもかかわってくる話でありますが、

当然それは必要な話ですから、そういった体制とい

うのは、とる必要があると思いますが、この点お伺

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 既に本当に御案内のとおり、病院が老健を転換し

て、経営に資する形の中で大きく改善・改革をした

という中でベースが、特に老健のほうに入ってい

る、入所されている方も医療に依存の高い非常に病

院併設の、逆に言いますとメリットを生かすような

形での併設ということでやって、移行した経過にあ

りますので、基本的には、今の施設形態が十分発揮

できるような運営をしていきたいというふうに考え

ております。 

 そういった中で、転換に当たりまして、特に介護

職員につきましては、病院というベースの中で、職

員も当然おったわけですけれども、そういう中でや

はり介護職のお世話いただく職員として、非常に貴

重な戦力になっております。ただ、それはもう重々

ですが、全体の定数のあり方も含めて考えていった

中でいきますと、なかなか今のお話のとおりにいか

ないのが実態であります。 

 それで、私どもも町のほうと連携しまして、共通

課題として、ラベンダーハイツも含めて、その三つ

の町全体の水準としての介護職員に対する処遇の改

善ということにも重きを置いて取り組んできた経過

にもございますので、また、処遇の今後の改善につ

きましても、そういう十分連携しながら、そこら辺
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の議論を進めていかなければならないというふうに

考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長にお伺いいたしますけ

れども、今雇用形態等の中で、契約の中で、そうい

う身分で雇用されているという状況で、有期雇用に

なっています。これだけ一生懸命働いて、なかなか

やっぱり出入りも多いという状況になっておりま

す。やはり老健を支えるという意味でも、一定の枠

を設けて、やっぱり正職員としての採用枠、当初か

ら若い世代を入れるだとか、そういう形のやっぱり

枠を一定部分設ける必要があるというふうに思いま

すが、十分現行の中でも稼働していると言えば稼働

してます。しかし現状を見たら、３０になっても４

０になっても、そのわずか本当に２００万円で働か

なければならないだとか、そんな状況です。やはり

雇用の一定部分の確保という点でも、人材を確保す

るという点でも、やっぱり病院においても枠を見直

す必要あると思いますが、その点はどうでしょうか

ね。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 この問題については、たびたび御意見いただいて

ますので、繰り返しの答弁になるかと思いますが、

今委員から言われているように、こういう機能を地

域で将来に向けて長く持ち合わせるということは、

多くの地域の方の願いでもございますので、そうい

う観点で機能が低下しないように、また、将来に向

けて後継者、担い手をしっかり確保するという観点

では、次の次代を担う若い方を確保するということ

も大事でございますので、そういうことも含めて、

今までも申し上げているように、すべて職員ですべ

てを賄うということについては、なかなかいろいろ

な諸課題がございますので、その辺はしっかりした

判断を加えながら、将来にこういう機能が持続でき

るような体制を維持してまいる所存でございますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２ページ、決算書いただ

いております。ここの臨床検査業務のところを

ちょっとお伺いしたいと思います。 

 大体資料いただきました。資料３ですね。これに

よりますと、総件数で大体１万件ぐらい少なかっ

た。２２年度と比べましてだと思うのですけれど

も、ここのところ、１日平均４２.９人、４２人ぐ

らい減ってますので、それに応じてかとは思うので

すけれども、この外部委託で札幌臨床検査セン

ター、それと第一岸本臨床検査センターですか、こ

の岸本臨床検査というところは札幌にあるのでしょ

うか、どこにあるのでしょう。 

 それと、旭川医療センターというところでは、血

液その他となっていますけれども、こういったもの

しか委託できない状況なのか、臨床検査センターと

いうのは、何カ所もあるのでしょうか。札幌、どれ

ぐらいあるのでしょうかね、ちょっとその点お聞き

したと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長、答弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 まず、件数につきましては、患者数によりまして

減少していくということをまず御理解願いたいと思

います。 

 あと、検査の関係でございますけれども、今御質

問にありました、うちのほうでは札幌臨床、それか

ら第一岸本等につきましては、これ旭川の支店、道

北支店がありますので、そちらとの契約になってお

ります。 

 また、今旭川の医療センターにつきましては、道

北病院の検査部門が外注の委託を発注を受けるとい

うことになりましたので、そちらのほうに発注して

いる状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） これは、いつからここにさ

れたのでしょうか。やっぱりいろいろ今まで外部委

託、当然外部委託しなければいけない状況はわかる

のですけれども、それはどういうふうにしてこの２

社を選ばれたのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長、答弁。 

○町立病院事務次長（山川 護君） 内容につきま

しては、発注先につきましては、毎年うちの病院に

来ております業者からの見積もり合わせによって、

一番単価の安いところと契約をしておりますので、

この４社が全部発注を受けているということではご

ざいません。検査検査によって、安いところと契約

をしているというのが実態でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで病院

事業会計の質疑を終了いたします。 
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 以上で企業会計決算認定についての質疑を終了い

たします。 

 説明員は退席願います。 

 なお、説明員は町長の所信表明から議場にお入り

ください。 

（説明員退席） 

○委員長（長谷川徳行君） これより分科会ごとに

審査意見書案の作成を行います。 

 分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら委

員長まで提出願います。 

 会場については、事務局長より説明をいたさせま

す。 

○議会事務局長（藤田敏明君） 分科会の会場は、

第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室と

します。分科会で審査意見書案の作成が終了しまし

たら、議長室で正副委員長と分科長により成案を作

成します。成案がまとまりましたら、議事堂で成案

の報告、審議を行います。 

 それでは、会場に移動をお願いいたします。 

 なお、審査意見のとりまとめの時間は、おおむね

１２時といたしたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 会場に移動をお願いい

たします。 

─────────────── 

午前１１時０４分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 平成２３年度決算特別

委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 一般会計。 

 歳入。 

 １、町税等の収納について。 

 税の収納状況については、収納率の向上が見られ

ているが、今後も引き続き収納率の向上に努めるよ

うに。 

 歳出。 

 １、富良野広域連合について。 

 富良野広域連合については、運営の効率化が図ら

れるよう努めるように。 

 ２、定住移住促進について。 

 定住移住対策については、十分な成果が上がるよ

う、より具体的に取り組みを進めるように。 

 ３、防災対策について。 

 十勝岳総合防災訓練における図上訓練の成果を生

かし、今後の訓練の充実を図るように。 

 ４、在宅福祉について。 

 在宅福祉については、支援制度の検討をするとと

もに、さらなる充実に努めるように。 

 ５、一般廃棄物について。 

 一般廃棄物処理施設地区連絡協議会負担金につい

ては見直しを図るように。 

 ６、環境対策について。 

 環境対策推進については、省エネルギー型住宅

フォーム補助は、より多くの住民がさらに利用しや

すくなるよう制度の改正をするように。 

 国民健康保険特別会計。 

 １、短期資格証明書について、 

 短期資格証明書の交付については、今後もとめ置

きが発生しないよう努めるように。 

 ２、特定健診について。 

 非常に努力されているが、今後も医療費抑制を図

るため、特定健診・特定保健指導等の充実を図るよ

うに。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見書

案の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御意見

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 審議が終わりましたので、審査意見書はこのとお

り決定することに御異議ありませんかか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

決定いたしました。 

 以上で審査意見書の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間暫時休憩といたします。 

 再会時間を２時２０分といたします。 

─────────────── 

午後 ２時００分 休憩 

午後 ２時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 平成２３年度の決算に伴い

ます決算特別委員会の御審議を賜りました事柄に対
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しまして、まず３日間大変熱心に御審議をいただき

ましたことにお礼と感謝を申し上げる次第でござい

ます。ありがとうございます。 

 このたび特別委員会から審査意見書をちょうだい

いたしまして、その内容について、私どもも御説明

いただいたところでございます。それぞれ各項目に

つきましては、私ども日ごろ行政執行を行う上にお

いて、すべてその項目にわたりまして課題というふ

うに認識している事項ばかりでございます。とりわ

け、どの項目をとりましても、すべて住民の生活に

直結する、そういう重要な課題であることを私ども

も全く意をともにしているところでございます。 

 皆様方から賜りました審査意見を十分に体して、

これからの町政推進に反映させていけるように最大

限の努力をするとともに、また、次年度以降に向け

ましても、十分にその意を配していけるように、意

を用いてまいりたいというふうに考えております。 

 議長さんが常に私どもに対しましてもお言葉をい

ただいておりますように、議会と私ども車の両輪で

あるというふうにいつも言っていただいております

とおり、私も皆さん方とともに、まちづくりのため

に、この決算特別委員会を通じて賜りました御意見

を十分に反映させていただきますよう所信を申し述

べ、御認定いただきますよう心からお願い申し上げ

まして、所信とさせていただきたいと思います。 

 大変御苦労さまでした。ありがとうございます。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において十分その意見を尊重し、最善の努力を

したいとの確信が得られましたので、討論を省略

し、議案第１０号平成２３年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の件及び議案第９号平成２３年度上

富良野町企業会計決算認定の件を採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を省略し、議案第１０号平成２３年

度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案

第９号平成２３年度上富良野町企業会計決算認定の

件を起立により採決します。 

 最初に、議案第１０号平成２３年度上富良野町各

会計歳入歳出決算認定の件は、意見を付し原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し原案のとおり認定する

ことに決しました。 

 次に、議案第９号平成２３年度上富良野町企業会

計決算認定の件は、意見を付し原案のとおり認定す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数によって、本

件は意見を付し原案のとおり認定することに認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全部終了いたしました。 

 終わりに当たりまして、一言お礼を申し上げま

す。 

 決算特別委員会が委員各位並びに理事者の皆様方

の御協力を得まして、スムーズに委員会を終了する

ことができました。まことにありがとうございま

す。 

 本委員会は、議会の権能を十分に生かした質疑、

また、質問がありまして、住民の立場に立った本当

にすばらしい委員会だと思っております。 

 執行部におかれましては、委員会の意見を十分に

踏まえて、次年度の予算編成に向けて十分住民の福

祉の向上に寄与できるような予算編成を担っていた

だきたいと思います。 

 ３日間にわたりまして、皆様方の協力を得まし

て、スムーズではなかったかもしれませんけれど

も、運営させていただきましたことに感謝を申し上

げまして、退任の言葉といたします。どうもありが

とうございました。御苦労さまでした。 

 これもって、決算特別委員会を閉会いたします。

まことに御苦労さまでした。 

午後 ２時２６分 閉会  
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